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平成２６年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１ 議事日程 

     第１日（平成２６年６月１０日 火曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 会議録署名議員の指名 

   第２ 会期の決定 

    ○ 諸般の報告 

    ○ 行政方針の表明 

   第３ 議案第１号から議案第１８号まで 

      議案第 １号 専決処分した事件の承認について 

      議案第 ２号 専決処分した事件の承認について 

      議案第 ３号 専決処分した事件の承認について 

      議案第 ４号 専決処分した事件の承認について 

      議案第 ５号 専決処分した事件の承認について 

      議案第 ６号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

      議案第 ７号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

      議案第 ８号 平成２６年度宿毛市一般会計補正予算について 

      議案第 ９号 平成２６年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正予算につい 

             て 

      議案第１０号 平成２６年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算について 

      議案第１１号 宿毛市宅地分譲条例の制定について 

      議案第１２号 宿毛市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部を改正する条 

             例について 

      議案第１３号 宿毛市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ 

             いて 

      議案第１４号 宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい 

             て 

      議案第１５号 宿毛市税条例等の一部を改正する条例について 

      議案第１６号 宿毛市都市公園条例の一部を改正する条例について 

      議案第１７号 財産の取得について 

      議案第１８号 権利の放棄について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

   日程第２ 会期の決定 
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   日程第３ 議案第１号から議案第１８号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１４名） 

   １番 髙 倉 真 弓 君     ２番 山 上 庄 一 君 

   ３番 山 戸   寛 君     ４番 今 城 誠 司 君 

   ５番 岡 﨑 利 久 君     ６番 野々下 昌 文 君 

   ７番 松 浦 英 夫 君     ８番 浅 木   敏 君 

   ９番 中 平 富 宏 君    １０番 浦 尻 和 伸 君 

  １１番 寺 田 公 一 君    １２番 宮 本 有 二 君 

  １３番 濵 田 陸 紀 君    １４番 西 郷 典 生 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        朝比奈 淳 司 君 

   次長兼庶務係長兼調査係長  松 本 政 代 君 

   議 事 係 長        柏 木 景 太 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  沖 本 年 男 君 

   副 市 長  安 澤 伸 一 君 

   企 画 課 長  出 口 君 男 君 

   総 務 課 長        山 下 哲 郎 君 

   危機管理課長  楠 目 健 一 君 

   市 民 課 長  立 田 ゆ か 君 

   税 務 課 長  岩 本 昌 彦 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
滝 本   節 君 

   保健介護課長  児 島 厚 臣 君 

   環 境 課 長  佐 藤 恵 介 君 

   人権推進課長  杉 本 裕二郎 君 

   産業振興課長  黒 田   厚 君 

   商工観光課長  山 戸 達 朗 君 

   土 木 課 長  岡 崎 匡 介 君 

   都市建設課長  川 島 義 之 君 

   福祉事務所長  河 原 敏 郎 君 
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   水 道 課 長  金 増 信 幸 君 

   教 育 長        立 田 壽 行 君 

   教 育 委 員 会 

   委 員 長 
増 田 全 英 君 

   教 育 次 長 兼       

   学校教育課長 
沢 田 清 隆 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

桑 原   一 君 

   学 校 給 食       

   センター所長 
山 崎 善 文 君 

   千 寿 園 長        山 岡 敏 樹 君 

   農 業 委 員 会 

   事 務 局 長 
岩 田 明 仁 君 

   選挙管理委員 

   会 事 務 局 長 
河 原 志加子 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開会 

○議長（今城誠司君） これより平成２６年第

２回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定

により、議長において野々下昌文君及び松浦英

夫君を指名いたします。 

 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（中平富宏君） 議会運営委

員長。 

 ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請により、去る

６月６日、議会運営委員会を開きまして、今期

定例会に提案予定の案件等を勘案の上、慎重に

審査した結果、本日から６月２５日までの１６

日間とすることに、全会一致をもって決定いた

しました。 

 以上、報告いたします。 

○議長（今城誠司君） お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から６月２５日までの１６日間といたした

いと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 御異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は、本日から６月

２５日までの１６日間と決定いたしました。 

 この際「諸般の報告」をいたします。 

 委員会条例第８条第１項の規定により、５月

１２日付をもって髙倉真弓君、山上庄一君、今

城誠司君、浅木 敏君、中平富宏君、寺田公一

君、宮本有二君、以上７人を総務文教常任委員

に、山戸 寛君、岡﨑利久君、野々下昌文君、

松浦英夫君、浦尻和伸君、濵田陸紀君、西郷典

生君、以上７人を産業厚生常任委員に、髙倉真

弓君、山上庄一君、山戸 寛君、今城誠司君、

岡﨑利久君、野々下昌文君、松浦英夫君、浅木 

敏君、中平富宏君、浦尻和伸君、寺田公一君、

宮本有二君、濵田陸紀君、西郷典生君、以上１

４人を予算決算常任委員に、山上庄一君、野々

下昌文君、松浦英夫君、中平富宏君、寺田公一

君、宮本有二君、以上６人を議会運営委員に、

それぞれ指名いたしました。 

 各常任委員会及び議会運営委員会の委員長及

び副委員長が選任されていますので、この際、

事務局長から報告いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（朝比奈淳司君） 各常任委員会及

び議会運営委員会の委員長及び副委員長を報告

いたします。 

 総務文教常任委員会委員長、寺田公一君、副

委員長、山上庄一君。 

 産業厚生常任委員会委員長、野々下昌文君、

副委員長、山戸 寛君。 

 予算決算常任委員会委員長、松浦英夫君、副

委員長、髙倉真弓君。 

 議会運営委員会委員長、中平富宏君、副委員

長、野々下昌文君。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） 去る５月２８日に開催

されました第９０回全国市議会議長会定期総会

において、浦尻和伸君、寺田公一君、宮本有二

君が、議員１５年以上の一般表彰、中平富宏君

が、正副議長４年以上の一般表彰を受けられま

した。 

 本席から、多年にわたり地方議会に貢献され

ましたその功績と名誉に対し、衷心よりお祝い

申し上げます。 

 本日までに、陳情１件を受理いたしました。
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よって、お手元に配付してあります陳情文書表

のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 

 市長から、地方自治法第２４３条の３第２項

の規定に基づき、６月３日付をもって、平成２

５年度宿毛市土地開発公社事業及び決算報告書、

平成２６年度宿毛市土地開発公社事業計画及び

予算書、平成２５年度宿毛市土地開発公社宿毛

湾港港湾整備事業特別会計事業及び決算報告書、

平成２６年度宿毛市土地開発公社宿毛湾港港湾

整備事業特別会計事業計画及び予算書、平成２

５年度宿毛市清掃公社事業実績報告書及び歳入

歳出決算書、平成２６年度宿毛市清掃公社事業

計画及び予算書、平成２５年度西南地域ネット

ワーク株式会社決算報告書が提出されましたの

で、お手元に配付いたしました。 

 会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告期限を本日午後５時と定めますので、

質問者は期間内にその要旨を文書で通告してく

ださい。 

 なお、閉会中の議員派遣及び事務的な報告に

つきましては、お手元に配付いたしました文書

のとおりでありますので、これにより御了承願

います。 

 市長から報告事項がありますので、発言を許

します。 

 市長。 

○市長（沖本年男君） おはようございます。 

 本日は、平成２６年第２回宿毛市議会定例会

を招集いたしましたところ、議員の皆様におか

れましては、大変お忙しい中、御参集いただき、

まことにありがとうございます。 

 先ほど、議長より報告がございましたように、

本市議会の議員の中で４名の方が、長年にわた

る御功績に対しまして、全国市議会議長会より

表彰を受けられましたことはまことに喜ばしく、

心よりお喜びを申し上げます。 

 受賞されました議員の方々におかれましては、

今後とも市政発展のため、より一層の御尽力を

賜りますようお願いを申し上げます。 

 それでは、報告事項につきまして、御説明申

し上げます。 

 報告第１号は、和解及び損害賠償の額の確定

について、地方自治法第１８０条第１項の規定

に基づき専決処分したものでございます。 

 詳細は、お手元にお配りしています資料のと

おりでございます。 

 報告第２号及び報告第３号は、平成２５年度

において、予算議決をいただいております繰越

明許費につきまして、地方自治法施行令第１４

６条第２項の規定により、繰越計算書を調整し、

御報告するものです。 

 内容につきましては、報告第２号は、平成２

５年度宿毛市一般会計予算繰越明許費として、

南海地震対策整備事業ほか２７事業の総額１１

億３２７万５，０００円を、平成２６年度に繰

り越しするものでございます。 

 また、報告第３号は、平成２５年度宿毛市土

地区画整理事業特別会計予算繰越明許費として、

減価補償金２８万６，０００円を、平成２６年

度に繰り越しするものでございます。 

 報告第４号は、平成２５年度宿毛市一般会計

予算事故繰越の報告でございます。関係機関と

の調整に不測の日数を要したため、宿毛中学校

耐震業務委託１，２０８万８，０００円を、地

方自治法第２２０条第３項の規定により、平成

２６年度に繰越処理をしましたので、地方自治

法施行令第１５０条第３項の規定により、御報

告を申し上げます。 

 報告第５号は、平成２５年度水道事業会計予

算繰越の報告でございます。関係機関との工期

調整に不測の日数を要し、押ノ川高区配水池移

転工事が平成２５年度中に終了しなかったため、

平成２６年度に繰り越しをしましたので、地方

公営企業法第２６条第３項の規定により、報告
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するものでございます。 

 次に、平成２５年度の各会計の決算状況につ

きまして、お手元に資料を配付していますので、

その概要を御説明申し上げます。 

 一般会計では、実質収支で約２億７００万円

の黒字決算となり、決算に伴う剰余金として１

億５，０００万円を財政調整基金に積み立てを

いたしました。 

 特別会計では、国民健康保険事業、後期高齢

者医療の２会計が黒字決算となりました。 

 しかし、国民健康保険事業は、基金残高の約

２，３００万円を全額取り崩したことや、療養

給付費交付金等の収入が多かったこともあり、

約６，５００万円の黒字決算となっていますが、

２６年度において、２５年度の実績に基づき、

交付金等を多額に返還する見込みがありますの

で、運営が非常に厳しい状況に変わりはありま

せん。 

 また、学校給食事業特別会計につきましては、

平成２５年度においても、給食費の未収金があ

り、前年度と比較して赤字額は減少したものの、

平成１９年度から７年連続の赤字決算となって

います。 

 今後も、南海地震対策関連の事業に対し、多

くの予算を必要とするため、引き続き、効率的

で適正な行財政運営を推進してまいります。 

 議員の皆様方におかれましては、今後とも、

より一層の御支援、御協力を賜りますようお願

いを申し上げまして、報告事項の説明といたし

ます。 

○議長（今城誠司君） 以上で、諸般の報告を

終わります。 

 日程第３「議案第１号から議案第１８号ま

で」の１８議案を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（沖本年男君） 提案申し上げました議

案につきまして、提案理由の説明をいたします。 

 議案第１号から議案第４号までは、いずれも

緊急に予算補正を行う必要があり、地方自治法

第１７９条の第１項の規定により、専決処分し

た事件について、同条第３項の規定により、議

会の承認を求めるものでございます。 

 議案第１号は、平成２５年度宿毛市一般会計

補正予算でございます。 

 内容につきましては、地方債や各種交付金の

確定等により、総額で３，１７１万５，０００

円の減額をすることなどの予算を補正したもの

でございます。 

 具体的な内容を申し上げますと、歳入では、

増額した主なものは、地方交付税９，５３９万

７，０００円となっており、また、減額した主

なものは、繰入金１億７２６万１，０００円と

なっております。 

 一方、歳出では、減額した主なものは、公債

費２，３８３万４，０００円となっております。 

 議案第２号は、平成２５年度宿毛市水道事業

会計補正予算でございます。 

 内容につきましては、建設改良事業は、平成

２５年度中に完成しなかったことに伴い、消費

税の支払いに不足が生じたため、予算を補正し

たものでございます。 

 議案第３号は、平成２６年度宿毛市へき地診

療事業特別会計補正予算でございます。 

 内容につきましては、本年４月から沖の島へ

き地診療所に勤務する医師の体制が変更となる

ことに伴い、その関係する予算を変更し、総額

で５２万７，０００円を減額する必要が生じま

したので、予算を補正したものでございます。 

 議案第４号は、平成２６年度宿毛市学校給食

事業特別会計補正予算でございます。 

 内容につきましては、平成２５年度決算に伴

い、給食費の未収金があり、繰上充用金６２万

１，０００円を緊急に計上する必要が生じまし
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たので、予算を補正したものでございます。 

 議案第５号は、宿毛市税条例等の一部を改正

する条例でございます。 

 内容につきましては、一定の基準に基づき、

平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日

までの間に、耐震改修が行われた大規模な建築

物等に係る固定資産税を２年間減額措置すると

する地方税法等の一部を改正する法律が交付さ

れたことに伴い、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、緊急に専決処分を行いましたの

で、同条第３項の規定により、議会の承認を求

めるものでございます。 

 議案第６号及び議案第７号の２議案は、人権

擁護委員候補者の推薦についてでございます。 

 内容につきましては、９月３０日に任期満了

となります人権擁護委員に、山本美津子氏の再

任と、新委員として岡添吉見氏を推薦すること

について、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により、議会の意見を求めるものでございます。 

 議案第８号は、平成２６年度一般会計補正予

算についてでございます。 

 総額で１億３，６０５万円を追加しようとす

るものです。 

 歳入で増額する主なものは、国庫補助金７，

０５９万６，０００円、県補助金２，３３４万

３，０００円、基金繰入金３，３３９万８，０

００円となっております。 

 続きまして、歳出で増額する主なものは、臨

時雇賃金総額で、２，９９１万６，０００円、

総務費では、ハザードマップ作成事業７３６万

円、労働費では、緊急雇用創出臨時特例基金事

業委託料１，０４７万４，０００円、農林水産

業費では、水産加工施設の設備強化を行うため

の機器購入への補助金として、宿毛市水産業総

合支援事業費補助金４８６万円、土木費では、

高台への避難地道路測量実施設計業務として３，

５０２万円、教育費では、宿毛中学校耐震補強

等工事費として５，０００万円、四万十カント

リークラブからいただいた寄附金を利用し、放

課後子ども教室等ヘルメット購入費として９６

万円、来年４月に開催されます宿毛マラソン実

行委員会補助金２００万円を計上しています。 

 議案第９号は、平成２６年度宿毛市特別養護

老人ホーム特別会計補正予算についてでござい

ます。 

 内容につきましては、臨時雇賃金等、総額で

２６６万２，０００円を追加しようとするもの

でございます。 

 議案第１０号は、平成２６年度宿毛市介護保

険事業特別会計補正予算についてでございます。 

 内容につきましては、支払基金からの交付金

を返還することなど、総額で３１万２，０００

円を追加しようとするものでございます。 

 議案第１１号は、宿毛市宅地分譲条例の制定

についてです。 

 内容につきましては、宿毛市土地開発公社の

解散に向けての取り組みの一環として、平成２

５年度に本市が宿毛市土地開発公社から購入し

ました宿毛東団地の宅地の分譲について、条件

等を定めようとするものです。 

 議案第１２号、宿毛市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例及び、議

案第１３号、宿毛市育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例の２議案につきましては、

地方公務員の育児休暇等に関する法律に準じ、

育児短時間勤務制度を創設しようとするもので

す。 

 議案第１４号は、宿毛市一般職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例についてでござ

います。 

 内容につきましては、沖の島地区に勤務する

ことになった職員が、引き続き、住宅を借り続

ける場合の手当の追加及び災害派遣等に派遣さ

れた職員に対し、災害派遣手当を支給すること
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について、関係法令に準じて改正しようとする

ものです。 

 議案第１５号は、宿毛市税条例等の一部を改

正する条例についてでございます。 

 内容につきましては、地方税法等の一部を改

正する法律等が施行されたことに伴い、国に準

じて宿毛市税条例の一部を改正しようとするも

のです。 

 具体的には、地方交付税の財源の一部とする

ことを目的に、国税に地方法人税が創設される

こととなり、その税率に相当する法人市民税率

の引き下げを行うこと、及び小型乗用車と軽自

動車の性能や、環境負荷といった点で、差が縮

まっている状況を踏まえ、負担の公平性を図る

観点から、軽自動車税率の引き上げを行うこと

等について、改正しようとするものです。 

 議案第１６号は、宿毛市都市公園条例の一部

を改正する条例についてでございます。 

 内容につきましては、宿毛市総合運動公園補

助グラウンドを新たに設置し、使用料を定める

こと及び、利用者から要望の多かった市民体育

館武道場使用料について、３分の１面使用する

場合の料金を定めようとするものです。 

 議案第１７号は、財産の取得についてでござ

います。 

 内容につきましては、宿毛市土地開発公社と

の間で、宿毛市西町２丁目７６番２６ほか６筆

の９，８０３．０１平方メートルを２億６，４

７３万６，２６０円で取得することについて、

地方自治法第９６条第１項第８号の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第１８号は、権利の放棄についてでござ

います。 

 内容につきましては、宿毛観光汽船株式会社

に関し、宿毛市が損失補償した１億円に対する

債務者、元同社代表取締役に対する求償権につ

きまして、債務者に返済可能な資産もなく、今

後においても、債権を回収することができる見

込みがなく、かつ本年６月２９日をもって時効

を迎えることとなるため、その権利を放棄する

ことについて、地方自治法第９６条第１項第１

０号の規定により、議会の議決を求めるもので

ございます。 

 以上が、御提案申し上げました議案の内容で

ございます。 

 よろしく御審議の上、適切な御決定をいただ

きますようお願いを申し上げ、提案理由の説明

といたします。 

○議長（今城誠司君） これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

 お諮りいたします。 

 議事の都合により、６月１１日から６月１３

日まで休会いたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 御異議なしと認めます。 

 よって、６月１１日から６月１３日まで休会

することに決しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ６月１１日から６月１５日までの５日間休会

し、６月１６日午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１０時２７分 散会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（今城誠司君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ３番山戸 寛君。 

○３番（山戸 寛君） おはようございます。

今議会のトップバッターということで緊張して

いるんですけれども、早速、一般質問に入らせ

ていただきます。 

 学校の高台移転に関する教育委員会の見解に

ついて、以前から気にかかっている点があり、

教育長にお尋ねというか、確認したいと思いま

す。 

 この２月に出された宿毛市立小中学校再編計

画や、この前の３月議会における中平議員の質

問に対する教育長の答弁の中でも、子供たちの

安全安心のため、あるいは安全安心を確保する

上ではといった形で、高台移転と安全安心は、

いつでもペアというか、常に二つの文言がくっ

ついた形で使われてきています。 

 以前からこの形は崩されることなく、子供た

ちの安全を守る観点から、津波の浸水が予測さ

れる学校については、高台へ移転することが望

ましいという表現がなされている。 

 この点は、見事というか、高台移転というの

は、子供たちの安全安心という側面に関しては、

という意味で、非常によく配慮されている表現

であると、私は感心するところでもあるのです

が、実は、この一貫して崩されることのない表

現の裏側には、もう一方の課題としての利便性

とか、地域住民との緊密性、見守り効果などの

学校の立地環境としての問題が存在しているこ

とを暗に示唆する、そういう表現であるように

思われてなりません。 

 そういう立地環境という観点から考えるなら、

現在地のほうが好ましいと。以前、そのような

発言を、教育長御自身だったかどなただったか、

教育委員会の会合を傍聴させていただいたとき

だったかどうだったのか、私自身、いついつ

誰々が発言したとは、記憶が定かではない面が

あるんですが、その点について、教育長にお尋

ねしたいと思います。 

○議長（今城誠司君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） おはようございます。

山戸議員の一般質問にお答えをいたします。 

 立地環境の観点から考えた際の学校の好まし

い場所についての御質問でございますが、私と

いたしましては、学校の好ましい場所といたし

ましては、やはり校区の中心である、子供たち

にとって通学の負担ができる限り少ない場所で

ある。あるいは、市民の目の届く場所、十分な

教育スペースが確保できる場所、そういうとこ

ろが理想的な立地環境であって、教育環境とい

う観点からすれば、津波、地震への心配がない

のであれば、現在の宿毛小学校の位置について

も、グラウンドの配置等を考慮すれば、適地の

一つであると考えてはおります。 

 しかしながら、近い将来において、確実に起

こるとされております南海トラフ沖地震におい

て、津波の浸水が予想されている状況を考慮す

ると、今、何よりも考えなければならないこと

は、やはり子供たちの安心であり、安全の確保

である。その観点では、やはり再編計画でお示

しをしましたように、高台への移転が望ましい

のではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ３番山戸 寛君。 

○３番（山戸 寛君） ただいまの教育長の答

弁においても、また子供たちの安全安心の確保

という、その観点では、高台への移転が望まし

いということで、結局、同じ文言の繰り返しと

なっています。 



 

－ 14 － 

 高台移転が望ましいと、注釈抜きで断定的に

言い切らないし、言い切れない。この点につい

ては、何とも煮え切らないなという思いが、私

にはあります。 

 しかし、そこは冒頭に申し上げましたような、

教育委員会としての配慮があってのことだろう

と推測するしかありませんが、そこで再質問で

す。 

 津波に対する心配があるとはいえ、学習環境

として、現在地には高台にまさる幾つかの要因

が存在する。しかし、その安全を考えれば、高

台が望ましい。だから、高台移転を推進する。 

 さて、そうしたときに、どの程度まで高台に

できる学校の教育環境を整備していけるものな

のか。いうならば、現在地の持っている長所と

される要因を、どこまで高台に移せるものなの

か。特段のことなしに移行できるもの、工夫次

第でできること、あるいは、到底、移行するこ

とは不可能なこと、さまざまあると思うのです

が、その点の分析を含めて、教育委員会として

はどのような検討がなされているのか、お尋ね

いたします。 

○議長（今城誠司君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） お答えをいたします。 

 現在地の持っている長所とされる要因を、ど

こまで高台に移せるものかという御質問でござ

いますが、高台に移転することで不安視される

点としましては、子供たちにとっての通学の負

担がふえるのではないか、あるいは地域住民の

見守りやふれあいが少なくなるのではないかと

いう点が考えられます。 

 まず、子供たちへの通学への負担であります

が、現在、整備を計画しております高台につき

ましては、現在の宿毛小学校よりも、約５００

メートルほど西に位置しておりまして、宿毛小

学校校区の児童分布が従前よりも西にシフトし

ていると、そういう現状を踏まえ、通学距離だ

けを考えれば、全ての生徒にとって、負担が大

きいということではないと考えております。 

 ただし、高台という立地状況でありますため

に、通学路の高低による負担については、少な

からず生ずるのではないかと、そのように考え

ております。 

 次に、地域住民の見守りや、ふれあいが減少

するのではないかという点で申し上げれば、高

台に移転すれば、そういう心配がされるとの話

も伺いますけれども、高台にあった旧田ノ浦小

学校や、現在も教育活動を行っております松田

川小学校や沖の島小学校に、これまで、犯罪上、

大きな問題があった事件というのは起こってお

りませんし、それらの学校については、ほかの

学校とは同等、もしくはそれ以上に地域とのか

かわりが深かったのではないかと認識をしてお

ります。 

 また、現在の宿毛小学校で実施されておりま

すコミュニティースクールや、開かれた学校づ

くり推進事業につきましては、地域の方々に学

校に来ていただいて授業を行うという面から、

高台に移転したからその効果が薄れるというも

のではないのではないかというふうにも考えて

おります。 

 さらに、地域の見守り活動によって、パトロ

ールや声かけ運動をしていただいておりました

ので、こういった活動については、学校が高台

に移転しましても、継続されるように、皆さん

に御協力をお願いしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ３番山戸 寛君。 

○３番（山戸 寛君） なるほどね。今、教育

長がるる説明されましたように、高台に移った

からといって、教育環境が悪くなるというわけ

ではない。となると、いっそのこと、子供たち

の安全を守る観点からなどという歯切れの悪い

まくら言葉はもうなくして、高台が一番である
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と言い切ったらどうですか。そのほうが、一層、

すっきりするように思えるのですが、その点に

ついてどうお考えでしょうか、お尋ねいたしま

す。 

○議長（今城誠司君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） お答えをいたします。 

 高台が一番であると言い切ったほうがいいの

ではないかという御質問をいただきましたが、

私といたしましては、先ほど申し上げましたよ

うに、地震や津波への心配がないのであれば、

現在地も適地の一つであると考えておりますの

で、高台が一番というふうに言い切ることはで

きないのではないかと思っております。 

 万一、高台整備が想定以上の年月がかかる見

込みとなった際には、保護者や地域住民に説明

することはもちろん、ほかの場所についても検

討する必要があると考えておりますし、そうい

った面も総合的に判断すれば、現段階において、

高台が一番ですよと言い切ることはできないと

いうふうに、私は考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ３番山戸 寛君。 

○３番（山戸 寛君） そうですよね。理想が

すんなり通るなら問題はないだろうが、なかな

かそう簡単に進むとは限らないのが世の常で、

理想は理想、望ましいものは望ましいとしなが

らも、まさかのときには、次の手の可能性を考

えなくてはならなくなる。 

 退路を断って、これしかないでは、大人の議

論にならない。その意味でも、教育長のただい

まの御答弁、これは今までにも何回かお聞きし

たことのように思うのですが、さすがによく考

えておられるなと改めて高く評価いたします。 

 さて、そこで、次は小深浦への学校移転に対

する対象地域の意識についてということなんで

すが、宿毛小学校の高台移転と大島小学校並び

に咸陽小学校の高台移転に関しては、この二つ

の高台移転に関しては、それぞれに浸水想定高

も異なっているし、保護者や地域の方々の津波

に対する認識面での相異があるのかもしれませ

んが、学校が現在地からなくなるという点では、

いずれも共通しています。 

 また、地震発生後、津波が到達すると思われ

る時間以内に、生徒が近くの高台へ避難できる。

その点でも、宿毛、大島、咸陽の３校、ともに

共通したことのように思われます。 

 宿毛小学校については、これまで具体的な再

建計画に関する話し合いを通じて、保護者並び

に地域の意見が大きく二分され、高台への移転

に反対する人々の声が、いまなおおさまらない

ばかりか、最近では、宿毛小学校を現在地に残

す会という、街区を中心とする方々の会が結成

され、活動を開始するなど、なかなか簡単には、

高台移転で一致を見ない面があります。 

 その点、大島並びに咸陽小学校区の方々の合

意形成はどうなっているのか。何となく大島、

咸陽両校の小深浦への統合移転は自明のことで

あって、歓迎されることであるかのようなムー

ドで話が進んでいるように感じられるのですが、

小深浦への学校移転に対する対象地域の方々の

意識をどのように把握され、認識されているか

お尋ねいたします。 

○議長（今城誠司君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） お答えをいたします。 

 大島、咸陽小学校の統合移転について、地域

の方々の意識をどのように把握しているのかと

いう御質問でございますが、まず、２月に策定

をいたしました再編計画におきましては、学校

の高台移転については望ましいとした上で、高

台が確保できていないという現状を踏まえて、

大島、咸陽小学校両校の今後の整備計画につき

ましては、高台の整備状況により、長期的には

両校の統合を視野に入れて、整備を検討してい

くこととしております。 
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 この計画の作成に当たりましては、各校で保

護者の皆さんの意見交換をいたしまして、御意

見を伺う中で、教育審議会でも議論をしてまい

りましたが、現段階におきましては、校区の住

民の方々の御意見はお伺いはしておりませんの

で、御質問にございました地域の方々の意識に

ついては、現状では、残念ながら把握はしてお

りません。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ３番山戸 寛君。 

○３番（山戸 寛君） 地域の方々の意見とＰ

ＴＡの意見とが、真っ向から対立している印象

の宿毛小学校の状況とは、両校とも状況が違う

のかもしれませんが、正しいと思って進めてい

ることでも、ちょっとしたボタンのかけ違いや、

手続のミスによって、大きな困難に陥ることは

よくあることです。 

 蛇足ではございますが、担当課の今後の対応

に期待したいと思います。 

 続いて、用地確保に要する費用とその財源と

いうことでお尋ねしたいと思います。 

 前回３月議会の野々下議員の質問によって、

現在までの高台用地の整備に向けての動きと、

今後の計画についての概略が明らかとなってい

ます。 

 私は、今回、この高台用地の整備に関して、

その費用と財源という面でお尋ねしたいと思い

ます。 

 萩原並びに小深浦、両高台の造成終了までに、

どの程度の予算が必要となるものか。また、そ

の財源について、どのような想定をなさってお

られるのか、お尋ねいたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） おはようございます。

山戸議員の一般質問にお答えをいたします。 

 高台整備に関する予算と財源について、お答

えをいたします。 

 現在、当市で取り組んでおります高台整備は

２カ所となっており、そのうちの一つ、宿毛西

地区、小深浦地区高台整備に関する概算事業費

は、約５億６，０００万円。もう一方の宿毛地

区、萩原、与市明地区高台整備に関しては、概

算事業費、約６億６，０００万円にて事業認可

を受けております。 

 この２事業の財源としましては、国土交通省

所管の交付金事業、都市防災総合推進事業計画

の位置づけのもと、事業を推進しているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ３番山戸 寛君。 

○３番（山戸 寛君） これらの高台の造成後

の活用計画には、小学校や保育園、給食センタ

ーなどの公共施設と、震災時の避難施設など、

複数の多目的な用地活用が想定されているとい

うことですが、私は素人考えながら、気にかか

ることがあります。 

 それは、国の縦割り行政というか、所管官庁

の違いによって、この省の予算でつくったもの

は、ほかの省に関連する目的には使ってはなら

ないとか、どうしてもそのような使い方をした

ければ、それまでに投入した補助金を返還して

からにしなくてはならないなどという、そうい

う事態が将来、起こりはしないのか。 

 市長が公約として掲げられ、私たちも非常に

有望な案件として期待していた芳奈の総合運動

公園での太陽光発電の計画が、この縦割り行政

の一種硬直したとしか思えない事業によって頓

挫したことは、いまだに残念でならない事例の

一つなんですが、この高台整備とその活用に関

して、国土交通省、文部科学省、さらには厚生

労働省等々、所管の違う省庁間の調整というの

はどうなっているのか、その点についてお尋ね

いたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 
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○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 現在、進捗を図っております２カ所にわたる

高台整備につきましては、御質問でも触れてあ

りましたように、必要に応じて多目的な活用方

法も想定をしております。 

 しかしながら、こと高台整備事業に関する国

の補助メニューとなりますと、いわゆる特措法

と呼ばれる、さきの東日本大震災以降に法整備

されたもので、基本的には、被災後の、被災地

に対するものがほとんどとなっており、被災の

おそれがある地域、被災前の地域にとりまして

は、残念ながら不十分としか言わざるを得ませ

ん。 

 現在、当市で補助金導入をしております補助

事業は、国土交通省都市局所管の都市防災総合

推進事業であり、高台敷地造成事業への補助金

適用はこのほかにございません。 

 そして、なお厳しい国の事業認定を受け、初

めて予算配分を受け、事業が可能となっており

ます。 

 このような状況下、当市の厳しい財政状況を

十二分に踏まえた上で、少しでも補助を受ける

よう、取り組んでおります。 

 したがいまして、議員が懸念されますような

多目的な施設建設が決まった段階において、再

度、所管の異なる省庁間の調整を図り、今後の

課題として、検討、交渉を行っていくこととな

ります。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ３番山戸 寛君。 

○３番（山戸 寛君） 今後の課題として、検

討、交渉を行うとのことですが、補助金の払い

戻しなどという事態が発生しないように、よろ

しくお願いいたします。 

 国レベルでの各省庁間の調整は、地震、津波

対策、その他さまざまな動きの中での調整を期

待することとして、次に問題となることは、市

の執行部、関係各課の連携はどうなのかという

点です。 

 この高台の想定される利用形態については、

いまだ決定には至っていないとはいうものの、

既に保育園、給食センター、小学校、被災時の

避難施設など、先ほど私が言いましたような名

前が挙げられ、市民はそうなるものと思ってい

ます。 

 それら諸施設の所管ないしは関連する担当課

を考えれば、教育委員会を初め、福祉事務所、

土木課、都市建設課、危機管理課、さらには企

画、総務など、それこそ全庁体制での綿密な調

整が不可欠となります。 

 先ほども触れましたように、市長が公約とし

て掲げられ、非常に有望な案件として期待して

いた芳奈の総合運動公園での発電計画が頓挫し

てしまったその例でも、関連法の事前把握の問

題も含めて、連携を欠いた縦割り行政の実情の

一端が反映されているように思われ、いまだに

残念でならない思いをぬぐい切れないでいます。 

 この高台整備とその活用に関し、国土交通省、

文部科学省、厚生労働省等々、所管の違う省庁

間の事業執行に関し、関係各課の調整や連携が

どうなっているのか。まさかそんなことがあろ

うとは思いたくないのですが、案件の担当課間

の投げかけ合いや、一部署のみで抱え込んで、

独断専行するなどということのないよう、綿密

な連携と調整が不可欠です。 

 投げかけ合いなら、複数の部署がかかわる関

係で、少なくとも情報の共有という点では救わ

れる面がある。しかし、独断専行でぽしゃった

となると、フォローしようにもしようがない。

そういうことは、案件の大小にかかわらずいえ

ることだと思うのですが、その点について、あ

えてお尋ねいたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 
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 先ほど、議員から御指摘ありましたように、

例えば、多用途にわたる施設が建設されること

が決定した場合には、これまで投入した補助金

の一部返還ということも想定をしております。 

 仮にそのような事態になった場合につきまし

ても、返還に関する金額は、当然ながら最小限

に留めるよう、多様なケースを想定した上で、

事業を推進しております。 

 御質問の中でありました芳奈の運動公園にお

ける太陽光発電計画の中止につきましては、非

常に残念な結果となりましたが、どのようなケ

ースになったとしても、最良の対応ができるよ

う、関係各課のさらなる連携はもとより、これ

まで以上に、情報の共有化を図り、責任ある行

政運営に努めてまいりたい、このように考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ３番山戸 寛君。 

○３番（山戸 寛君） 市長、要らんことです

けれども、横についても縦についても、どうか

よろしくお願いします。 

 次に、耐震化後の宿毛小学校についてですが、

３月議会における濵田議員の質問に対する答弁

の中で、市長は、近くに安全な高台が存在する

以上、学校を震災時の一次避難場所として指定

することは、行政としてはできない。 

 けれども、いろいろな事態の中で、市民の皆

さんが学校施設に避難したいということである

なら、それについては拒むものではないと発言

されています。 

 現在、地震発生時の避難場所として、高台よ

りも学校が望ましいと切望されているのは、濵

田議員の発言からすれば、宿毛の街区の、特に

高齢の方々であることになるのですが、ことし

の当初予算等によって、その避難場所の対象と

なる宿毛小学校は、耐震化と改修が行われ、地

震発生の際の倒壊は防げることになります。 

 市として、学校を避難場所に指定するわけに

はいかない、そのことは私にも十分、理解がで

きるのですが、街区の方々の、今、述べたよう

な要望に対して、また耐震化後の宿毛小学校の

活用に関して、どのような対応をお考えなのか。

拒むものではないという消極的な対応に何らか

の変化があるのか、お尋ねいたします。 

 これ、市長じゃない、教育長のほうですかね。

学校を利用している、いろんなほうになるので。 

 よろしくお願いします。市長ですか。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 街区の方の避難場所としての現地の学校が望

ましいとする要望や、耐震化後の宿毛小学校の

活用に関しての、どのような対応を考えている

かとの質問でございますが、現段階におきまし

ては、宿毛小学校を耐震化した後も、直ちに避

難場所として指定する予定はございません。 

 しかしながら、津波発生時には、個人の判断

にはなりますが、宿毛小学校を一時的に緊急避

難する場所として活用していただくことについ

ては、可能である、このように考えております。 

 なお、宿毛小学校については、ことしの夏か

ら始まる耐震工事とあわせて、全面的に窓ガラ

スを強化ガラスに変更することとしております

が、緊急時には、避難者が校舎内に避難できる

ような対策をしたいと考えており、そのことに

ついては、周辺地域の防災責任者に周知するこ

と等、対応を講じてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ３番山戸 寛君。 

○３番（山戸 寛君） 街区の方々の、高台は

無理でも学校までならという切実な思いと、そ

の思いを実際のこととして、実証していただく

意味でも、避難訓練などを通じて活用する際の

学校側の一層の御協力を、どうかよろしくお願
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いします。 

 さて、最近、文部科学省の動きが慌ただしく

なってきたと、そういう印象を抱くのはあなが

ち私一人ではないだろうと思います。 

 つい先日、二、三日前ですが、小中一貫校の

こと。その前は学校統合の促進。去る２月には、

津波浸水地域にある学校の三つのパターンによ

る分類。さらにその前、１月には、学校施設の

長寿命化にあわせた災害避難を含めたコミュニ

ティーの拠点形成のための改修等々。まだまだ

指針や報告書の段階で、具体的な細部にまで及

んだものとなっていない、不明瞭や点が多い段

階であるとはいえ、３．１１東日本大震災と、

その後の津波到達予想高の発表後、高台移転最

優先に触れていた印象のある流れに、少し変化

が出てきているのではないかと気にかかるとこ

ろでもあります。 

 宿毛小学校は耐震化によって、一応の安全は

確保される。耐震化が不可能であって、新築す

る以外にはないと判断される中では、高台をす

ぐにでも確保して、移転することがベストであ

ったわけですが、萩原高台の確保に関しては、

まだまだ不確定な要因が少なからず存在する。 

 宿毛市には宿毛市の事情があって、文部科学

省の指針どおりにいくものではない。市政とし

ては、学校以外にも、まだまだやらなくてはな

らないことが山積しているわけです。 

 とは言いながらも、今後の国政の動向は注意

深く見守り、早期の高台造成の実現を目指しな

がらも、決して拙速に流れることのない、そう

いうふうな慎重な執行部の対応を期待して、私

の一般質問は終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（今城誠司君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午前１０時３２分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時４２分 再開 

○議長（今城誠司君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 皆さん、おはようござ

います。７番、松浦でございます。 

 それでは、早速、通告いたしておりますとお

り、市長並びに教育長に対して一般質問を行い

たいと思います。 

 市民の命と財産を守ることは、まさに市長と

しての、大変重要な責務であります。 

 また、まちを活性化して、元気な宿毛市をつ

くっていくことも、これまた重要なことではな

いでしょうか。 

 防災対策については、市長を先頭にして取り

組まれていることは、大変評価をいたすところ

であります。しかし、これらの取り組み等につ

いて、まだまだ迅速な取り組みが求められる課

題もたくさんあるのではないかと思われますの

で、以下、お伺いをいたします。 

 先ほどは、市民クラブの山戸議員が、学校の

問題、防災の問題を絡めて質問されましたけれ

ども、私は、防災対策についての中で、保育園

の対策についてお伺いをいたします。 

 この保育園の防災対策については、何よりも

まず早急な取り組みが必要であり、対策を講じ

なければならない課題の中でも、私としては最

も重要であると思われるのが、幼い園児の命を

守っていくとの観点から、浸水地域内にありま

す保育園の高台への移転の取り組みを初めとす

る防災対策でないかと考えております。 

 この問題については、過去においても、この

議会でも取り上げられ、議論をしてまいりまし

た。私自身、小筑紫地区における保育園の高台

移転問題については、保育中における災害から

幼い園児の命を守ること、あわせて保育をする

保育士さんも安心して保育ができる、非常に環
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境のよい場所で保育を受けさせたいとの強い思

いから、実現に向けて提案をしながら、何回と

なく質問した経緯がございます。 

 この小筑紫地区の問題については、今、まさ

に実現しようとしておりまして、提案をしてき

たものとして、大変うれしく思っております。 

 しかし、対策を必要とする保育園は、市内に

はまだ公立、私立を合わせて五つの保育園があ

ります。市長は、これまでの議会における私の

質問に対して、津波の発生時においては、避難

する場合に一番リスクの高い保育園児の防災対

策は、喫緊の課題であると答弁されておりまし

て、認識としては、私と全く同じものでありま

す。 

 しかし、その取り組みといいますか、対策に

ついて、その後、具体的に見えてきていません

でしたけれども、最近になって、ようやくこの

問題を解決するために、庁内にプロジェクトを

立ち上げ、会議が開催されるとお聞きいたしま

したが、会議の内容及び今後の方向性について、

市長としてどのように取り組もうとしているの

かお伺いをいたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 松浦議員の一般質問に

お答えをいたします。 

 庁内プロジェクト会議の内容と今後の方向性

についてとの質問でございます。 

 まず、プロジェクト会議の内容につきまして

は、市内浸水域にある保育所の防災対策等を検

討することを目的とし、去る５月１５日に、第

１回目の会議を開催しました。 

 会議は、副市長を委員長とする８人。内容は、

副市長、教育長、教育次長、総務課長、企画課

長、土木課長、都市建設課長、福祉事務所長の

委員で構成をいたしております。 

 １回目の会議におきましては、津波浸水域に

ある保育所について、現状を再認識する中、子

供たちの安全確保に向け、将来の再編計画も念

頭に入れながら、高台移転を目指し、取り組ん

でいく方向性を確認するとともに、具体的な取

り組みとしては、まず咸陽保育園の高台移転に

取り組んでいくとの結論に至りました。 

 本市の人口動態予測を分析してきた結果、宿

毛市全体の就学前児童数の減少は避けられない

ものの、咸陽保育園については、西地区を拠点

とする住宅地に位置し、ここ数年の入所児童数

も増加傾向にあります。 

 現在、１２０名規模の公立保育所としては、

最も大きい保育所であり、当面は園児数の極端

な減少はないものと推測でき、単独での運営が

可能であることや、津波浸水域にあって、最大

浸水深が１０．９４メートルと最も高く、安全

確保のためには、できるだけ早い高台移転が望

ましい保育所であるとの認識に至りました。 

 今後さらに協議を重ねる中で、近隣に適地を

確保できれば、高台への整備に向けて取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） １点お伺いをいたしま

す。 

 今、市長は、咸陽保育園をまず第一に取り組

んでいくと、高台移転を目指して取り組んでい

くということでありますけれども、その中で、

場所の問題について、適地が確保されればとい

うお話があったわけでございますけれども、こ

の咸陽保育園の設置場所について、議会のほう

にも場所を特定をして、陳情も、今回、されて

おるわけでございますけれども、市としては、

この用地のめどといいますか、そこらあたり、

今のところ全く白紙で、これから取り組もうと

しておるのか、一定のめどが、市としては考え

ておるのか、そこらあたり、この用地の問題に

ついて答弁を求めたいと思います。 
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○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 場所に関して、一定のめどがついているのか

との質問でございます。 

 西町からの陳情もあるわけでございますけれ

ども、可能性として、そういうめどが立ってい

る、今後いろんな検討、当然していかなきゃい

かんし、特定の場所ということではございませ

んけれども、そういう場所が今後、決定できる

可能性も十分あるということで進めているとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 今の答弁を見ると、西

町、陳情が出された分以外に、適地としてある

ように感じたわけでございます。 

 ぜひ、本当に喫緊の課題であろうかと思いま

す。そういう面で、まず第一に、咸陽保育園に

取り組んでいく、大変評価をいたします。本当

に保護者の皆さん、そして職員の皆さん、子供

たちの命、そういう面で、ぜひ、とりあえずは

咸陽保育園から取り組んでいくことについて評

価をしながら、次の質問に移りますが。 

 今度は、私立の保育園の問題についてお伺い

いたします。 

 市長は、これまで私立の保育園の対策につい

ては、社会福祉法人が運営しているので、法人

としての方針をもって、宿毛市として取り組ん

でいきたい。しかし、宿毛市としても、保育に

欠ける子供を預かっているので、園児や職員の

安心安全を確保する意味からも、連携をして取

り組んでいきたいといわれております。 

 保育園の防災対策を考えた場合に、本当に法

人が決定をする方針を待っていてよいのかどう

か、大変疑問に思うところであります。 

 宿毛市として、私立保育園の安全対策につい

て、法人の方針を待つばかりではなく、積極的

に対応すべきではないかと考えますが、市長の

所見をお伺いいたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 私立保育園の安全対策について、法人が決定

する方針を待っていてよいのかどうか、積極的

に対応すべきではないかとの質問でございます。 

 公設、民設関係なく、津波浸水域に立地する

保育所については、保育園児の安全確保の観点

からは、高台にあることが津波等のリスクから、

高い安全性が確保できるものと考えております。 

 私立の２園につきましては、社会福祉法人が

運営する保育園であり、法人としての意向は大

変重要な指標となるもので、大きな影響を持つ

ものと考えております。 

 御承知のように、高台移転のための用地や財

源の確保等は、一朝一夕には解決し切れない課

題であります。 

 これまでにも、今後の方向性、防災対策等に

ついては、両園とも折に触れ、話し合ってまい

りましたが、残念ながら、大きな打開策を見出

すには至っておりません。引き続き、耐震化に

ついては、現時点で可能な防災対策として、そ

して高台移転については、検討に時間を要する

課題として、並行して取り組んでいく必要があ

るものと考えております。 

 いずれにしましても、議員御指摘のように、

子供たちの安全を念頭に、今後も両園との意見

交換をより密にしながら、課題解決に向けて、

対応してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 今、市長のほうから、

答弁としては、従来的な答弁と変わりがないか

なということで聞いたわけですけれども。 

 御案内のとおり、市内に二つの私立の保育園

があるわけですけれども、その中でも、大島保
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育園は海岸沿いにあって、まさに津波の一丁目

一番地のところに位置しておるというふうに思

います。 

 また、私立の保育園とはいえ、宿毛市の宝で

あり、貴重な財産であります幼い園児を保育し

ている、これまた実態があるわけでございます。 

 こうした園児や職員の安心安全を確保するた

めに、高台移転を含む安全対策は早急に取り組

まなければならない課題であろうかと思います。 

 先ほどは、市立の保育園三つの中で、咸陽保

育園を最優先で取り組むということでありまし

たけれども、位置的には津波の浸水域を考えた

場合、その次は大島保育園であろうかというふ

うに思います。 

 ということで、ぜひ、本当に連携を密にしな

がら、子供たちの命を守るという観点で、経営

的な部分もあろうかと思いますけれども、積極

的な対応をしていただきたいと切に要望してお

きます。 

 先日、６月１４日の県の議案の、県議会に提

出する補正予算の内容の中で、保育所などの地

震対策を拡充していくと。そして、補助額につ

いても、現行の１．５倍に引き上げる中で、防

災対策をしていくという情報もあったわけでご

ざいます。 

 そうした、こういうことなども、研究してい

ただきながら、積極的な対応をしていただくよ

う、強く求めておきたいと思います。 

 次に、保育園の耐震化についてお伺いをいた

します。 

 市内にあります公立、私立の保育園の耐震化

の取組状況はどうなっているのか、お示しをい

ただきたいと思いますし、未耐震の保育園があ

るとすれば、耐震化に向けての今後の取り組み

をお伺いをいたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 保育園の耐震化の取組状況につきましては、

公立保育所では、すみれ保育園が１次診断の結

果、判定値を満たしておりません。 

 私立保育所におきましては、宿毛保育園が１

次診断の結果、判定値を満たしておらず、大島

保育園は、耐震診断未実施となっております。 

 今後の取組計画としましては、すみれ保育園

につきましては、耐震診断を現在実施している

ところでございます。診断の結果によっては、

耐震化により、安全を確保する中で、引き続き、

統廃合に向けた話し合いを継続していきたいと

考えております。 

 宿毛、大島の両私立保育所につきましては、

耐震化に向けて取り組んでいく方向であり、今

後、意見調整を行いながら、市としても可能な

対応を検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） そういう面で、くどく

ど申しません。積極的な耐震化に向けての取り

組みをしていただきたいというふうに思います。 

 それでは、防災対策に関連する部分で、貝塚

にあります宿毛変電所の四国電力の変電所の移

転問題について、お伺いをいたします。 

 災害発生時において、素早く復旧活動を行っ

ていかなければなりません。災害により被害を

受けた市民の生活を、いち早く取り戻すために

は、何といってもライフラインをいち早く確保

していくことが求められており、大変、重要な

ことであります。 

 しかし、ライフラインの一つであります電気

の確保ということを考えた場合、現在の宿毛市

の状況を見た場合には、四国電力の変電所はわ

ずか海抜２メートルぐらいであり、まさに津波

浸水域内にあるわけでございます。 

 この変電所が津波による被害を受けた場合に

は、市内全域が長期にわたって停電状態となり、
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復旧活動に大変大きな支障が生じてくるのでは

ないかと、大変、危惧をするところであります。 

 そこで、現在、予想されております南海トラ

フ大地震により、この変電所が津波の被害を受

けた場合、どのような影響を与えると想定して

いるのか、まずお伺いをいたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 宿毛変電所が津波被害を受けた場合における

宿毛市への被害想定は、どのようなものになっ

ているかとの質問でございますが、宿毛市内に

は、工業団地内にある戸内変電所、そして貝塚

にある宿毛変電所の２カ所があります。 

 津波被害が想定されていない戸内変電所と異

なり、宿毛変電所は１００年に１度と想定され

ているレベル１、あるいは１０００年に１度と

想定されているレベル２、いずれの津波被害を

想定した場合でも、浸水することが想定をされ

ております。 

 議員御指摘のとおり、宿毛変電所が浸水し、

送電ができなくなった場合は、和田地区から西

側にかけての市街地、西地区、小筑紫地区、及

び沖の島地区の９，８００戸が停電となります。 

 こうした事態への対応として、市街地周辺に

おいては、戸内変電所から配電線を引き込む作

業を行い、復旧していくこととなりますが、道

路啓開が完了し、さらに資材の準備も整ったと

いう前提があったとしても、最短で２週間程度

の復旧期間を要するとの説明を、四国電力から

受けています。 

 また、沖の島地区については、宿毛変電所か

らの送電線により、大月町の柏島を経由して、

海底ケーブルで送電されておりますので、状況

にもよりますが、復旧には１年以上かかること

が見込まれ、その間は、高圧発電機車等の配備

により、対応するとのことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） まず、１点お伺いいた

しますが、今、和田地区から西側、西地区、小

筑紫、沖の島という部分で、今、沖の島の場合

には、柏島から線を引いている。これは、私も

承知をしておるところですけれども。 

 こういう今の説明を聞くと、大月町も被害を

受ける想定になっておるんではないかと思いま

すが、そこらあたり、確認の意味でお伺いをい

たします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 大月町のほうも、同じ

ような影響を受けるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 今、被害の状況、復旧

の見通し等、お話を聞いたわけでございます。 

 市内でも最短で２週間、沖の島に至っては、

１年という、１年ぐらいを想定されておると、

四国電力としては。いうようなことで、本当に

市民生活を考えた場合、大変重要な、この変電

所の位置づけであろうかというふうに思うわけ

でございます。 

 そういった面で、この変電所は、とにかく高

台へ移転をしてもらうということが、大変、重

要な課題であろうかと思います。 

 最後に聞きました大月町も、そういう面では

相当の被害を、停電状況になるということを考

えれば、四国電力に対して、早急に高台移転を

強く要請すべきではないかというふうに思いま

す。その際に、大月町の行政とも連携をとって、

早急な対策をすべきであるというふうに思いま

す。 

 伊方原発の再稼働以前の問題として、この宿

毛市民、大月町民に与える影響が太い変電所で

ございますので、積極的な対応を求めたいと思

いますが、市長の決意をお伺いいたします。 
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○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 四国電力の変電所の高台移転についてでござ

いますけれども、この問題に対する最善の対策

としては、議員御指摘のとおり、宿毛変電所を

津波浸水が想定されない高台へ移転することが

考えられることから、これまで、市としても、 

要望をしてまいりましたが、四国電力としては、

経費的な面から、現段階で困難とのことでござ

いまして、発災後は、先ほど申し上げたような

復旧作業での対応を想定している、こういうこ

とでございました。 

 しかしながら、重要なラインの一つともいえ

る電力が全面復旧するまでの間は、震災の復旧

活動に大きな支障を来すことが懸念をされます

ので、引き続き、四国電力に対しまして、宿毛

変電所の高台移転について、働きかけてまいり

たいと思います。 

 同様に、大月町とも、このような状況をそれ

ぞれ情報交換をしながら、ともに要望してまい

りたい、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 今、市長、大月町との

連携をして、という部分で答弁をいただきまし

た。四国電力としては、企業運営をしていく経

費の問題で、到底、現時点では無理であるとい

うお話であろうかと思いますけれども、市長と

しては、私、冒頭に言いましたように、市民の

命と財産を守るという、この強い思いの中で、

この問題について積極的な対応を求めておきた

いと思います。 

 次は、市道の整備についてお伺いをいたしま

す。 

 貝塚地区の西側から四季の丘へ通じる間を、

市道として整備すべきではないかと考えますの

で、以下、お伺いをいたします。 

 現在、貝塚地区は、約２４０世帯ぐらいを有

する住宅団地であります。また、社会福祉法人

西南福祉協会が運営をしています福祉施設があ

ります。多くの利用者が生活をいたしておりま

す。 

 市内から貝塚に通ずる道路が一つしかなく、

しかも地区内には、文化庁指定の貝塚史跡公園

があります。 

 この貝塚史跡公園等があるために、道路の拡

張もできないために、特に朝夕のラッシュ時に

は、車の行き交いにも大変不自由をしているの

が実情であります。 

 そこで、貝塚地区としては、こうした現状を

解決すべく、貝塚から四季の丘へ通じる間を市

道として整備をしていただきたく、平成６年に

貝塚市道バイパス期成同盟会を立ち上げて以来、

２０年を経過いたしました。 

 この間、毎年のように宿毛市に対して、陳情

を重ねてきましたが、いまだに解決のめどは立

っていません。貝塚地区にとりましては、この

間の道路整備は長年の悲願であります、今世紀

の前半にも南海トラフ大地震の発生も予想され

ております。災害発生時における災害復旧等、

防災対策道路としても、その重要性は大きいも

のがあると考えますが、市長としては、この問

題について、どのような認識を得ておるのか、

お伺いをいたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 御質問の道路については、それぞれの二つの

団地をつなぐ道路として、地域の人たちにとっ

ては、それがあれば非常に便利な道路になると

いうふうな認識もしております。 

 そして、何よりも、災害時においては、補完

的な役割を果たす道路、このように認識をして

おりまして、特に貝塚地区と比較して、より高

い位置にある四季の丘への通路として、貝塚地
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区民にとりましても、非常に安全度を高める道

路ではないか、このように認識をいたしている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 今、市長から、認識に

ついては、ほぼ同じ認識であるというふうに思

います。 

 が、しかし、現実的にこの間については、所

有者が民間の方々でありまして、この土地の登

記から始まって、大変難しく、また貝塚地区だ

けで、また四季の丘の皆さんの力をかりてでも、

この道路を整備する、それほどの余力もないわ

けであります。そういう面で、何とか行政の力

をかりて、この問題を解決をしていただきたい、

そういう強い要望が、地区からも出ておるとこ

ろでございます。 

 本当に皆さん方の要望に応えるためにも、本

当に、市長の力強い今後の取り組みいいますか、

行政の力をかしていただきたいという思いでご

ざいます。 

 先ほど言いましたように、四季の丘にはグル

ープホームがございます。五つありまして、２

３人の利用者がおるわけでございます。この

方々は、毎日、この間が道路として整備をされ

ていないばっかりに、遠回りをして、毎日、ワ

ークセンターとか、授産園に通勤をしておりま

す。 

 本当に、雨の日でも歩いて通勤をしている状

況もあるわけでございますので、本当に障害者

に優しいまちづくりをしていくという観点から

も、今後、積極的な対応を求めておきたいと思

います。 

 次は、廻角橋の改修問題についてお伺いいた

します。 

 与市明川の改修工事と関連いたしますけれど

も、宿毛駅西側の市道新田１号線から、県道宿

毛城辺線にかかっておる廻角橋の改修計画につ

いて、お伺いいたします。 

 御案内のとおり、この廻角橋は、下手にあり

ます新田橋が完成をした時点で撤去する計画で

あったようであります。しかし、その後、四季

の丘地区が住宅地として開発、造成をされた今

日、この橋の利用度は大変多くなっております。 

 しかし、この橋は鉄板でできておりまして、

とても危険であると思います。宿毛市としても、

この橋の改修を求める住民の声を受けて、この

橋を改修すべく計画を立てる中で、設計予算を

計上してきました。 

 この改修計画に基づき、取り組まれてきまし

た、この橋にかかる水道関係の工事は終了して

いるようでございます。 

 そこで、先ほど申し上げましたように、与市

明川の改修工事とは関連すると思いますけれど

も、廻角橋の改修に向けての今後の取り組みに

ついて、お伺いをいたします。 

 並びに、与市明川の改修に向けての取り組み

はどのようになっておるのか、市長の所見をお

伺いいたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 廻角橋の改修に向けた

取り組みについて、御報告、説明をいたします。 

 平成２５年度から測量設計業務に着手し、現

在、河川管理者、道路管理者及び交通規制等の

所管である高知県警察本部と協議を進めている

ところであります。 

 この協議が整ったところで、実施詳細設計の

発注、及び移転等の対象となる物件調査等を経

て、周辺住民への事業説明を実施した後に、工

事に着手したいと考えております。 

 また、高知県による与市明川の河川改修につ

きましては、最大の課題となっておりました宿

毛市の廻角橋の改修に向けた取り組みが具体化

したことから、両者が連携する中で、その完成
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に向けて進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） ありがとうございまし

た。 

 そこの１点だけお伺いしますが、この計画を

立てる中で、一定、いつごろをめどに実施を、

完成をしていくと、そういうスケジュール的な

ものがあれば、お示しをいただきたいと思いま

すが。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 まだまだ協議中のところがございまして、期

日等は明確には、この場では示すことはできま

せんが、我々のほうとしては、そういう年度も

設けて、今後、事業着手に向けて、順調に進め

ていきたいということでございまして、そんな

にさきになる話ではございません。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） スケジュール的な部分

については、まだ未確定という分で理解をいた

します。 

 この橋は、もう一つの役割を持った橋ではな

いかというふうに思うんですけれども、新田地

区の住民にとっては、災害時における四季の丘

地区への避難道として、重要な位置づけもある

んではないかなというふうに考えております。 

 そして、この計画を立てる場合、そういう避

難道的な部分もあるわけでございますので、市

道新田１号線及び、橋の欄干等に太陽光の街路

灯を設置して、誘導灯のような機能を持つ設備

をしていただければ、また住民にとって、避難

をする場合に大変有効であるというふうに思い

ますので、このことについては、提案をしてお

きたいというふうに思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 次は、まちの活性化について、その取り組み

について、お伺いをいたします。 

 まちが疲弊しているといわれる今日の宿毛市

の状況を見る中で、何とかまちを元気にしたい、

まちを活性化しなければと考えるのは私一人で

はないと思います。 

 このことについても、迅速な取り組みが必要

でないかと考えております。これまでも市長は、

スポーツを通じてのまちづくり、まちの活性化

を推進していくと、力強く発言をされておりま

す。このことは、大変すばらしいことであり、

共鳴をいたしております。 

 そこで、スポーツを通じてのまちづくりを進

める上で、具体的にどのような取り組みを推進

しようとしておるのか、市長の所見をお伺いい

たします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） スポーツを通じてのま

ちづくりについて、質問にお答えをいたします。 

 地域活性化に向けた取り組みとして、人が出

入りをする、また物を流通させる、こういうこ

とは地域活性化への大きな要因となるものと考

えられます。 

 また、人の出入りを促進する方法の一つとし

て、スポーツによる交流人口の拡大が挙げられ

ることは、議員の御指摘のとおりであり、私も

まちづくりや地域活性化に向け、スポーツをう

まく利用してまいりたいと考えております。 

 具体的な取り組みについて、どのようにして

いくのかとの質問でございますけれども、宿毛

市においても、これまで大学や社会人チームな

どのスポーツ合宿を初め、宿泊を伴い、長期的

な体育施設利用の促進を１年を通して行ってお

りますし、市内の各体育施設において、球技や

武道など、さまざまな競技の大会等を行ってお

り、市外からの人の呼び込みに取り組んでまい

りました。 
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 しかしながら、学校行事の関係や、各種スポ

ーツのベストシーズン等で、どうしても各種大

会が重複することもあり、効率よく施設が利用

されていない現状もありますので、今後におい

ては、できる限り、競技団体等へ働きかけを行

い、調整を行っていきたいと考えております。 

 また、宿毛市外で開催されている大会等の誘

致も行っていきたいと考えておりますし、現在、

小規模で行われている大会について、大会規模

を少しでも大きくできないかなどを含めて、各

種各競技団体に働きかけを行っていきたいと考

えております。 

 いずれにいたしましても、各競技団体におき

ましても、大会については、年間計画の中で実

施をされておりますので、今後の調整には時間

がかかることも想定されますが、大会の新設や

規模の拡大、また参加を促進するような親睦、

交流会などの実施も含め、少しずつ交流人口を

拡大できるように、教育委員会と連携のもと、

関係団体との連携を、連絡を密にしてまいりた

いと考えておりますし、引き続き、スポーツ合

宿誘致にも積極的に取り組んでいきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） ありがとうございまし

た。 

 今、スポーツ合宿等も積極的に取り組んでい

くという中で、そういう合宿、大会等の誘致に

向けて、有効ではないかなと思われる点がござ

いますので、提案をさせていただきたいという

ふうに思います。 

 私たち市民クラブと平成会が、政務調査など

でこの１月に佐賀県の嬉野市に、これは別の件

でありますけれども、お伺いをいたしました。 

 この嬉野市でも、スポーツを通じてのまちづ

くりを推進していくということで取り組んでお

るわけでございます。 

 その中で、嬉野市の皆さんは、温泉施設があ

ると。日本三大美肌の湯ということで、嬉野温

泉があるわけですけれども、この温泉を活用し

て、まちづくりを、スポーツ推進をしていきた

いということで、今、やられておるわけでござ

います。 

 お隣、愛南町にも、あけぼの温泉という施設

があって、ここも、愛南町のほうも、後ほど少

し触れますけれども、この温泉施設を活用して、

スポーツ合宿、スポーツ大会の誘致を取り組ん

でいこうという動きがあるようでございます。 

 御案内のとおり、温泉は疲労回復効果、リラ

ックス効果は、スポーツとの相性が抜群によい

といわれておりまして、スポーツ合宿を誘致す

る場合に、とても有利な条件でありますので、

ぜひ宿毛市としても、こうした温泉を含む公衆

の入浴施設をつくることが、このスポーツを通

じたまちづくりを進める上で必要でないかとい

うふうに考えます。 

 ちなみに、近隣の市町村でも温泉施設のない

のは、我が宿毛市だけではないかと思います。 

 宿毛市にこうした施設がないために、一般の

市民の方々も、わざわざ愛南町や四万十市の施

設を利用しているというのが実情であります。

市民の方々からも、ぜひ温泉施設をつくってい

ただきたいという声は、私のところにも届いて

おります。 

 各種のスポーツ大会やスポーツ合宿の誘致活

動をする上で、大きな力となり、市長の言われ

るスポーツを通じてのまちの活性化をしていく

ことに、大変寄与するものと考えます。 

 以上のことを考えると、宿毛市にも温泉施設

をつくることは、まさに一石二鳥ではないかと

いうふうに思いますが、市長の所見をお伺いい

たします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 
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○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 スポーツ合宿やスポーツ大会の誘致を図るた

めにも、スポーツ後の疲労回復やリラックス効

果が期待されるといわれている温泉施設の整備

に取り組めないかという質問でございますが、

確かにスポーツ後に疲労回復やリラックス効果

を図るために、温泉施設や温浴施設が利用され

ているようなことはよく聞いております。 

 しかしながら、本市には単独の温浴施設もな

く、宿泊施設においても、限られた施設のみし

か、大型の入浴施設はないのが現状であります。 

 このような現状からも、今後のスポーツ合宿

や、スポーツ大会を誘致、促進していく上でも、

温泉施設や温浴施設があれば、誘致活動にも役

立つ可能性が高くなるのではとは考えておりま

す。 

 また、スポーツ合宿やスポーツ大会の誘致や

促進のみならず、温浴施設による市民の健康増

進も図られるとの御意見もいただいております

が、温泉施設や温浴施設を整備するにも経費が

必要であり、整備後の維持管理にも多額の経費

が伴うものであります。 

 本市の現状では、防災対策や学校施設、保育

園施設等の優先される整備が多く、市として、

温泉施設や温浴施設に取り組むことは、現時点

では困難であると考えておりますけれども、災

害時や、あるいは地域振興なども含めまして、

いろんな角度から研究はしてまいりたいと考え

ております。 

 私としても、ぜひとも、個人的にもこれは市

内に建設したいという考えを持っておりますけ

れども、できるだけ研究を積み重ねて、今後の

国の補助等、さまざまなところなども検討しな

がら研究していきたいというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） ありがとうございます。 

 市内には、かつて神有温泉いうところもあっ

たようでございますし、また、近々、平田工業

団地にバイオマスの発電所が設置をされるとい

うようなことを考えると、バイオマスのこの熱

を活用して湯を沸かしていくと、そういうこと

も考えられようかというふうに思いますので、

この問題については、提案という形で質問させ

ていただきましたが、積極的な研究をしていた

だくことを求めておきます。 

 それでは、３点目になりますけれども、体制

の問題についてお伺いをいたします。 

 本年度から、庁内に新たにスポーツ振興室が

新設されました。スポーツを通じてのまちづく

りを考えた場合に、大変、評価するところであ

り、スポーツ振興室を中心とした今後の取り組

みについて、大いに期待をいたしております。 

 この振興室が果たす役割は、これまでのよう

に、単に各種競技団体間の調整役等の任務ばか

りではなく、市長が言われるスポーツを通じて

のまちづくりや、まちの活性化を推進する上で、

大変、重要な任務があるわけでございます。 

 スポーツの振興を推進することは、市民の健

康増進にもつながりますし、産業振興や観光振

興といった面から見ても、その果たす役割は、

影響は非常に大きいものがあります。 

 また、宿毛市のＰＲにも大変役立つものがあ

ろうかと思います。 

 このように、地域経済への波及効果等を考え

れば、積極的に推進しなければなりません。 

 以上のようなことを考えると、他の部署と連

携をしながら、組織的な取り組みを推進する上

でも、さらにスポーツ振興室の機能を強化充実

した体制にすることが必要ではないかと考えま

す。 

 このことについて、今後どのような取り組み

をしようと考えておるのか、市長の所見をお伺
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いいたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 本年度、地域振興の一つの方策として、スポ

ーツを活用した地域づくりを目指し、教育委員

会と連携のもと、社会体育の普及、振興を図る

ための市民体育係と、各種スポーツ大会やキャ

ンプ誘致などに取り組む体育事業係の業務をよ

り強化するために、この２係を統括するスポー

ツ振興室の設置により、スポーツ振興に取り組

むこととしております。 

 スポーツ振興室では、先ほども申し上げまし

たように、これまでの取り組みをより促進させ、

当面、関係競技団体との連携を、調整を図りな

がら、スポーツ大会の新設や規模の拡大、スポ

ーツ合宿誘致にも積極的に取り組んでいけるよ

うに支援していきたいと考えております。 

 現状では、室長を初め、４人の正職員と１名

の臨時の配置のもと、業務を遂行しております

が、今後は、本年度の取り組みも踏まえ、スポ

ーツを活用した地域振興の取り組みとして、教

育委員会と連携を図る中で、組織としての機能

強化を含め、より取り組みが強化できるよう、

検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 今年度、初めて新設を

されて、すぐさま、機能を充実せよという部分

は、この質問としてはどうかなという思いがい

たしましたけれども、やはり産業振興や観光振

興、そういった面とも関連をするということで

ございますので、今後の課題として、そういう

ことも、この機能充実をしていくということも

頭の中に入れながら、またスポーツ振興室の取

り組みを注視をしていきたいというふうに思い

ます。 

 スポーツを通じてのまちづくりについては、

全国の自治体でも取り組まれております。先ほ

ど言いましたように。宿毛市としても、その取

り組みの一つとして、今現在、着々と総合運動

公園の陸上競技場が改修を進められております。 

 先日も、伺って状況を見たわけですけれども、

このことについては、大変うれしく思っており

ます。 

 一つ身近なところで、先ほどもチラッと触れ

ましたけれども、例を出しながら説明をしてお

きたいと思いますけれども。 

 隣の愛媛県の愛南町、これは２０１７年に予

定をされております国民体育大会において、一

本松にありますあけぼのグラウンドで、女子の

サッカー競技が開催されることが決定をしてお

りまして、愛南町としては、あけぼのグラウン

ドの全面芝生化や、観客席の整備等、本格的な

球技場として整備をする計画を、既に推進をい

たしております。 

 そして、国体の終了後は、全国からの大学や

社会人等に働きかけをする中で、スポーツ合宿

に力を入れていこうとしております。 

 また、愛媛県のサッカー協会への働きを強め

る中で、将来的には、高校、中学校のリーグ戦

にも活用していただく計画についても、既にこ

れまた取り組みを進めております。 

 このような近隣のまちでの具体的な計画を考

えると、宿毛市としても、早急に球技場の施設

整備を進めることが重要ではないでしょうか。 

 昨年の１２月議会でも申し上げましたが、整

備された球場ができれば、大学の合宿や各種の

大会も、今まで以上に開催されることになり、

まちの活性化につながると考えますので、早急

に施設整備に向けた取り組みを進めていただき

たいと強く提案をしておきます。 

 最後になりますけれども、教育長にお伺いを

いたします。 

 沖の島学校給食センターの問題について、お
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伺いをいたします。 

 御案内のとおり、平成２４年度に、待望の沖

の島小学校と沖の島保育園が再開されました。

島に久しぶりに、にぎわいが戻ってきて、島民

みんなが大変喜んでおりまして、御努力をいた

だいた関係者の皆さんに、改めて敬意を表しま

す。 

 そして、沖の島小学校も、市内の学校と同様

に、学校給食が行われております。 

 そこで質問に入るわけですけれども、現在の

沖の島小学校の調理体制についてでありますが、

再開をした平成２４年度、並びに昨年度におい

ては、栄養士が配置されておりましたけれども、

本年度においては、栄養士は配置されておらず、

しかもパートの調理師さん一人で給食業務を行

っておるのが現状ではないかというふうに思い

ます。 

 私としては、沖の島小学校における給食業務

は、パートの調理師一人だけで行っているが、

本当に大丈夫なのかと考えますし、また、今ま

で、配置されていた栄養士が、ことしから配置

されていない理由はどうしてなのか、これらの

ことについて、教育長としての考えをお伺いを

いたします。 

○議長（今城誠司君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） 松浦議員の一般質問

にお答えをいたします。 

 沖の島小学校の給食業務についての御質問で

ございますが、パート調理員１名で、給食業務

は大丈夫なのかということにつきましては、調

理します給食数、その給食数が通常５食でござ

いますし、ＡＬＴや図書館支援員、その試食を

含めましても７名程度でございますので、調理

員１名で十分賄えれるものと考えております。 

 次に、栄養士の配置についてでございますが、

学校が再開されました平成２４年度については、

市の要望もあって、県が特例として栄養士の配

置を行いましたが、沖の島小学校のように、単

独校で調理をする場合には、公立、義務教育小

学校の学級編制及び教員定数の標準に関する法、

つまり標準法というのがございますけれども、

その法律の第８条の２の規定によりまして、栄

養教諭等の配置基準が、児童生徒数が５５０名

以上、その場合には１名をおくこととなってお

ります。 

 県は、この基準に従って、平成２５年度から

栄養士を引き上げたために、市が単独で臨時栄

養士の募集をいたしまして配置をしてまいりま

した。 

 ところが、平成２６年度も引き続いて臨時栄

養士の募集をいたしましたけれども、勤務地が

離島という関係もあってか、応募者がなく、ハ

ローワーク以外にも関係機関への募集や、栄養

士資格を持つ個人に、直接連絡をとりましたけ

れども、応募者は見つかっておりませんでした。 

 現在は、勤務地を沖の島ではなく、宿毛市立

学校給食センターとして、沖の島に月数回の現

地指導に行く、そういう勤務内容に変更して、

募集をしているところでありますけれども、ハ

ローワークへの求人を初めとして、幡多地区栄

養士会などの関係機関や、栄養士資格を持つ個

人に呼びかけを行っております。 

 今後も、あらゆる手段を使って、栄養士の確

保に努めてはまいりますけれども、その点につ

いて、どうぞ御理解をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 鋭意努力されておると

いうことで、一定、理解をするわけですけれど

も。 

 昨年１２月２６日に改定をされました第２次

食育推進基本計画において、学校・保育所等に

おける食育の推進の中で、食に関する指導の充

実がうたわれております。 
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 栄養教諭は、学校全体の食に関する指導計画

の策定、教職員間や家庭との連携、調整等にお

いて、中核的な役割を担う職であり、各学校に

おける指導体制のかなめとして、食育を推進し

ていく上で不可欠なものであるというふうに明

記をされております。 

 このように、食育を推進する上で、栄養士の

重要性については、述べられておりますので、

ぜひ、いろいろそういう面では、地理的な条件

もあろうかなという思いがいたしますけれども、

さらなる取り組みをしていただくよう、重ねて

要請をしておきたいというふうに思います。 

 最後になりますけれども、市長は、議会の最

終日に、いつも今議会を通じてお寄せをいただ

いた数々の貴重な御意見や御提言につきまして、

今後、検討しながら、市政の執行に反映させて

まいりたいと言われております。 

 今回、私も市民からいただいた声を、いろい

ろと質問をしてまいりました。市長の任期も、

あと残すところ１年半くらいとなったわけでご

ざいます。そういう面で、市民の生の声に、真

摯に耳を傾ける中で、強いリーダーシップを発

揮しながら、今まで以上に沖本カラーを出して、

市政運営を行っていただきたい、そのことが市

民から絶大なる指示を得て、市政のかじ取り役

を任された者の責任であるというふうに思いま

すので、今後の市政運営、しっかりと取り組ん

でいただきたい、そういうことを申し上げまし

て、一般質問を終わります。 

○議長（今城誠司君） この際、午後１時まで

休憩いたします。 

午前１１時４６分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時００分 再開 

○副議長（岡﨑利久君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） ６番、野々下昌文で

ございます。議長にお許しをいただきましたの

で、通告に従いまして一般質問を行ってまいり

ます。 

 昼下がり、大変眠たい時間帯ですが、どうか

よろしくお願いをいたします。 

 一般質問に入る前に、突然ですが、市長、６

月５日、何の日か御存じでしょうか。 

 ６月５日は、環境の日となっております。こ

れから私が質問するのは、本市の環境問題と鳥

獣対策について、２題、質問をしてまいりたい

と思います。 

 この６月５日は環境の日でございます。これ

は１９７２年６月５日、ストックホルムで開催

された国連人間環境会議を記念して定められた

もので、国連では、日本からの提案を受けて、

６月５日を世界環境デーと定めており、日本で

は、環境基本法で環境の日を定めております。 

 ６月の１カ月間を環境月間というふうに定め

て、クリーンデー等行われております。 

 それでは質問に入りたいと思います。 

 まず初めに、それでは小型家電リサイクル法

の取り組みについて、質問をしたいと思います。 

 小型家電リサイクル法は、昨年４月より施行

されまして、不用になった携帯電話など、小型

家電、いわゆる冷蔵庫、テレビ、洗濯機、エア

コン、この従来から行っているリサイクル以外

の物全てでありますが、自治体が廃棄された小

型家電を集めて、貴金属や希少金属、いわゆる

レアメタルを再生利用する新制度であります。 

 ほとんどの資源を輸入に頼っている日本にと

っては、このリサイクルは欠かせない取り組み

でございます。また、加速させなければならな

いもので、そのようになってきております。 

 これまで、埋め立てるか、あるいは焼却する

しかなかった廃家電の有効活用に道を開く制度

であり、日本が目指さなければならない循環型
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社会の形成を、さらに前へ進めるものでござい

ます。 

 家電リサイクル法で回収されるもの以外、ほ

ぼ全ての小型家電と申しましたが、実際は、ど

の製品を回収するかは、自治体に任されている

もので、回収に当たっては、消費者の費用負担

は原則なし、回収後は国の認定を受けたリサイ

クル業者が分別、金属の抽出を行う精錬業者へ

の引き渡しを行い、資源としてメーカーが再利

用するという、循環をさせるものであります。 

 このたび、全国では毎年、使用済みの小型家

電が６５万トン、金額にして約８４４億円分が

不燃ごみとして消えているようでございます。 

 その６５万トンの中には、金・銀・希少金属

など、役に立つ金属が約２８万トン含まれてい

るそうです。金額に置きかえると、先ほどの８

４４億円になるというわけです。 

 ちなみに、携帯電話３０万個分ででき上がっ

た金の延べ棒、１本が５，０００万円相当にな

るといわれております。まさに都市鉱山といわ

れるゆえんでございます。 

 また、今、主流になりつつあるハイブリット

車などハイテク製造に不可欠なレアメタルは、

産業のビタミンともいわれておりますが、我が

国の未来の産業を考えれば、避けて通れない道

と考えますが、市長の御認識をお伺いいたしま

す。 

○副議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 野々下議員の一般質問

にお答えいたします。 

 小型廃家電のリサイクルについて、市長の認

識をということでございますが、使用済み小型

電子機器等は、その相当部分が廃棄物として排

出され、多くは一般廃棄物として市町村による

処分が行われております。 

 これまでも、鉄やアルミニウムなどの一部は

回収されてきましたが、その他の金や銅などの

有用な資源が埋め立て処分をされてきました。 

 この状況を鑑み、使用済み小型電子機器等の

再資源化の促進に関する法律が、平成２４年８

月１０日に公布され、平成２５年４月１日から

施行となり、それぞれの役割が示されておりま

す。 

 まず、消費者は、分別して排出し、市町村は

分別収集するために必要な措置を講ずるととも

に、再資源化を適正に実施し得るものに引き渡

すよう、努めなければならないとされておりま

す。 

 また、小売り業者は、消費者が適正な排出を

確保するために協力するよう、努めなければな

らないとされております。 

 実施に当たり、個人情報漏えい対策や、回収

方法の確立、再資源化を行う認定事業者の選定、

コスト面など、さまざまな課題があり、本市に

ついては、今のところ実施には至っておりませ

んが、ごみの減量化、資源の有効利活用を図り、

循環型社会の構築を目指すために、非常に重要

な課題、このように認識をいたしております。 

 以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君） ６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） 市長の認識も大変重

要に考えておるということでございます。 

 私の家でも、ことしに入ってパソコン、電子

レンジ、ステレオ、携帯ラジオ２台、扇風機、

そのぐらい、ことしに入ってからでも廃棄処分

にしました。 

 携帯電話も、廃棄せずに、家に置いてあるも

のだけでも５台ほどございます。 

 そのようなことを考えると、本市で１年間に

廃棄されている小型家電は、かなりな量になろ

うかと思いますが、携帯電話などは、相当数、

家に保管がされているのではないかと考えられ

ます。本市では、どのように把握をされておら

れるのか、現状についてお伺いをしたいと思い
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ます。 

○副議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 使用済み小型家電につきましては、大半が市

の指定ごみ袋に混入されて、可燃ごみとして溶

融処理されています。 

 また、一部は粗大ごみとして埋め立て処分、

あるいは質問議員の言われますように、各家庭

にそのまま保管されたままである場合もありま

す。 

 さらに、パソコン、携帯電話などについては、

製造業者や販売店等によって自主回収されてい

るものもあります。 

 このような状態であるために、量についての

把握は非常に厳しいところではありますが、国

の試算によると、１年間に使用済となる小型電

子機器の総重量は、全国で約６５万トン、国民

一人当たりの、年間約５キログラムと推計され

ておりますので、宿毛市においては、約１１ト

ン程度が、毎年使用済みとなっているのではな

いかと考えます。 

○副議長（岡﨑利久君） ６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） 本市で約１１トンが

埋め立てられ、また焼却されているということ

でございますが、実際、小型家電リサイクル法

の中では、実際は、自治体の責務であるという

ふうに言われておりますけれども、昨年４月か

ら小型リサイクルを始めた自治体は、まだ全国

でも３割程度でございまして、参加できない理

由としては、体制が困難であるとか、予算的に

無理というようなことがあるようでございます。 

 しかし、隣の四万十市や黒潮町では、ことし

の、大体１１月ごろから、この回収実施に向け

て取り組みがされております。県下でも初めて

の取り組みでございまして、非常にやる気を感

じさせます。 

 本市でも、以前よりリサイクルに真剣に取り

組んできた経過があります。回収方法も、各自

治体で決めることができ、さまざまな回収方法

がありますが、本市では、現在、ステーション

回収で資源ごみの回収を行っております。 

 現行のごみ収集に新たな区分を設けることで、

回収は可能かと考えますけれども、今後の取り

組みについて、市長に所見を伺います。 

○副議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 環境省の公表している全国自治体アンケート

調査からも、排出量が少量であることや、広域

組合で統一できない、予算的に困難などの理由

により、実施に消極的な市町村が多くあります。 

 高知県内では、初めての取り組みとして、四

万十市、黒潮町で平成２６年度に環境省のシス

テム構築実証事業を活用し、平成２７年４月か

ら本格的に実施するようでございます。 

 この取り組みで、両市町では、庁舎や協力店

舗などにボックスを設置するボックス回収、粗

大ごみを収集する際に、その中から小型家電を

とり分けするなど、ピックアップ回収、ボック

スに入らないものなどを環境センターなどで直

接受け入れる持ち込み回収を行う計画としてお

ります。 

 質問議員から提案のありました分別区分を新

設するステーション回収については、盗難防止

など、個人情報保護の観点から、モデル事業で

は指導員などを配置する必要があるなどの課題

があり、採用するところは少ないようでありま

す。 

 このような回収方法の問題や、回収した廃家

電を認定事業者へ引き渡しするまでの期間の保

管場所の確保のほか、先ほども申し上げました

ように、さまざまな課題が想定される中で、直

ちに実施することはできませんが、本制度は循

環型社会の構築を目指す本市において、非常に

重要な課題と考えておりますので、既に実施し
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ている市町村から情報をいただくとともに、国

の動向も見据えて、早期実現に向けて検討して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君） ６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） 市長のほうでも、前

向きに取り組んでいるということでございます

が、ちなみに、参考までに申しますと、北九州

市では、不用家電の処分が社会問題化するイン

ドから、廃家電を輸入して、北九州市で処分を

していると、こういうふうに状況もだんだん変

わってきております。 

 小さなことですけれども、集まれば大変大き

な成果となってまいりますので、ぜひ前向きに

検討を、取り組みを行っていただきたいと思い

ますので、どうかよろしくお願いをいたします。 

 次に、公共施設へのＬＥＤ照明の導入につい

てでございます。 

 一般的にもＬＥＤ照明を取り入れて、だんだ

んにきておりますが、この東京電力福島第１原

子力発電所の事故以来、エネルギー政策の大き

な転換が課題となっておりまして、それはまた

電力分野だけの問題ではなく、社会全体で考え

なければならないテーマとなっております。 

 電力多消費の我が国においては、逼迫する電

力事情を背景に、省エネ対策として、公共施設

へのＬＥＤ照明の導入は積極的に検討するべき

課題だといえようかと思います。 

 皆さんも御存じのように、ＬＥＤ照明は寿命

が約１０年と長く、取りかえる負担が少ないこ

と。二つ目には、消費電力が従来の５０％以下

に節減ができること。三つ目に、二酸化炭素、

ＣＯ２の排出が約５０％から８０％削減できる

ことなど、また四つ目に、紫外線が少なく、虫

が寄りつかないことなど、多くの利点がござい

ます。 

 何よりも、ＬＥＤ照明の導入は、今後の電気

料金値上げによる財政負担の軽減を図ることに

もつながるのではないかと考えます。 

 そこで、本市での公共施設への導入状況につ

いて、お伺いをいたします。 

○副議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 次に、ＬＥＤ照明の公共施設への導入状況と

今後の取り組み等についての質問でございます

が、現在、公共施設へのＬＥＤ照明の導入状況

につきましては、小筑紫小学校体育館と、消防

庁舎の一部が導入済であり、本年度建設予定の

小筑紫保育園が導入予定となっております。 

 また、平成２２年度繰越明許事業として、市

内小中学校周辺の通学路の防犯灯や、街路灯６

９カ所をＬＥＤ照明に交換をいたしております。 

 以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君） ６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） 市内では、公共施設

への導入というのは、まだまだ進んでいない、

小筑紫の小学校の体育館、また消防との一部分、

それぞれの部分的にＬＥＤ化されているという

ことでございますが、そのＬＥＤ化の利点、先

ほども言いましたが、ほかにも体育館等の照明、

高いところにある照明のように、取りかえが、

多額の費用がかかるため、県下でもＬＥＤ化が

大変進んでおります。 

 また、大川村役場などもＬＥＤ化が進んでお

りますが、本市の今後のＬＥＤ化へ向けての取

り組み、方針というのはどのように考えておら

れるのか、お伺いをいたします。 

○副議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 ＬＥＤ照明の特徴としては、電気使用量が少

なく、蛍光灯と比べて長時間使用できるメリッ

トがございます。 

 しかし、その反面、現在では蛍光灯と比べて

導入コストが高いといったデメリットがござい
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ます。このような状況から、現状では長時間照

明を必要とする施設がＬＥＤ照明を導入すると

メリットがある、このように考えますので、建

物を新築する場合には、検討することはもちろ

んのこと、照明器具の故障による交換時に導入

を検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君） ６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） 現在のところ、本格

的な導入をする方向にはないということですか

ら、今後どんどん新しい機器が開発され、また

新しい導入方法も提案してくるんじゃないかと

思います。 

 今、市長言われましたように、ＬＥＤ照明の

メリットは、電気代が安い、そして寿命が長い

ことであります。デメリットは、機器の値段が

高いことですが、このメリットを生かし、また

デメリットをなくす、その一つの手法として、

民間資金を活用したリース方式による公共施設

へのＬＥＤ照明の導入を進める自治体が大変多

くなってきております。 

 実際やっているところを新聞記事等、ちょっ

と短く紹介しましたら、神奈川県の箱根町でし

ょうか、ここは導入にはリース方式の７年間を

採用いたしまして、約２，０００万円の費用が、

電気料金などのコストダウンの総額とほぼ同じ

になると。 

 また、リース期間が終了後は、町に無償で譲

渡されると。そのため、引き続き使用が可能。

さらに今回の取りかえにより、以前と比べ、年

間約６２％の消費電力と二酸化炭素の排出量の

削減効果が見込まれるといわれております。 

 新たに取りつけられたＬＥＤは、直下型、ま

た電球型、計１，７００個。あわせて一部の照

明で使われていた、ひもを引っ張ることで個別

に点灯や消灯ができる電気器具で、無駄遣いを

さらにしないように工夫をしておるということ

でございます。 

 また、茨城県の取手市では、昨年の４月から

５カ月間かけて、市内に約９，７００基の防犯

灯を、全て蛍光灯から発光ダイオードに交換し

ているところがあります。市内の全防犯灯をＬ

ＥＤに切りかえるのは、県内では初めての取り

組みだったようでありますが、同市によると、

蛍光灯を使用した防犯灯による年間経費は、電

気料金の約２，６００万円と、蛍光管の取りか

えを含む修理費の約１，５００万円が必要で、

無点灯による市民からの通報なども多く、市の

職員が対応に追われていたという、今回のＬＥ

Ｄ化は、リース会社から１０年契約で貸借する

方法を導入し、この場合、初期設置費用約２億

５００万円、メンテナンス込みでありますが、

かかるが、年間経費は電気料金の約１，４００

万円のみで、１０年後には蛍光灯使用時と比べ、

６，２００万円の経費節減になる。節減された

電気代をリースに回すことにより、既決予算の

範囲内でＬＥＤ化を、県下の所有する施設に導

入することができたという、こういう、実際や

られているこのような記事が載っておりました。 

 こういう試算も出ておるところがありますの

で、今後は、先ほどエネルギー問題も考慮して、

これからのセットの整備には、リース方式も真

剣に検討していく必要があるんじゃないかと考

えますが、所見を伺います。 

○副議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 ＬＥＤ照明のリースについての質問でござい

ますけれども、他市町村とか、他地域での例が

示されて、今、質問していただきましたけれど

も、本庁舎に営業の方々も来られていましたが、

現在のところ、庁舎の利用時間等を考慮すると、

ＬＥＤ照明使用による電気代の削減額と、リー

ス料金を考えた場合、リース経費を回収できな

い可能性が高い見込みとなっております。 
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 また、ホームページでは、先ほど言われまし

た、神奈川県がリースで契約経費を回収するプ

ランの実証試験を行った結果が発表されており、

ＬＥＤ照明のリースを導入するメリットのある

施設は、電力会社で高圧の業務用電力の契約を

していて、しかも照明本数が５０本以上あって、

点灯時間が１２時間以上となる事務所や商業施

設が適しているといった結果も出ています。 

 このような状況から、本市では、現在ではＬ

ＥＤ照明機器のリースによる導入は考えており

ません。 

 しかし、ＬＥＤ照明のリースにつきましては、

日々進歩しており、技術の進歩による導入コス

ト等を慎重に見きわめる中で、今後についても、

導入を検討していく必要があると考えておりま

す。 

 また、電気使用量削減によるＣＯ２削減は、

地方自治体にとっての責務と考えておりますの

で、本年度から本庁舎につきましては、デマン

ド監視システムを導入し、電気使用量を監視し

ております。電気使用量の削減に努めてまいり

たい、このように考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君） ６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） 今、市長言われた、

照明５０本言うた、５００本の間違いじゃない

でしょうか。５０本ですか、間違いない。わか

りました。 

 本庁舎には、適切ではないというお答えでご

ざいましたが、この世界、日進月歩でございま

すので、アンテナを張りめぐらして、少しでも

安い電気料金で済むような形で、いつも取り組

みをしていただきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いをいたします。 

 次に、バイオマス発電についてであります。 

 皆さん御存じのように、現在、平田の高知西

南中核工業団地に、株式会社グリーンエネルギ

ー研究所によって、木質ペレット製造と、木質

バイオマスによる発電所が建設をされておると

ころでございます。 

 計画では、ペレットは当初５，０００トン、

数年後には四国最大となる１万５，０００トン

を生産し、発電規模は６，０００キロワット、

一般家庭１万１，０００世帯分に相当し、必要

な木材は、両事業合わせて年間約１０万トンが

必要になるということで、宿毛市の産業振興、

雇用の確保に大きな役割を果たすのではないか。 

 また、宿毛市のみならず、四国西南地域の産

業振興にも、大きな役割を果たすものと期待を

されております。 

 私たち改革クラブと未来の２会派で、１月に

大分県日田市にある同規模のバイオマス発電所、

グリーン発電大分へ政務調査に行ってまいりま

した。 

 このバイオマス発電が、周辺地域の山主や林

業課の人たちに希望を与え、また活力を生み出

しているところを学んで帰ってまいりました。

大変期待をしているところでございますが、し

かし、ここへ来て、林業家の方たち、また関係

者の皆さんからは、当初の計画が、年内操業は

なかなか難しいのではないかというような声を

聞くようになりました。 

 改めてお聞きをしますが、木質ペレット、ま

たバイオマス発電の操業時期、いつごろになる

のかお伺いをいたします。 

○副議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 先ほど、野々下議員の

小型廃家電のリサイクルについての私の答弁と

いたしまして、宿毛市においては、１１トンと

申し上げましたけれども、正しくは１１０トン

でございますので、訂正をさせていただきます。 

 お答えいたします。 

 高知西南中核工業団地で予定しております株

式会社グリーンエネルギー研究所が行うペレッ
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ト製造事業及び発電事業につきましては、木質

ペレット製造施設につきまして、その中で木質

ペレット製造施設につきましては、平成２６年

８月末の竣工、試験稼働を経て、９月中旬に本

格稼働を開始、そして木質バイオマス発電施設

につきましては、平成２６年、今年度の１０月

末の竣工で、試験稼働を経て、来年２７年１月

より本格稼働を開始する予定とお聞きいたして

おります。 

 本事業につきましては、本市だけでなく、幡

多地域の林業振興、また輸送などの関連産業の

振興の上でも重要な事業でございますので、県

とも連携を図りながら、円滑な操業開始に向け、

協力をしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君） ６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） ペレットに関しては、

８月、また９月に本格稼働をすると。発電のほ

うでは、１０月に完成し、来年の１月から始動

するというような話でございます。大変、皆さ

ん、期待をしているところでございますので、

県とも力を合わせながら、予定どおり進むよう

な形で、市長もよろしくお願いをいたします。 

 続いて、木質ペレットについてであります。 

 当初、５，０００トン、数年後には四国最大

の１万５，０００トンを生産するということで

すが、ペレットは燃油類と違い、大変かさばる

ことから、生産地域内で消費されることが効率

的でいいとされております。 

 現在、県内の生産状況と県内消費に占める割

合は、どのようになっているのか、お伺いをい

たします。 

○副議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 木質ペレットの全体での生産状況と、県内消

費の割合につきましては、平成２５年度末現在、

県内需要６，６７１トンに対して、県内で生産

された木質ペレットの供給は２，７８３トン、

県内自給率は４１．７％となっております。 

 本市におきましても、水産加工業者に１台、

木質ペレットボイラーが導入されることにもな

っておりますが、原油高騰の折、今後も木質ペ

レットボイラーの導入は進む見通しであり、県

内需要はますます高まっていくと考えられます。 

 以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君） ６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） 県内需要が６，６７

１トンですか、それに対して供給が２，７８３

トン、自給率は４割強ということで、まだまだ

県下では足りてないですよと。十分、これから

木質バイオマス、発展していくんだろうという

ふうに言われましたけれども、先ほども言いま

したように、なるべく地元で使われていたほう

が効率的にいいわけで、宿毛市では、水産加工

会社が１件、ボイラーを導入するということで

ございますが、この後、ほかのところでどのよ

うな地域へ、どのような職種で多く使用されて

いるのか、お伺いをしたいと思います。 

○副議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 現在、高知県内におきましては、平成２５年

度末現在でございますが、２０８台の木質バイ

オマスボイラーが導入されており、使用用途と

いたしまして、園芸施設１６９台、８１．３％、

冷暖房施設１０台、４．８％、温泉施設１５台、

７．２％、その他１４台、６．７％となってお

り、地域別に見ますと、県東部地域が１１４台、

高知中央地域が４７台、高幡地域が３９台、幡

多地域が８台となっており、施設園芸が盛んで

ある県東部地域への導入が多い状況となってお

ります。 

 以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君） ６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） ありがとうございま
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す。 

 次に、木質バイオマス発電についてですが、

少し心配のところもあるようですが、順調に稼

働していくものと決めて、また質問をさせてい

ただきます。 

 先ほども話しましたが、年間約１０万トンの

木材が必要になるということで、長い間、とま

っていた山が再び動き出すということで、現実

的になってきて、大手の山主や林業家はもちろ

んのことでありますが、希望を持って見守って

いるところだろうと思います。 

 また、株式会社グリーンエネルギー研究所で

は、小規模な森林所有者や、自伐林家からも、

直接、買い取りも行うということもお聞きをし

ております。 

 その場合、国のガイドラインに沿った証明書

の発行等が必要になるわけでございますが、こ

の自伐林家さんなんかが大変なことだと思いま

す。 

 自伐林家からの受け入れ態勢について、いつ

ごろから行われるのか、お伺いをいたします。 

○副議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 自伐林家からの木材の買入体制についてとい

うことでございますけれども、株式会社グリー

ンエネルギー研究所につきましては、森林組合

や素材生産業者からの原木買取だけでなく、一

般の小規模な森林所有者や、個人経営の林業事

業体などの自伐林家からも、原木を買い取る予

定としております。 

 しかしながら、原木の買い取りに際しまして

は、国のガイドラインに沿った証明書が必要で

あり、素材生産組合や森林組合などの団体に所

属している場合につきましては、証明書を発行

することが可能でありますが、先ほど申し上げ

ました自伐林家などの方々につきましては、こ

の証明書の取得につきましては、難しい状況に

ございました。 

 そのために、本市におきましては、そういっ

た自伐林家の方々が搬出した原木につきまして

も、木質バイオマスとして、有効に活用できる

よう、国、県とも調整をし、県内で最も早く、

発電利用に供する間伐材等由来の木質バイオマ

ス証明と、一般木質バイオマス証明を、市町村

が行えるよう、本年５月に制度化をいたしたと

ころでございます。 

 市町村におきまして、証明書を発行すること

により、未利用材の有効活用という観点はもと

より、自伐林家などの農林家の方々の副収入に

もつながってまいりますので、今後は、順次、

幡多地域の他の市町村でも証明書が発行できる

よう、取り組みが進められております。 

 なお、グリーンエネルギー研究所の自伐林家

等からの木材買い取りにつきましては、来年の

１月より開始をする予定、このように聞いてお

ります。 

 以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君） ６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） 市役所のほうで証明

書を発行できるようになったということで、大

変、自伐林家さん等からは、非常にありがたい

ことだと思います。ぜひよろしくお願いをした

いと思います。 

 また、１月から開始ができるということで、

期待をしております。 

 次に、有害鳥獣対策についてであります。 

 近年、野生鳥獣の生息分布の拡大や、生息数

の急激な増加に伴いまして、農山漁村では、鳥

獣による農林漁業被害が深刻化、また広域化を

してきております。人身被害も発生するなど、

農林漁業を初め、住民の暮らしが脅かされる状

況となってきております。 

 過疎化や高齢化の進展と相まって、耕作放棄

地や集落の崩壊などに影響を及ぼすなど、大変
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な問題が深刻化をしているところでございます。 

 本市でも、近年、市内至るところで、市民か

ら有害鳥獣であるイノシシによる被害の状況を

お聞きをしております。 

 私たちの地域だけでも、昨年３０頭余りのイ

ノシシが、有害鳥獣駆除で捕獲をされておりま

す。 

 また、少し山のほうへ行って、山北地区へ行

くと、イノシシ被害に加えて、シカによる水稲

やかんきつ類の新芽や樹皮を食べる食害も発生

をしておりまして、被害が大変、拡大してきて

おります。 

 また、近年、サルによる被害も多く聞くよう

になりました。私が尋ねたところでは、ひとり

暮らしのおばあちゃんのところで、納屋にサル

が２匹侵入して、収穫した豆を食べていたので、

大声で脅したら、反対に威嚇されて、カボチャ

を持って逃げられたと。 

 ほかにもタマネギやジャガイモは全部引き抜

かれた。また、他の作物も、人間の栽培してい

るものは、全て手にかけていきます。 

 二、三匹の小さな集団から、１０匹や２０匹

のもの、また多いときは５０匹ほどの群れであ

らわれると聞いております。 

 そこで、現在、市で把握しているイノシシ、

シカ、サル、それぞれの被害状況についてお伺

いをいたします。 

○副議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 イノシシ、シカ、サルの平成２５年度の農作

物への被害状況につきましては、有害捕獲許可

を申請する際に、捕獲者から提出される被害状

況を積み上げた数字ではございますが、それぞ

れイノシシの被害の対象面積は１７７ヘクター

ル、被害額は３，３４４万６，０００円、シカ

は９９ヘクタール、１９３万７，０００円、サ

ルは７１ヘクタール、１３７万９，０００円と

なっております。 

 以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君） ６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） 今回、特に、近年、

被害が多くなってきているサルの被害対策につ

いてでありますが、今、市長申されましたが、

サルの被害が７１ヘクタール、１３７万９，０

００円ということですが、金額であらわすと、

このような数字になるのかもしれませんが、実

際は被害に遭っている人は、非常に深刻、もっ

ともっと深刻でございまして、イノシシやシカ

は、柵や網で防ぐことができますけれども、こ

の柵や網は全くサルには通用しません。被害に

遭うと、非常にモチベーションが下がって、全

くやる気がなくなって、イコール耕作放棄地に

なってしまうというようなことがございます。 

 それで、改正鳥獣保護法というのが、この５

月２３日に可決成立をいたしまして、改めて有

害鳥獣に対する拡充がなされるようなことは載

っております。 

 いよいよ国も本格的に、この被害対策に取り

組んでいくというような内容でございましたが、

そこでサル被害対策専用防護柵や、網に対する

補助事業等を拡充できないか。そして、田舎で

一生懸命、高齢者の方たちがつくっている、そ

の被害に対して、少しでもやる気が起きるよう

な対策ができないか、ここで市長にお伺いをい

たします。 

○副議長（岡﨑利久君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 本市におきましては、現在、サルによる被害

の防止対策として、１頭当たり１万円の捕獲報

奨金や、電気柵の設置に要する費用の助成、こ

れは事業費７万円を上限として２分の１補助で、

補助上限額は３万５，０００円でございますが、

有害鳥獣被害防止対策協議会による、おりの貸

し出しを行っているところであり、また昨年度
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からは、ＪＡ高知はた幡西営農センターへ、鳥

獣被害対策専門委員が常駐し、侵入防止対策と

して、追込みや柵の設置に対して、助言、指導

も行われているところでございます。 

 しかしながら、先ほど、野々下議員の指摘も

ありましたように、サルにつきましては、狩猟

者による有害捕獲が大変難しい状況にある中で、

近年は市内でのサルの出没情報や、被害情報も

多くなってきております。 

 そのために、今後におきましては、サルの被

害の防止対策のために、サル専用の防護柵の設

置費用に対する助成や、捕獲、報償金の増額に

ついても検討してまいりたい、このように考え

ております。 

 なお、鳥獣による被害対策を強化するため、

鳥獣保護法につきましては、改正がなされるこ

ととなっており、一定の条件下のもとではあり

ますが、捕獲に対する規制緩和なども行われる

こととなっております。 

 本市におきましても、国の動向を注視し、導

入できる事業につきましては、積極的に活用し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君） ６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） サル専用の防護柵や、

捕獲補助金も格上げしていく、増額していく、

検討していくという話でございます。 

 今まで、一生懸命作物をつくっている高齢者

の方々が希望を持てるような政策を、どうかよ

ろしくお願いをいたしまして、一般質問を終わ

ります。 

 ありがとうございました。 

○副議長（岡﨑利久君） この際、１０分間休

憩いたします。 

午後 １時４６分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時５７分 再開 

○議長（今城誠司君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） ８番議員の浅木です。

ただいまから一般質問を行います。 

 通告に従って、進めてまいります。 

 まず、１番目に市長の政治姿勢について、お

尋ねいたします。 

 沖本市長は、着任してから早くも２年半にな

りますが、いまだに市長の政治姿勢がわからな

いという市民の声を聞くわけでございます。そ

こで、市長の本当の考えを聞きたい、こういう

ことから質問いたします。 

 その１番目として、まず宿毛湾港の潜水艦基

地化についてでございますが、このことにつき

まして、先日、ある人が、新聞に載っていた

「自衛隊・米軍と宿毛」の中で、沖本市長が市

長になったときから、自分の思想とか信条とか

は封印しています、と答えたという記事を見て、

こう言いました。「市議や県議をしていたとき

の沖本さんの政治姿勢を見て、市長選も一生懸

命応援したのに、あの記事を見てがっかりした。

政治家は、自分の考えをはっきり出して議論し、

しかるべき結論を得るべきではないか。最初か

ら封印してしまうと、政治姿勢が見えない」と

言っておりました。 

 こうした市民の意見は、この人一人ではなく、

ほかにもいると思うわけでございますが、市長

はこういう意見に対して、どういう所見を持っ

ているか、お聞きいたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 浅木議員の一般質問に

お答えいたします。 

 本年５月１２日から２１日にかけての高知新

聞に掲載された特集記事、「底流・自衛隊 米

軍と宿毛」において、市長、市民のため、信条

封印との見出しで取材記事が掲載されておりま
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すが、私は、取材に対して、「市政のトップと

して、国防や防衛といった観点よりも、市民に

とってプラスになることを考えなければならな

い。とにかく仕事がない、まちがさびれていく。

夜も明かりが少ない。自衛艦の寄港がふえれば、

市の活性化につながる。港を利用して、経済的

にプラスになり、漁業にも影響を与えないので

あれば、自衛隊に来ていただきたい、市長とし

て、市民のためになることをやるだけです。」

こう申し上げました。 

 私の市政運営の基本姿勢は、市民の幸せのた

めに、何をなすべきかということでございまし

て、これまでもその基本姿勢に基づき、市政運

営を行ってきたつもりですし、今後もその基本

姿勢で臨んでいきたい、このように考えており

ます。 

 市政を執行していく上において、より多くの

市民の皆さんの声を聞き、可能な限り、その声

を受けとめる中で、進むべき方向性を示してい

きたいという思いで申し上げたものであり、決

して私自身の思想や信条を封印して、市民の皆

様に明らかにしないという考えは持っておりま

せん。 

 今後、市民の皆さんと意見交換をする中で、

必要と判断すれば、みずからの考えを示し、理

解を求めていくことは、当然、あるものと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 今、御答弁をいただき

ましたが、新聞記事とは極めて違う内容の答弁

であったと思うわけです。 

 そしたら高知新聞の記事が、市長の発言した

こととは違うことを記事にしたのかなと、こう

思うわけでございますが、今、お話のありまし

たように、自分の考え方を、思想信条も、これ

から必要なときは出していくということを、今、

言われましたが、本当にそうなるのか。そうす

るとすれば、今まで、先ほど触れたように、市

議４期、県議１期やってきた、この中で果たし

てきた役割、市民の信頼を得てきた内容、こう

いったものについて、違う結果が、行動が出て

きているんじゃないかと思うわけです。 

 先ほど述べましたように、いろいろ議論した

結果、市長の考えも出したけれども、最終的に、

全体として市長の考え方と違う方向にまとまっ

たという場合は、長であろうとも、当然、起こ

ってくるわけですが、最初から自分の考え方を

言わずに、これへ同調していく。 

 例えば、基地を誘致するとは言っていないと

いうが、議会に出された請願書の中では、海上

自衛隊が宿毛に居を構え、倉庫や燃料庫、さら

に弾薬庫まで構えることになっている。これで

は、軍事基地ともいえる。これまでの単なる入

港とは全く違ってくる。 

 また、自衛隊の潜水艦が入港するようになれ

ば、米軍の原子力潜水艦も入港を求めてくる可

能性がある。自衛艦の入港を認めているうちに、

米軍のイージス艦が入港するようになったこと

等でもわかるとおりであります。 

 こういったことから見ると、単なる今までの

自衛艦の入港ということから一歩踏み込んで、

自衛艦部隊が宿毛に住みつくということですが、

市長はこういうことに対して、こういう宿毛市

にしたいという考え方なのかどうか、お聞きし

ます。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 私もかつて市議に、そして県議にもお世話に

なってまいりましたけれども、常に市民の幸せ、

地域の発展、そのために私は全力でやってきた、

そのように思っております。 

 そういう流れと、今の御指摘、市長として活

動している、仕事をしていることについては、
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いささかも違っておりません。 

 私はそういう延長線上に自分の集大成、そう

いう方向があると、これが私の今の役割だとい

う思いで、封印という言葉にあるんですけれど

も、私はそういう思いで、いう点での指摘をさ

れたんですけれども、そういうこととは観点を

きちんと位置づけて、私はこのような答弁をさ

せてもらいたいと思います。 

 そして、先ほどの基地化の問題と拠点港の問

題と、これは分けて考える必要があるというふ

うに、自分としては思いますし、今、宿毛市の

中で、大きく市民の皆さんが賛同していただけ

る自衛隊との関係においては、これはもう、漁

業にも影響がない形での、ここにおける人員の

休息であるとか、物資の補給であるとか、こう

いう地域の産業の振興に伴う、そういう中で、

私はぜひとも利用していただきたい、こういう

形での陳情をしてきた、要望もしてきたわけで

ございまして、私の観点としては、そういう点

での答弁とさせていただきたい、このように思

います。 

 以上です。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 市長は、市議、県議を

やってきた延長線上だと言いましたが、この線

も真っすぐな線なのか、どこかで曲がって、延

長には変わりないで、どこから曲がって、こう

いって。延長には変わりないですが、どうも市

民の皆さんから見たら、方向が曲がっていった

延長線になっているというふうに、皆さん、見

ている人も多いわけです。 

 できれば、そういう市議、県議をやってきた

ときみたいに、真っすぐな考え方でやっていく、

そういうことは必要やないかと。 

 それと今、もう一つ、市長が言いました、こ

れも新聞記事にも載ってましたが、漁業に影響

を与えない拠点としてなら、自衛艦に来ていた

だきたいと、今もそういう言い方をしましたが、

新聞記事でもそうなっていますね。 

 市長は、潜水艦が潜ったままでたびたび出入

りしても、漁業に影響はないと考えているので

しょうか。漁業に影響を与えないならという言

葉は、与えないなら入港いいよと。与えるなら

入港だめよというふうにもとれるわけです。 

 そうであるならば、影響を与えるか与えない

か、研究調査してから、その結果を見て判断す

べきではなかったか。 

 ところが、結果的には昨年の３月に私が一般

質問で取り上げて議論したその後、４月１１日

には、市長はこの問題について、自分の考え方

を決めて、防衛庁に対して宿毛湾へ潜水艦を、

市長は拠点という言葉を使いますが、私は内容

から見て、実質的基地というようなものだと。

これを誘致するということを、わずかな期間の

うちに決めているわけですね。 

 本来なら、きちんとした調査をして、そうい

う影響を与えないという確信を持ってやるべき

じゃなかったのかと。常にそういうものを、入

ってきてしまったら、もう、あなた影響を与え

んうちに出て行ってくれという代物ではないわ

けです。 

 そういった面から、慎重を要するべきだった

んではないかと。このことについて、市長の考

え方をお聞きします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 前段の、いわゆる市議や県議をやっていた当

時の延長線という言葉を使わせていただきまし

たけれども、私はその目的である国の平和と

人々の繁栄、幸せ、これを求めることについて

を、まさに私は真っすぐそれを求めてきたつも

りでございます。 

 しかし、その手法によって、私は意見の違い

がある中で、分かれ道をとってきたということ
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でございまして、その辺は誤解のないような認

識をしていただきたいというふうに思います。 

 そして、漁業への影響等についてでございま

すけれども、私も時間が、期間が迫った時期で

はございましたけれども、本省へ陳情、要望に

行くときには、関係者の皆さんと地区の皆さん

や漁業関係者の皆さん、そういう方々にも相談

をして、今の時点では、こういう形での御理解

の中で、進めれるものだということで要望に行

ったという経過でございまして、全く何もして

ない、後からつけ加えたということではござい

ません。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 今、釈明はいただきま

したが、私から見て、漁業に影響を与えないと

いうことを繰り返しながら、与えるのか与えな

いのかはっきりせんのに、すぐにオーケーを出

したということについて、そういうやり方を進

めていくのであれば、最初から、３月の時点か

ら、内心、この問題についてはオーケーよと。

自衛艦入港に賛成するという考え方やなかった

かと。昨年３月の議会の議論の中で、そういう

回答があってもしかるべきじゃなかったかと。

わずか後の４月２１日には、もうはっきりとし

た態度を出しているわけですので、この漁業に

影響を与えないという確信はどこで得たのです

か。それを聞きたいです。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 まだまだ私どもが請願をしても、このことに

行き着くまでには、さまざまな過程、論議、市

民の皆さんとの話し合い、そういうことも十分

重ねながら、進めていかなければならない、非

常に大事な課題でもあると思います。 

 そうした中で、宿毛市全体の産業を、どう本

当に、これから過疎や高齢化が進むこの地域を

守っていくのか、そういうことの、市民の皆さ

んもあわせて大きな論議を起こし、そして私は、

決めていくべきことでもあるというふうに判断

しております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 今、説明をいただきま

したが、やはり前後逆になっていると思うんで

すね。 

 しかし、もうこれ以上は、これを繰り返して

も、市長の気持ちというか、腹の中はほぼわか

りましたので、私はこれ以上、詰めていくつも

りはございません。 

 次に、もう一つの問題ですが、２番目の問題。

集団的自衛権行使容認への対応についてですね。

これについては、これも新聞記事ですが、安倍

内閣が進めようとしている集団的自衛権の限定

的行使容認論、これについても、憲法解釈の変

更による容認についても、明確に反対の意思表

示をされています。 

 このことについて、この市長の回答、私は高

く評価するわけでございます。さきの問題とは

逆になります。 

 そこで、当然、他の自治体首長には反対、賛

成、安倍さんの考え方に賛成というのもありま

す。このことについて、思想信条の封印を、今

回の場合は解除したのかと。ある面で言うたら、

自分の思想信条に基づいて、こういうものはも

のを言うわけですので、このことについて、市

長の考え方をお聞きしたい。 

 なお、集団的自衛権行使について、市長は反

対といいますが、いま一度、明確な態度をみせ

てもらいたい。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 先ほどの、思想信条の封印という言葉につい

ては、これは長い話し合いの中における、その
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部分の形の中で掲載されたものでございまして、

その方向としては、最初に答弁したように、本

当に皆さんと議論をしながら、市長としての仕

事をしていきたいということを申し上げたわけ

でございます。 

 ですから、今後もその場その場で、市長とし

ての立場の中で、考え方は明確に述べていきた

いというふうには思っております。 

 この集団的自衛権の行使への対応についての

質問があったわけでございますけれども、６月

３日付の高知新聞に、県内首長の集団的自衛権

行使に関するアンケートの回答が掲載されてい

ました。私は、国の自衛権は、独立国の固有の

権利として、我が国も保有しており、その意味

で、現在の自衛隊は必要であると考えておりま

す。 

 一方、集団的自衛権については、関係国と多

様な事例での判断が求められ、自衛の域を超え

た拡大解釈につながることが懸念され、武力の

行使を認めない憲法の本旨に反するおそれがあ

ると、このように考えています。 

 日本政府もこれまで、独立国として、個別的

自衛権も集団的自衛権も保有はしているが、我

が国は憲法第９条で戦争の放棄をしているため

に、集団的自衛権の行使はできない、この立場

を繰り返しとってまいりました。 

 今回、現政権が憲法解釈の見直しによって、

限定的であれ、集団的自衛権の行使を可能とす

ることは、私は問題があると考えます。 

 現政権が集団的自衛権の行使が必要と判断す

るのであれば、広く憲法論議を起こし、国民の

多くの指示を得て、必要な手続を得るべきと考

えています。 

 この問題に関して、みずからの考えを封印せ

ずに、明確にしたことは評するとか、あるいは

今後もこの方向で進むのかとの御質問をいただ

きましたが、先ほど申し上げましたように、私

は自分の考えを封印して、市民の皆さんに明ら

かにしないとの考えは持っておりません。 

 私自身の考えを求められるならば、必要な範

囲でお話もさせていただくつもりであります。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 集団的自衛権について

の市長の考え方はお聞きしました。 

 なお、この集団的自衛権の問題につきまして

は、きょうは中身については、深くは話しませ

んが、安倍首相の解釈改憲については、多くの

識者から、時の政権が憲法の規定を自分の解釈

で都合のいいように変え、それでもって海外で

戦争を始めることについて、大きな批判が起こ

っているわけです。 

 自民党の加藤元幹事長や山崎元幹事長も、立

憲主義を否定するものとなる。やりたいなら

堂々と改憲してやるべき。安倍さんは戦前へ回

帰しようとしていると批判をしております。 

 また、村上誠一郎元行政改革担当相は、４月

１０日の新聞で、ドイツの政党の名前を挙げな

がら、ファシズムの危機を感じるというような

ことまで話したという記事が載っているわけで

す。 

 こういったように、保守的な人の中でも、や

はり安倍さんの今やっている集団的自衛権でも

って、地球の裏側まででも自衛隊を派兵しよう

かということについては、非常に危惧がたって

いると。そういうことについて、先ほど、市長

は、お話ありましたように、これについては、

宿毛市長としてはだめだという方向を明確にし

たのは評価できるわけです。 

 なお、宿毛市長も先ほど触れましたように、

あと１年半です。こういう時期にあって、市民

の信頼をさらに得るような、市長は思想信条は

封印してないと言い直しましたので、それを信

用することにいたしますが、これからも本音を
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出して、議会でも市民の間でも議論を進めても

らいたい、このように思うわけです。 

 このことについて、あえてもう一度、市長の

考え方をお聞きします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 先ほど答弁したとおりでございます。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 今、簡単な答弁をいた

だきましたが、あと１年半、自分の考え方を出

して、真っすぐ進んでいくという答弁をもらえ

るかなと思ったんですが、ちょっと残念な気も

するわけです。 

 この問題については、以上で終わって、次に

進んでいきます。 

 ２番目に、身体障害者等への施策についてお

聞きします。 

 まず、１番目に意思疎通支援事業についてで

ございます。 

 障害者自立支援法が障害者総合支援法に改正

されたことに伴い、これまでの手話通話等が、

意思疎通支援事業に名称変更されました。 

 障害者と障害のない人との意思疎通を支援す

る手段は、手話通話、要約筆記のみならず、代

読、代筆、触手話ほか多くの意思疎通の方法が

幅広く解釈できるようになりました。 

 このことに伴って、意思疎通支援事業の取り

組みが強化されることになったわけであります。 

 私も、障害者関係の催しに参加する機会が多

くありますが、特に要約筆記は、高齢化社会の

進行の中で、参加者に喜ばれています。 

 しかし、宿毛市内における講演その他の行事

では、要約筆記や手話通話などが少ないように

感じます。 

 そこで、意思疎通支援事業を宿毛市行政とし

ては、どのように取り組んでいるか、手話通話

や要約筆記などを中心にお尋ねします。 

 この事業の具体化は、平成２５年３月２７日、

厚生労働省社会援護局傷害保健福祉部企画課自

立支援振興室長からの通知、「地域生活支援事

業における意思疎通支援を行うものの派遣等に

ついて」に基づき、事業を実施しているものと

思われますが、その内容についてお尋ねします。 

 まず１番目に、意思疎通支援事業実施要綱を

作成し、それに基づき、事業を実施しているか

どうかをお聞きします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 身体障害者等への施策についての、意思疎通

支援事業についての質問でございます。 

 身体障害者の方々に対する施策に関し、手話

及び要約筆記の意思疎通支援事業について、利

用と制度の概略及び要綱等の作成状況及び、事

業は適正に実施されているかとの質問であった

と思います。 

 利用につきましては、平成２５年度において

は、手話通訳４５件、要約筆記ゼロ件。平成２

６年度におきましては、６月現在で、手話通訳

８件、要約筆記ゼロ件の実績となっております。 

 制度の概略につきましては、聴覚または音声

機能、もしくは言語機能障害を有する方のうち、

手話通訳者等がいなければ、意思疎通を図るこ

とが困難であると認められる場合に、手話通訳

及び要約筆記を行う者の派遣を受けられる制度

となっております。 

 事業の実施については、社団法人高知県聴覚

障害者協会及び社会福祉法人小高坂厚生センタ

ーに委託し、実施しております。 

 なお、本事業は、全額公費負担となっており、

利用者負担はありません。 

 要綱等の作成状況についてですが、障害者自

立支援法が平成２４年６月に改正され、障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律、いわゆる障害者総合支援法が、平成
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２５年４月に施行されました。 

 これに伴い、同年１２月、宿毛市地域生活支

援事業実施規則の全文改正を行うとともに、必

須事業であります意思疎通支援事業を規定し、

その規定に従い、適正に事業を実施していると

ころでございます。 

 なお、今後の再質問の場合、事務的な、ある

いは詳しい、詳細な数字等が求められる場合も

あろうかと思いますので、所管の福祉事務所長

のほうからお答えをさせていただきたいと思い

ますが、よろしくお願いをいたします。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 今説明をいただきまし

たが、この支援事業の中の手話通話、これにつ

きましては、ある一定、数字が出てきておりま

すが、要約筆記については、全くない、ゼロと

いう結果が出ました。 

 これは、私は手話通話は、それぞれ発信する

ほう、受信するほうは、その内容をわかってな

いと理解できんわけですが、それはそれで必要

でありますし、また、もう一つは、先ほど触れ

たように要約筆記、これは全くゼロということ

ですが、これにつきましては、この手話通訳の

ルールがわからなくても、要約筆記やったら理

解できるという高齢者等もおるわけです。 

 そういった面から、今後、要約筆記について

も取り組んでいただきたいと思います。 

 次に、宿毛市内における現在の登録団体数と

この手話通話、それから要約筆記別にお聞きし

ます。それともう一つ、運営委員会の設置と開

催回数。これは、それぞれ運営委員会をつくら

ないかんことになってますが、運営委員会の設

置年月日はいつなのか。そしてまた、開催回数

はどうなのか、お尋ねします。 

○議長（今城誠司君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（河原敏郎君） 福祉事務所長、

８番、浅木議員の一般質問にお答えします。 

 意思疎通支援事業に関する登録団体数、運営

協議会、それから開催回数についてという御質

問でございます。 

 まず、市内の登録団体数ですが、手話通訳に

ついてはゼロ件です。事業実施するに当たって

は、先ほど述べました聴覚障害者協会への委託

により、高知県手話通訳者登録証の交付を受け

ている方を、その都度、派遣をしてもらってお

ります。 

 その中には、宿毛市内の方が１名おられます。

要約筆記については、「さくら」という要約筆

記のボランティア団体での登録が１件ございま

す。 

 次に、運営協議会についてですが、宿毛市単

独で設置していました自立支援協議会を拡大す

るため、平成２２年１０月に大月町、三原村、

宿毛市の３市町村が共同で地域の障害福祉シス

テムを構築するための中核的な役割を果たすこ

とを目的とし、幡多西部地域自立支援協議会を

立ち上げました。 

 具体的には、地域における障害者等への支援

体制に関する課題についての情報共有、関係機

関等の連携強化、地域の実情に応じた体制の整

備についての協議を行うもので、設置について

は、障害者総合支援法第８９条の３第１項に規

定されておりますように、努力義務とされてお

るものでございます。 

 その委員の構成としましては、行政はもとよ

り、授産園や社協といった社会福祉事業所等も

含め、２０名の委員を委嘱することで運営をし

ております。 

 また、本協議会は、全体会、事務局会、市町

村部会、専門部会で構成をされており、必要に

応じてそれぞれの会を実施しており、開催回数

としましては、平成２５年度には事務局会を１

回、専門部会を１２回実施しております。 

 全体会と市町村部会については、障害福祉計
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画の見直しが行われる際に開催をしておりまし

て、昨年度は計画期間中となっていたこともあ

り、開催をしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 今、御説明をいただき

ましたが、私が見る限りでは、市町村別に立ち

上げないかんみたいな、この運営委員会という

ものを、そういうふうに通達を見てとったわけ

ですが、これは広域といいますか、周辺市町村

をまとめてやってもいいということになってい

るのかどうか、そこのところだけ確認させてい

ただきます。 

○議長（今城誠司君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（河原敏郎君） 浅木議員の御

質問にお答えします。 

 市町村単独で協議会の設置が義務づけられて

いるのではないかということですが、障害者総

合支援法の中では、共同で、または単独で設置

することができるとなっております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 今、説明を受けました

ので、納得しました。 

 次に、この意思疎通支援事業に対する予算措

置はどうなっているのかについて、お尋ねしま

す。 

 障害者総合支援法の事業として、厚生労働省

所管の障害者福祉予算で賄われていると思いま

すが、これに対する年間予算総額、また共同で

やっているということであれば、その運営委員

会にかわる協議会の場合も、それぞれ市町村か

ら分担をするようになっているのかどうか、そ

の点をお聞きします。 

 あわせて、要約筆記、手話通話等をやっても

らう場合、支出基準、支払い基準、こういった

ものについてはどうなっているのか、あわせて

お聞きします。 

○議長（今城誠司君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（河原敏郎君） 浅木議員の一

般質問にお答えします。 

 予算措置の状況と支出基準ということでござ

いますが、まず、予算措置の状況ですが、平成

２５年度は、４５件で２２万８，２６０円の支

出を行っております。 

 そのため、本年度におきましては、当初予算

では、地域生活支援事業委託料として、まとめ

て計上をさせていただいておりますが、そのう

ち意思疎通支援事業につきましては、昨年度並

みの２２万２，７００円を予算計上しておりま

す。 

 また、支出基準ということですが、手話通訳

者派遣については、手話通訳者１人当たりで申

しますと、３０分までは１，０００円で、その

後は３０分刻みで５００円加算されていきます。

派遣が２０時以降となった場合は、さらに５０

０円加算されます。 

 そのほか、旅費を実費、派遣手数料を１件当

たり５００円としており、それらを合計した金

額を委託料として支出しております。 

 要約筆記者派遣事業としては、３０分までが

５００円で、その後は３０分刻みで５００円加

算されていきます。 

 そのほか、旅費は実費、派遣手数料は１件当

たり５００円、パソコン等を使用しない場合は、

ロール代やペン代として１件当たり８００円と

しており、それらを合計した金額を委託料とし

て支出をしております。 

 以上でございます。 

 申しわけありません。市町村の運営費の分担

金についてですが、済みません、確認をしまし

て、後ほど答弁をさせていただきたいと思いま

す。 

○議長（今城誠司君） 福祉事務所長。 
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○福祉事務所長（河原敏郎君） 失礼しました。 

 運営協議会の運営費に関する分担金ですが、

それぞれの市町村で負担をすることになってお

りまして、分担金としては発生をしておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 今、事務的な説明につ

いては、説明をいただきました。ほぼわかりま

したので、最後に市長にお尋ねします。 

 先ほど、説明していただいたように、この事

業については、まだまだ普及が進んでいないと

いうふうに、宿毛では思うわけです。 

 私もあちこち行ってみた、先ほども述べたよ

うに、要約筆記を会場でやっているところは大

分あるわけです。そういった面から、今後、こ

の意思疎通支援事業、特に手話とか要約筆記、

こういうものについて、どのように普及をして

いくのか、市長の考え方があると思いますので、

お聞きしたいと思います。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 普及拡大についてですが、議員御指摘のよう

に、本事業を必要とされる方々に対しては、適

時、周知を図っていきたいと考えております。 

 また、講演会などの公的事業については、現

在も主催者側による手話通訳者等の配置もふえ

るなど、一定、普及への取り組みがあるものと

認識しております。今後も、普及拡大に向けて、

手話通訳者や要約筆記者を活用していただくよ

う、公的事業へのより一層の取り組みを働きか

けてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 今後の普及につきまし

ては、今、市長のほうから一生懸命、取り組ん

でいくというような意味のお話をいただきまし

たので、それを期待して、この意思疎通支援事

業についての質問は終わります。 

 次に、パーキングパーミットについて、お尋

ねします。 

 パーキングパーミット、これは障害者等用駐

車場利用証交付制度でございます。これは、障

害者等用に設置されている駐車場に、障害者等

でない人が車をとめ、障害者等が利用できない

という現状を改善するためにつくられた制度で

あります。 

 障害者の中には、内部障害、例えばペースメ

ーカー装着者など、外見では障害者かどうかわ

からない方もあり、このため、障害者等用の指

定駐車場に、障害者等でない人が駐車をしても、

施設管理者が施設の適正な利用について、必要

な指導を行うことができない状況がありました。 

 こうした状態を改善するため、高知県は障害

者等用駐車場が利用できる対象者を明確にする

ため、申請のあった障害者に利用証を発行する

ことにしました。 

 利用証の発行を受けた方は、指定された障害

者等用駐車場を利用するときには、フロントガ

ラス付近に表示し、適正な利用者であることが

誰にもわかるようにするものであります。 

 この制度は、平成２３年２月から運用が開始

され、高知県下の公的施設はもとより、民間施

設でもこの制度に基づく身体障害者等用駐車場

の設置が広がりつつあります。 

 今、ここへ私が持ってまいりましたが、これ

は皆さん、よく見かけると思いますが、これは

障害者でありますという印ですね。これを車に

表示する。これは量販店等、どこでも売ってい

るので、言いかえれば障害者であってもなかっ

ても、手に入れることができるわけでございま

す。 

 しかし、今、話をしましたこのパーキングパ

ーミットについての証書というものは、こうい
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うものになっております。 

 こういうものを発行してもらって、これを車

の内側の見えるところへかけておいたら、これ

はこういう県の発行したものを持っている、本

当の障害者だということが、施設管理者からわ

かるという表示になっているわけです。 

 こういうものを申請して発行してもらうと同

時に、これは使える場所がなかったら意味がな

いわけです。通常の身体障害者マークのある駐

車場では、これ要りませんので。そうじゃなし

に、これと同じような表示のある駐車場。宿毛

では、私も気をつけて見よるわけですが、片島

のほうのある量販店の駐車場に１カ所見かけま

すが、ほかでは余り見かけないと。 

 また、公的施設でも、宿毛ではまだ見かけて

おりません。 

 宿毛市内では、今、言うたように、またこう

いう表示のある公的施設の駐車場はないわけで

すね。こうしたことから、障害者等に優しいま

ちづくりの一端として、この制度を他の市町村

並みに普及すべきではないかと提起し、幾つか

の点について質問します。 

 制度の概略について、まず御説明いただきた

い。 

 利用証発行を受けることができる対象者、発

行申請の方法、利用方法、こういったものにつ

いてお尋ねします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 パーキングパーミットについての制度の概略

ということで御質問がございましたけれども、

浅木議員、るるその概要等については、詳細に

質問の中で内容を言われたというふうに思って

おります。 

 今後の、もう一つありました対象者や申請の

方法等、このようなことについては、今回も詳

細なことがずっと、るる出るのではないかと想

定しておりますので、所管の所長のほうからお

答えをさせていただきたいというふうに思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（今城誠司君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（河原敏郎君） 福祉事務所長、

浅木議員の御質問にお答えします。 

 対象者申請の方法、使い方についての御質問

であります。 

 対象者としましては、身体、知的、精神障害

者で手帳をお持ちの方のうち、一定の等級以上

の方、発達障害者で移動に介助者の特別な注意

が必要と、医療機関等が認めた方、介護認定を

受けた高齢者、特定疾患医療受給者証をお持ち

の難病患者、けが等により一時的に車椅子など

を使用している方、妊産婦の移動に特に配慮が

必要な方を対象としています。 

 申請の方法についてですが、本制度は高知県

知事の認定を受ける必要があり、指定の申請書

に必要事項を記入し、身体障害者手帳等対象者

の身体状況を確認できる書類をお持ちいただく

ことで申請を行います。 

 申請の窓口としては、高知県障害保健福祉課

及び幡多福祉保健所で受け付けております。 

 なお、お急ぎでない場合は、市の福祉事務所

において受け付けを行うことができます。 

 使用方法については、こうちあったかパーキ

ング利用証というものが発行されますので、そ

の利用証を車のルームミラー等、外から見えや

すい場所に掲示し、障害者用駐車場や、こうち

あったかパーキング駐車場の表示がある駐車場

で利用していただくことになります。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 今、制度の概略につい

て御説明をいただきましたが、続けて、宿毛市

における利用証の発行数、これはどうなってい

るのかをお聞きします。 
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 あわせて、宿毛市内のこの制度に基づく駐車

場設置数が幾らあるのか、このことの２件につ

いてお尋ねします。 

○議長（今城誠司君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（河原敏郎君） 福祉事務所長、

利用証の発行数、それから市内での設置数とい

う御質問でございます。 

 まず、利用証の発行数についてですが、平成

２６年３月末時点の数字となっておりますが、

総数で１３４件の利用証の交付となっておりま

す。 

 それから、宿毛市内での設置数ですが、まず、

市の本庁舎や文教センターなどの関連施設を初

め、国、県の出先機関、福祉センターや土佐く

ろしお鉄道も含めた公共施設においては、１６

施設の登録があります。 

 民間施設においては、量販店やコンビニとい

った商業施設や医療機関等で３４施設の登録が

あります。 

 公共、民間を合わせ、５０施設で登録があり、

スペース数は合計９０台分を確保している状況

でございます。 

 登録があった際に、高知県の担当課からは、

先ほどの表示用のステッカー、こうちあったか

パーキング駐車場、こういった利用証が発行さ

れるわけですが、ステッカーを張りつける場所

の問題や、ステッカーを掲示する等、利用証を

持っていない障害者の方などが駐車できないと

いうこともあり、施設管理者の判断により、あ

えて表示していないところが多いというのが現

状となっております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 今、御説明をいただき

ましたが、所長に説明してもらったのは、私が

聞いたのは、宿毛市内でという前提で聞いたん

ですが、今のは宿毛市内にあるものということ

で理解しとってよろしいんですかね。 

 私がそれほど見かけてなかったということか

もわからんですが、５０カ所あるということで

すので、そのことを確認させていただきます。 

 なお、それぞれ、まだまだ普及は進んでいる

とはいえない状況ですが、訪問した施設に障害

者等用の駐車場があり、スムーズに利用できる

ことは、当事者にとって本当に安堵の気持ちに

なります。 

 特に、松葉づえや車椅子の人にとっては、雨

天時には施設入り口の直近に障害者等用駐車場

があれば助かります。 

 私も義足を装着するまでは、松葉づえでの移

動でしたので、雨のときには傘を支えるのに大

変苦労し、入り口のそばに身体障害者等用駐車

場があって助かった経験もあります。 

 こういったことから、この制度については、

ますます普及をしていただきたいわけです。 

 そこで、この問題についての最後の質問とい

たしまして、宿毛市における今後の普及拡大の

方法についてお尋ねいたします。 

 私といたしましては、各公共施設へまず１コ

ーナー設置すべきではないか、このように思い

ます。 

 宿毛市役所につきましても、以前は障害者駐

車場は１カ所でしたが、今は３カ所か４カ所に

ふやしていただいております。しかしながら、

この制度に基づく箇所は設置されていないわけ

です。そういった面から、とりあえず各公共施

設へ、まず１コーナー設置していただきたい。 

 先ほどお話にありましたように、全部をこれ

にすると、これを持ってない人は、この障害者

用駐車場に駐車できないということもあります

ので、とりあえず各公共施設に１カ所設置して

いただきたい。設置するべきではないか、こう

思うわけです。 

 それから、民間施設への協力依頼、こういっ
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たものについても、進めていただきたい。 

 それから、市民への制度周知、こういったも

のにつきましても、広報紙すくもやＳＷＡＮテ

レビ、インターネット、こういったものを通じ

て、知らすことができると思うわけです。 

 こういったものに対する取り組みについて、

どのようにお考えかお聞きします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 普及拡大の取り組みとして、公共施設へ１コ

ーナーでも設置してもらいたいとのことですが、

県の登録一覧を見ますと、おおむね設置してい

る状況はありますが、まだ登録されていない箇

所もありますので、そのような施設には、適時、

協力要請等を行ってまいります。 

 また、民間施設への協力要請については、高

知県の担当者が県内の民間施設へ訪問等を行い、

普及を進めてきた経緯もありますので、今後も

県と協力しながら、要請等に努め、宿毛市とし

ては、市のホームページや広報すくも等に活用

し、利用者や施設管理者等に対し、普及啓発を

進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 今、市長のほうから、

この制度並びに駐車場設置について、普及拡大

していく方向に取り組んでいくというお話をい

ただきましたので、この項目についての質問は

以上で終わります。 

 次に、最後の３番目、四国８の字道路につい

て、質問いたします。 

 四国８の字ネットワークは、昭和４１年に高

松市と須崎市間が四国横断自動車道の予定路線

に決まってから、間もなく半世紀を迎えようと

しています。険しい四国の山岳地帯を縫う難工

事のためかと思われますが、四国の果てで完成

を待つ私たちにとっては千秋の思いであります。 

 それでも、東は四万十町まで、西も宇和島市

まで伸び、高知市や松山市への所要時間は随分

短縮されました。 

 早期完成を願う市民のために、より安全で利

便性の高い道づくりのため、宿毛市と関係の深

い、次のことについて質問をいたします。 

 まず、１番目に、現在の進行状況と今後の見

通しについてお聞きします。 

 まず、その中で、四万十町中央インターチェ

ンジから西への延伸の見通しはどうなるのか。

さらに、宿毛インターチェンジから西について

はどうなるのか。早期完成を目指し、宿毛市と

しては、今後どのような取り組みをするのかに

ついてお聞きします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 四国８の字道路に関しての質問でございます。 

 国土交通省四国地方整備局は、平成２６年４

月２５日に記者発表した内容で御報告をいたし

ます。 

 四国全域で整備が行われておりますが、四国

西南部について、説明をいたします。 

 まず、当市に一番関係する中村宿毛道路は、

平成３１年度中に、平田インターチェンジから

宿毛インターチェンジまでの７．６キロメート

ル、そして四万十町から黒潮町に至る片坂バイ

パスは、平成３０年度中に四万十町西インター

チェンジから拳ノ川インターチェンジまでの６．

１キロ。 

 次に、宇和島市の宇和島道路は、平成２６年

度中に岩松インターチェンジから津島高田イン

ターチェンジまでの３．５キロが、供用開始と

なる予定でございます。 

 次に、黒潮町から四万十市に至る佐賀四万十

間については、本年度から事業化に向けた取り

組みが開始されております。 

 先日、愛媛県と高知県知事が連携して要望し
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ていく旨の新聞報道がありましたが、現在、高

速道路の開通している市町村を含め、各県独自

を含め、圏域を越えた関係市町村が、整備促進

期成同盟会を立ち上げ、地元出身国会議員を初

めとして、県議会、市議会と連携する中で、あ

らゆる機会を捉えて要望をいたしております。 

 ２５年度中の活動につきましても、２０回近

い要望活動を、市長、課長あるいは議長、さま

ざまな、副議長も含め、いろんな機会の中で要

望活動を強めてまいってきたところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 今、御説明をいただき

ましたが、まだ完成するまでには大分、期間を

要するというふうに思いますが、今、市長から

お話のありましたように、引き続いて早期完成

に向けて、取り組んでいただきたい、このこと

を申し上げておきます。 

 続きまして、２番目の中村宿毛道路の和田小

森へ建設するインターチェンジ周辺の工事につ

いて、お尋ねします。 

 先ほど議論したとおり、多くの人が早期完成

を待つ道路であり、地元でも可能な協力や妥協

はしているところです。 

 しかし、インターチェンジの出入り口を住宅

地の、しかも既設の市道に沿って建設する選定

をしたため、非常に多くの問題が惹起されてい

ます。 

 地元では、国土交通省から工事内容の説明を

何度も受け、改善点を国土交通省と話し合い中

であります。 

 宿毛市行政としても、地元住民の生活環境を

可能な限り悪化させないよう、国土交通省に要

望するよう、求めるものであります。 

 中村宿毛道路の出入り口が、和田小森の現国

道５６号線と、市道の三差路へ建設される計画

となっているが、このことによって、ラッシュ

時など、交通渋滞を起こさせない構造とする必

要があります。 

 今でも朝のラッシュ時には、車の渋滞が、宿

毛自動車教習所から宿毛大橋近くまで続いてし

まいます。この状態が、さらに延びるおそれが

あります。 

 このことを指摘して、国土交通省に改善を求

めているわけであります。 

 また、国土交通省の担当官も、私たちの、渋

滞がより厳しくなるんじゃないかという質問に

対して、否定はしていません。 

 なぜそうなるかについては、一つの交差点に

中村宿毛道路への入り口と出口、宿毛市道正和

二ノ宮線の入り口と出口、さらに管理道の出入

り口もつくるため、５本の車線が国道５６号線

と交わり、それに交差点の東西と北には横断歩

道も設置され、信号の待ち時間も８０秒になる

ようであります。 

 信号も想像しがたい複雑なものになるものと

思われます。 

 交差点予定地は、現在、朝８時過ぎのラッシ

ュ時には、東へ走る車両が５分間で１１７台も

あり、これを信号で８０秒とめると３１台、約

２００メートル近くも渋滞が見込まれます。こ

うした渋滞の発生は、地元和田地区のみならず、

宿毛市民全体が、今後、長期に苦労することに

なります。 

 中土佐町インターチェンジのように、完成後

に不備が見つかっても、改修は困難をきわめま

す。こういったことから、こういう渋滞を発生

させない構造にするよう、国土交通省に求めて

いただきたいわけですが、このことについて、

市長の所見をお伺いいたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 交差点の件についてでございますけれども、
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現在、国土交通省と高知県警察本部との間で交

差点協議が行われており、その内容等について、

中村河川国道事務所により、地元説明会が実施

されております。 

 浅木議員におかれましても、地元でございま

して、この説明会に参加していただいておりま

すが、地元からの意見を取り入れる中で、より

よい交差点になるよう、働きかけをしてまいり

たいと思いますので、どうか今後とも御協力を

いただきますようお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） よりよいものにするよ

うに求めていくということでありますが、先ほ

ども述べましたように、でき上がってしもてか

らでは、なかなか改善はできないということで

すので、今のうちに、宿毛市としても、懸命に

取り組んでいただきたい、このよう思います。 

 次に、工事中の安全対策についてお伺いしま

す。 

 工事中の安全対策を徹底して、地元住民の事

故や工事関係者の労働災害を、今後一切発生さ

せないこと。特に、工事関係車両の事故から、

通学児童を守る万全の対策をとることを求める

ものであります。 

 このインターチェンジの工事では、早くも労

災の死亡事故を発生させております。 

 労働者も地元住民にも事故に遭わせない、こ

ういった対策が必要であります。特に、先ほど

も述べましたが、子供を事故に巻き込む、こう

いうことはあってはならないわけでございます

が、こういった安全対策について、宿毛市とし

ても、市民の命を守るという観点からどう取り

組むのか、お尋ねいたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 工事の施工に関しましては、質問の趣旨は当

然のことでありますので、より安全な工事施工

に努めていただきますよう、宿毛市として働き

かけをしてまいりたい、このように思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 今、交通災害等含めて、

災害を発生させないように、国土交通省に指導

を求めていくということですので、昨年みたい

な事故が発生せんように、ぜひよろしくお願い

したいと思います。 

 最後に、国土交通省職員、工事関係者の言動

が非常に地元でも問題になっております。 

 この国土交通省職員や工事関係者の言動によ

って、トラブルも発生しているわけでございま

す。そういった面から、こういう地元住民との

間にトラブルを発生させないような対応を、国

土交通省の職員並びに工事関係者に徹底するよ

うに求めるものであります。 

 現在、国道５６号線沿いの民家３軒は、既に

立ち退きを余儀なくされました。さらに自動車

道入り口近辺の民家２軒も、立ち退きを求めら

れています。工事や立ち退きをめぐって、国土

交通省の職員や建設工事者から、心ない言動を

耳にし、人々は悩まされているわけです。 

 安い補償料で先祖伝来の田畑や住宅をとられ

る者の身になって、役人は事を進めるべきであ

ります。 

 こういったことから、事業を円満に進めてい

くためには、事業全体の進め方も必要でありま

すが、職員の資質、業者の資質、こういったも

のも非常に大事になってくるわけです。 

 そういうことで、地元住民との間に、今後そ

ういうトラブルを発生させないような取り組み

を、国土交通省に求めていただきたい。このこ

とについてお尋ねします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 
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○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 国土交通省の開催する説明会等に、宿毛市の

担当部署も参加をさせておりますので、地元か

らどのような御意見があったかの報告は受けて

おりますが、工事のスムーズな進捗には、地元

の意見を取り入れることは重要と考えておりま

すので、中村河川国道事務所及び地元の議員で

ある浅木議員との情報共有を密にすることで、

トラブル回避可能なものについては、尽力をし

てまいりたいと思っておりますので、どうかこ

れからも、ぜひとも御協力をお願いしたい、こ

のように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 最後に、市長のほうか

ら、私にも協力依頼がございましたが、私は地

元で、地元の要望実現のために取り組んでおり

ますので、そのことにつきましては、逐次、市

長のほうへも報告して、私の立場より市長の立

場でものを言うてもらったほうが効果あるもの

については報告をいたしますので、市長のほう

こそ、ぜひ努力していただきたい、このように

お願いをいたしまして、私の一般質問を終わり

ます。 

○議長（今城誠司君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日は、これにて延会いたします。 

午後 ３時１６分 延会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（今城誠司君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） おはようございます。

１１番、一般質問を行います。 

 きょうの新聞を見ますとというか、きのう、

ここで聞いていたわけですが、市長は市民の幸

せのためという基本姿勢は変わってないという

ことで、市議会議員を始めてから２０数年余り、

一貫してそういう姿勢できたということですの

で、明確な答弁、また市民にわかりやすい答弁

をお願いしたいというふうに思います。 

 それでは、通告に従って質問をしていきます。 

 まず、第一に、宿毛マラソンの現状とこれか

らの予定についてお聞きをいたします。 

 先日というか、もう２週間ぐらい前ですか、

の新聞にも、宿毛マラソンという名称に決定し

たということと、日にちの問題であるとか、数

点のことは新聞報道されていたわけですが、現

在、実行委員会によってどのようなことが決ま

っているのかについて、まずお聞きをいたしま

す。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） おはようございます。

１１番、寺田議員の一般質問にお答えをいたし

ます。 

 宿毛マラソン実行委員会での決定事項につい

て、お答えをいたします。 

 実行委員会においての主な決定事項としては、

大会名、開催日時、コース概要、種目、予算に

ついて決定がなされております。 

 まず、大会名称につきましては、さまざまな

御意見をいただく中で、宿毛マラソンに決定い

たしました。また、より印象に残る名称にする

ために、サブタイトルをつけることに決定いた

しました。 

 開催日については、平成２７年４月１８日、

土曜日に決定し、１２時３０分のスタート予定

となっています。 

 コースにつきましては、細部については、警

察にも御意見を聞きながら、常任委員会や専門

部会を開催し、順次、決定していくこととなり

ますが、大筋といたしましては、主に、以前行

っていた花へんろマラソンの前半コースを活用

するようになっております。 

 具体的には、芳奈の総合運動公園から、主に

県道宿毛津島線を通り、宿毛大橋から松田川右

岸土手を折り返すハーフマラソンコースを２周

するフルマラソンコースに決定いたしました。 

 種目につきましては、大きく分けまして３種

類の部を設定いたしており、まず、２人ペアの

リレー方式で、ハーフマラソンコースを１周ず

つ走る、ペアによるフルマラソン。次に、１人

でハーフマラソンを２周する、１人でのフルマ

ラソン。最後に、１人で１周するハーフの部の

３種類となっております。 

 最後に、予算編成につきましては、収入、支

出ともに１，２９０万円を見込んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 再質問いたします。 

 ただいま、４点ぐらいの決定事項があるとい

うことで、お聞きをいたしました。 

 その中で、今回のコース設定については、ハ

ーフマラソンを２周するというコースを利用す

るということでございますが、特に１人でフル

マラソンを走る方にとっては、同じコースを２

度回るというのは、魅力に欠けるんじゃないか

というふうに思うんですが。フルマラソンを行

うということを、市長として、昨年の１２月の
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時点で公約をした、そのことを守るというか、

そのことを、約束を守るために、ハーフを２周

するというコース設定にしたんじゃないかとい

うふうに思いますが、この点について、市長の

考えをお聞きをいたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 以前、市長がフルマラソンをということを言

ったために、ある意味で見たら、無理に２周す

るようなコースを選んだのではないかというふ

うな質問もございましたが、そのようなことは

ございません。内容については、答弁で答えさ

せていただきますけれども。 

 まず、ハーフコースの設定で２周するフルマ

ラソンでは、ランナーにとって魅力に欠けるの

ではという質問も、中にはございました。 

 ２人で１周ずつ走るペアの部を推奨はしてお

りますが、１人で２周するフルの部のほうにと

っては、現時点では全く同じコースを２周する

わけですから、新鮮味という部分については、

議員御指摘のとおり、懸念しているところであ

ります。 

 しかしながら、松田川を中心とした宿毛の雄

大な自然と、さわやかな春の香り、また同じコ

ースでも、２周目には太陽も西に傾き始め、季

節は違いますが、宿毛湾に沈むだるま夕日をイ

メージしていただき、再度、冬場に宿毛を訪問

していただけるきっかけになっていただけない

かと考えてもおりまして、１周目と２周目で違

った宿毛の自然を楽しんでいただけるのではな

いかと、期待をいたしております。 

 さらに、今回のコースに設定につきましては、

１度中止したマラソンに、新たに取り組むとい

う条件のもと、これまでとは違うものと思って

いただけるものでなければ、ランナーの方々に

も興味を持っていただけないのではないか。そ

のためにも、まだ余り全国的に実施されていな

い２名ペアで、協力してフルマラソンコースを

走っていただくものを全面にＰＲしていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 再質問いたします。 

 ハーフマラソンということで、あのコースが。

今までのフルマラソンのコースとは、また違う

コースになるわけですが、これは、６年ぐらい

前ですか、今までの花へんろマラソンのコース

設定をしたときに、フルマラソンの公認をとっ

ていると思うんですが、今回、このハーフマラ

ソンのコース設定をする場合に、公認コースと

して認定をとって行うのか、また、もし、とる

のであれば、どのような形で予算化するのか。 

 今回、６月議会に提案されてます実行委員会

の補助金の中にそれが含まれるのか、そのこと

についてお返事をいただきたいと思います。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 今回のコースにつきましても、公認をする予

算を、今回の予算の中に計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 予算化をしていると

いうことですので、ハーフマラソン、またフル

マラソンの記録として残るというふうになると

は思うんですが、フルマラソンにこだわって、

先ほど聞きましたように、２周という形をとっ

たんじゃないかというように、私は感じており

ましたので、あえてここでもう一度聞きますが、

ハーフマラソンを中心とした大会にする。また、

小中学生であれば、３キロ、５キロというコー

ス設定をすれば、小中学生の参加も望まれると

いうか、望める。そのことによって、例えば、

今回のスタート時間は１２時半スタートという

ことを予定しているようですが、午前中の時間
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に市民、また市内外の皆さんに、陸上競技場に

来ていただいて、実際に陸上競技場の中へ、施

設内に入っていただいたり、施設を見ていただ

くという、以前行われてました、スポレクのよ

うな形のイベントをセットで行えば、芳奈の運

動公園というか、宿毛市総合運動公園の中に、

より多くの人が来ていただけるような１日のイ

ベントになるんじゃないかというふうに思いま

すが、今から、まだ最終段階を詰めていく段階

でございますので、そういうようなことが計画

できないのか、そういうことのほうが、私はよ

り多くの市民、また皆さんが集まれる大会にな

るんじゃないかというふうに考えますが、市長

のお考えをお聞きいたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 この大会は、以前の花へんろマラソンを実績

とした新たな大会として、マラソンを通じて宿

毛市を全国へＰＲし、全国から多くの方々を呼

び込みたいとの思いから、実施させていただく

ように取り組んでいるものでございます。 

 フルマラソンにつきましては、実行委員会の

中で多くの人を呼び込むためには、全国的にも

人気のあるフルマラソンが適しているのではと

の意見が多く、現在のそのような方針、採用に

至っております。 

 また、できるだけ長く、宿毛市へ滞在してい

だけるように、走り終わった後には、ボランテ

ィアやスタッフの皆さんも参加して、後夜祭を

開催をし、宿毛の海の幸や山の幸を堪能してい

ただく、市民との交流も行うイベントも、あわ

せて開催したいと考えております。 

 御提案いただきました、以前行っていたスポ

レクのような、総合的なスポーツイベントは、

小さな子供さんから御年配の方まで、幅広い年

齢層の方々が参加でき、スポーツへの意識高揚、

市民の皆さんの健康推進に非常に有効であると

考えており、今後もさまざまな企画をしていき

たいと考えておりますが、宿毛マラソンに取り

組んでいくのか、あるいはまた別のイベントと

して取り組んでいくのかも含めて、教育委員会

や宿毛マラソン実行委員会とも連携して、今後

も検討は続けていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） スポレクのようなこ

とについては、今後、検討していくということ

ですので、ぜひ検討していただきたいというふ

うに思います。 

 ただ、今回、フルマラソンのコースについて、

ハーフマラソンコースを利用するということで

すので、これまでの橋上、松田川上流部を利用

した花へんろマラソンのコースということにつ

いては、地域の住民も、これまで一生懸命協力

してきたと。ぜひ、今回、これからの大会も、

利用するようであれば、協力も惜しまないとい

う声も聞いたこともありますが、この沿線住民

に対して、どのように説明をしていくのか。 

 また、隣のウルトラマラソンであったり、四

万十町で開催されてます桜マラソンのように、

やはり地域住民との触れ合いということを考え

ると、２周よりも１回のコースどりというのが、

魅力を持った形になるんじゃないかというふう

に思うんですが。 

 この沿線住民への説明と、継続して、魅力あ

る大会にすることに対して、市長としてどのよ

うな考えをお持ちであるのかについて、お聞か

せを願いたいというふうに思います。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 これまでの花へんろマラソンの開催に当たっ

て、沿線の皆さんにはコースの清掃から、当日

の警備、応援まで、多大な御尽力をいただきま

した。 
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 今回の新たなマラソンのコースの選定におい

ては、ランナーの皆さんを対象に行ったアンケ

ートや、交通の安全面、花へんろマラソンが中

止に至った課題など、総合的に実行委員会等で

検討を行った結果、最終的に宿毛マラソン実行

委員会で決定されたものです。 

 沿線の皆さんにおかれましては、マラソンの

再開を楽しみにされ、再開となれば、これまで

のコースが主体となるのではないかと思われて

いた方もいるとは思いますが、決定に至った経

過を、地区の皆さんに十分説明をし、御理解を

いただいて、引き続き、御協力いただける、そ

ういう形でお願いをしたい。 

 そうした中で、今後も、今までも応援してく

ださいました沿線の皆さんが、さらに楽しみに

していただき、また協力もしていただけるよう

な、そして継続することにつながるような、そ

ういう形で御協力をお願いをしたい、このよう

に思っております。 

 以上です。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 継続していける大会

にしていただきたいというふうには思いますが、

ただ、今回の、今までの実行委員会の中で決ま

っている項目の中で、４月１８日という日程を

設定したというふうにお聞きをいたしましたが、

４年に１度のことではあるというふうには思う

んですが、統一地方選挙の真っただ中というか、

多分、来年の日程、まだはっきりは聞いており

ませんが、県議選が終わり、市会議員選挙の告

示日の前日というふうな日程設定になるんじゃ

ないかというふうに思うんですが、こういう時

期に開催することにおいて、市民の協力、市民

ボランティアの協力であったり、市職員の動き

の中に難しい点が出てくるんじゃないかという

ふうに考えますが、その対策について、何かお

考えでしょうか。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 開催日と統一地方選挙との関係についてです

が、平成２７年４月は、これまでの流れでは、

第２日曜が高知県議会議員選挙の投票日、第４

日曜が宿毛市議会議員選挙の投票日となる予定

であります。 

 しかしながら、今日までの新たな競技に取り

組む検討会や、マラソンの準備委員会や、実行

委員会の検討の中で、４月開催と考えられたも

のであり、４月に開催するのであれば、両選挙

戦にも最も影響が小さいであろうと思われる日

として、市議選の告示日前日を実行委員会にお

いても決定がなされたものであります。 

 実行委員の委員や、市民の中には、選挙にさ

まざまな形でかかわられる方々もいるとは思い

ますが、市議選の告示日ではありますが、マラ

ソンに携わることが可能な方も多くいるのでは

ないかと、実行委員長の私も考えておりますし、

実行委員会の委員も、そう考えていただいてい

る方も多く、実施日の最終決定になったもので

ございます。 

 さまざまな２回の、そのような選挙と重なる

部分はあるんですけれども、可能な限り、先ほ

ど言ったような、動ける方々もたくさんおると

思われますので、全力で取り組んでいきたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 市長は告示日と言い

ましたが、告示日の前日ですので、お間違いの

ないように。 

 ただ、市会議員選挙は、それこそここにいる

市議会議員１４名を決める選挙であり、県議選

というのは、宿毛、大月、三原の地域を代表と

する２人の議員を決める選挙であります。 

 候補者の数等々から、関係する人たちの数を
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考えれば、どちらが多くの人がかかわるのかと

いうのは、必然的にわかると思うんですが、あ

えて市議会議員選挙の前日を設定したというこ

とになると、宿毛市全域で、選挙にかかわる方

も多くいるというふうに思いますので、本当に

その日の決定がよかったのか、市の職員も多分

に忙しい職員が出てくるんじゃないかというふ

うに思いますが、決定したということですので、

できるだけというか、支障のないような大会運

営を心がけていただきたいというふうに思いま

す。 

 マラソンについては、これ以上は質問をいた

しません。 

 次に、職員採用と配置についてということで、

質問通告をさせていただきました。このことに

ついて、質問をさせていただきます。 

 昨年の６月議会に、私、同様の質問を行って

おります。そのときに、市長は答弁の中で、基

本的には全員正規職員でということを言ったと

いうふうに認識しておりますが、現在もそのお

考えに間違いはございませんか。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 昨年６月の適正配置の寺田議員の質問に対し

て、年度により、さまざまな状況等もあります

が、原則、正規職員で採用すべきではないかと、

答弁をいたしております。 

 以上です。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 考えは昨年と同じで

あるというふうに、今、お聞きをいたしました。 

 というところで、現在、宿毛市に正規職員と

臨時職員として配置されている職員の数につい

て、お示しを願いたいというふうに思います。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 平成２６年度の正規職員数は３０４名で、臨

時職員は、６月１日現在、８９名です。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 再質問をいたします。 

 正規職員が３０４名で、臨時が８９名、これ

は庁内だけなのか。千寿園、保育園等も入った

職員なのか、後でお示しを願いたいと思います

が、この臨時職員に対して、かなりな数が、５

分の１ぐらいになるんですか、５分の１強ぐら

いになると思うんですが、全職員の。どのよう

な基準、また選考によって採用をしているのか

について、お聞かせを願いたいと思います。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） まず、臨時職員の人数、

８９名は、庁外も含めてなのかということでご

ざいますが、そのとおりでございます。 

 続いて、職員採用とその配置についてという

ことの、採用についてでございますけれども、

臨時職員の採用は、求める業務内容が各課にお

いて多岐にわたり、異なることから、各課がそ

れぞれ面接を行っております。 

 採用募集については、これまでのハローワー

クにおける求人申し込みのほか、ことし３月か

ら、総務課人事係にて履歴書の提出による登録

制を開始しております。 

 また、選考に当たっては、総務課人事係にて、

面接時における協定書を作成しており、担当課

において、所属長や担当職員による面接を行い、

協定書の基準に沿い、職種による専門能力や求

める業務内容を確実に遂行できるかどうか、見

きわめることとしております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 再質問を行います。 

 臨時職員については、各課でそれぞれ求める

職種によって採用しているということでござい

ますが、それこそ昨年は正規職員が、事務職だ
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けで１５名程度、採用があった。今年度は３名

ぐらいの採用しかなかったというふうに記憶を

していますが、先ほど、市長は、基本的には全

員正職で配置をしたいという気持ちは変わって

ないということも言われましたし、３月の私の

質問に対して、千寿園の指定管理の移行に関係

するスケジュールとの調整もあり、臨時で対応

せざるを得ないというふうな答弁をいただいた

というふうにも記憶をしていますが、実際、平

成２９年度からの指定管理の移行を目指してい

るというふうに聞いておりますが、この２９年

度までというと、ことし２６年度始まったばっ

かりですので、まだ３年間ある。その中で、千

寿園の正規職員は、多分１９名だったと思うん

ですが、その中で９名は最終段階まで、正規職

員としての配置が必要であるということも聞き

ましたので、１０名を３カ年で割ると、大体、

１年、３名から４名程度の配置がえというか、

市の職員として採用していく行程を経なければ

いけないというふうに思います。 

 それから考えると、市の職員の採用は、こと

しの採用が非常に少なかったんじゃないかとい

うふうにも感じておりますが、この千寿園の正

規職員の一般職への組みかえというのは、もう

ちょっと慎重に行っていくべきじゃないかとい

うふうにも考えますが、この点についての市長

のお考えをお聞きをいたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 当然、現在の千寿園の正規職員を迎えるに当

たっては、慎重なそういう対応をしていく。計

画的な形の中で、移行していくように進めなけ

ればならない、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 失敗しましたという

わけにはいきませんので、慎重の上に慎重を期

してやっていただきたいというふうに思います

が、私は千寿園の職員、特に寮母という形で職

についている方が、一般職、事務職にかわると

いうのは、非常に精神的なストレス等もあると

いうふうに感じますし、寮母として長年やって

こられた方が、事務職にはなかなかなじめない。

私はようしないという方もあると思うんですよ。

その方に対しての対応についても、しっかりと

考えて、対応をしていただきたいということを、

この点については申し添えておきたいというふ

うに思います。 

 次に、これはちょっと、また、千寿園とはか

わりますが、職員の配置についてお聞きをしま

すが。 

 これは、その職員の資質や能力について、ど

うこう言うつもりもありませんし、市長の人事

権を侵害するつもりは毛頭ありません。ただ、

今回、４月の異動において、選挙管理委員会の

局長と監査委員の事務局長の兼任辞令がありま

す。これは、来年の統一地方選挙を控えたこの

時期に、大丈夫かというふうに、私は心配する

わけなんですが、この兼任辞令を出したという

ことについて、市長のお考えをまずお聞きをい

たします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 今回の定期異動で、選挙管理委員会の局長と、

監査委員事務局長とを兼任することとなり、選

挙管理委員会の局長が、専任ではありませんが、

これまでの他市の状況や行政実例を見ましても、

兼任の事例があることから、差し支えないもの

と認識をいたしております。 

 また、選挙事務を行う体制としては、係長１

名、兼務職員１名のほか、選挙管理委員会での

事務経験がある職員を初めとする併任発令の職

員が２５名おり、来年度の統一地方選挙に向け、

準備を進めるに当たり、事務に支障はなく、大
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丈夫である、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 事務に支障はないと

いうふうに考えているということですが、事務

の仕事だけが選管の仕事ではないわけで、日々

の選挙にかかわる、また市民からの問い合わせ

等にも対応しなければいけないというふうに、

私は思います。 

 それと、監査委員会の事務局についても、例

月であったり、７月には決算監査がある時期で

はないかというふうに思いますが、７月には、

選挙管理委員会も、農業委員会の選挙が予定さ

れているというふうに思いますが、この時点で

決算監査の業務と農業委員会の選挙管理事務が

重複して行わなければならないというふうに思

いますが、このことについても、大丈夫なんで

すか。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 そのような業務についても、支障なく進めれ

る、このように認識をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 職員の能力が高いと

いうことでしょうね。できるということですの

で、これは、それこそあったら大変ですので、

ないようにやっていただきたいと思いますが。 

 この兼職について、私もちょっと、地方自治

法等も見させていただきましたが、地方自治法

の１８０条の３のところで、兼職ということで、

他の執行機関との関係を定義した条項がござい

ますが、この中では、執行機関の長と、もう片

方が補佐する形での定義はなされているという

ふうにも感じるんですが、両方がその部署の長

を兼務するということが、その個人の職員に対

して、非常に負担が重過ぎるんじゃないかとい

うふうに思いますが、これは、できるだけ早く、

一人の職員に負担のかかる形を解消すべきでは

ないかというふうにも思いますが、このことに

ついて、市長のお考えをお聞きをいたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 地方自治法においても、決してそういう形で

の違法性はないというふうに認識をいたしてお

ります。 

 今後のことについては、さまざまな配置体制

であるとか、職員のそのような、今後のいろん

な配置等の中で、考えていかなければいけない。

これで固定したものではないということは、そ

のとおりだと思います。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 次に、このことにつ

いてというか、臨時職員の、先ほど８９名です

か、庁内にもかなり多くの臨時職員がおること

は、私のみならず、ここに座っている議員の皆

様も、よく感じることがあると思うんですが、

見かけない顔がいっぱい、今、ございます。 

 これは、職員間でも、どこの課に属している

職員かわからないという話も聞くんですが、こ

れ、職員証を、皆さん、ここにおられる皆さん

も首からかけておりますが、何か見分けのでき

るような形にできないのか。それと、現在、私

たちの手元にも、職員の配置表というのが、人

事異動後に配付をされておりますが、この中に

は、臨時職員は記載をされておりません。その

採用期間であるとか、時期であるとかいうのも

あるとは思うんですが、できれば各課の中に、

臨時職員も併記した形で職員配置表をつくる、

作成をするということも必要ではないかという

ふうに思うんですが、この点についてお考えを

お聞きいたします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 
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○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 臨時職員が増加傾向にあることから、既存の

職員証ではわかりにくいとの、職員の中からも

声があり、今年度から職員証のひもの色を、正

規職員は青色、その他臨時職員等は緑色へと色

分けを行い、職員証へは課名のほかに、臨時職

員と、新たに明記を行い、改善をいたしました。 

 また、職員配置表への臨時職員の表記につき

ましては、課内においては、表記をいたしてお

ります。 

 職員配置表そのものは、対外的には提出する

ものではございませんので、また臨時職員は、

業務内容や、育児休業や病気休暇の代替等によ

り、雇用期間が異なることから、配置表への記

載は行っておりません。 

 各課に掲示しております職員配置表にて、こ

れは先ほどお答えしましたけれども、配置表に

て御確認いただきたい、このようにお願いをい

たします。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 正規職員が青で臨時

職員が緑ということを、今、初めてお聞きをい

たしましたので、今度から気をつけて、そうい

う形で見させていただきたいというふうに思い

ます。 

 臨時職員であろうと、非常に資質の高い職員

はいっぱいおりますので、それによって見分け

ることにいたします。 

 最後、この職員採用と配置については、この

質問で最後にしたいというふうに思っているん

ですが。 

 以前、一度言ったというふうにも思うんです

が、職員採用について、臨時職員の中からも採

用するような、採用枠のようなことができない

かとか、今、一般企業では、よく取り入れられ

てますインターンシップであるとか、いうこと

を積極的に取り入れて、採用試験の参考にする

ということも、地方行政としてもすべきではな

いか。 

 一般企業は、よりよい人材を早く見い出し、

その職員を採用することによって、企業のレベ

ルアップを図ろうということで、そういう取り

組みもしていると思うんですが、地方行政にも、

そういうことが今、求められているんじゃない

か。よりよい職員を、より早く見い出し、それ

を採用していくということが必要なんではない

かというふうに、私は思いますが、市長の考え

をお聞きをいたしたいと思います。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 寺田議員御提案ございました職員採用におけ

る、臨時職員の皆さんの枠を設けてはとか、さ

まざまな、一定、具体的な提案がなされました

けれども、私どもとしては、より能力の高い、

これからそういう市職員として、どんどん成長

していただける、そういう方を採用したいとい

うのがもとでございますから、さまざま今後も、

採用の方法については検討し続けていきたいと、

このように考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 職員の採用について、

今までもよく言われる、公務員学校出身の方は、

１次試験の成績は、なかなか高いというふうな

こともよく聞きますが、当然、人の技量をはか

る場合に、試験というのが一つの大きな物差し

ですが、そのことだけが、個人の持った能力で

はないというふうに思いますので、皆さんに、

それこそ市長が当選当初に言われましたように、

疑念の持たれないような採用の仕方、またより

能力の高い職員を採用できるように、考えてい

っていただきたいというふうに思います。 

 ということで、次の質問に移ります。 
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 ３項目めとして、再編計画と耐震化について

ということで、通告をさせていただきました。 

 小中学校の耐震化につきましては、これは教

育長にお聞きをいたしますが、先日と言うか先

月でしたかね、の新聞報道で、宿毛市は６２％

余りということで、小数点の数字をよく覚えて

ませんが、という報道がなされました。 

 保護者とか住民にとっては、ほかの市町村と

比べると、ちょっと低過ぎる数値が出ておりま

したので、心配ではないかというふうに思って

おりますが、教育委員会として、もう少し丁寧

に、地域、保護者に説明すべきではないかとい

うふうに思いますが、この点について、御答弁

を願いたいと思います。 

○議長（今城誠司君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） おはようございます。

お答えをいたします。 

 先日の高知新聞に、宿毛市における平成２６

年４月１日時点の学校施設の耐震化率が６２．

２％という報道がなされました。 

 現在、耐震化が完了していない施設といたし

ましては、校舎では宿毛小学校、平田小学校、

松田川小学校、それから宿毛中学校の４校。そ

れから、体育館では、大島小学校、松田川小学

校、橋上小学校、沖の島小学校、宿毛小学校、

東中学校の６校の施設となっております。 

 このうち、平田小学校校舎につきましては、

現在、耐震工事が実施中でございますので、宿

毛小学校、宿毛中学校の両校につきましても、

今夏から耐震工事を実施することとなっており

ます。 

 また、そのほかの施設につきましても、来年

度には補強工事が完了するように、市長部局と

の連携に取り組んでおるところでございます。 

 議員より御質問をいただきました耐震化率に

ついて、もう少し丁寧に説明するべきではない

かとの点でございますが、このことにつきまし

ては、従来より、教育委員会のホームページで、

毎年、一覧表を掲載しております。 

 また、昨年度実施をいたしました再編計画に

ついての保護者との意見交換会の際には、未耐

震施設についての現状と、補強計画をお示しを

してまいりましたが、もう少し丁寧に説明する

べきではとの御提言でございますので、今後、

宿毛市の広報でお知らせする等、説明方法を検

討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 宿毛広報等でという

ことですので、広報であれば、全戸配布という

ともありますので、より市民に知らせる方策を

とっていただきたいというふうに思います。 

 ただ、私は、議会としても、これは何回か議

論をしてきたことですので、ここにいる議員た

ちは、皆さん御存じと思うんですが、宿毛市は

包帯工法、ＩＦ値による包帯工法を採用してお

りますので、これが宿毛市内の小中学校全て耐

震化を終わったとしても、１００％ということ

にはならないんじゃないかというふうに思って

おりますが、このＩＦ値での耐震化によって、

文科省のいう耐震化でいうとどれくらいの耐震

化率になるのか、最終的な。これが１００％に

なればいいんですが、そうじゃないというふう

にも感じておりますので、そのことも、どのよ

うな形で保護者等に知らせていくのかについて

お聞きをしたいと思います。 

○議長（今城誠司君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） お答えをいたします。 

 御承知のように、耐震工法については、３種

類ほどの方法がございますが、宿毛市において、

ＩＦ値で改修を行って、耐震化率はどのように

なるのかと御質問でありますが、ＩＦ値に限ら

ず、ＩＳ値以外の基準により、耐震化をした施

設については、先ほど申し上げましたように、
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文科省の発表をする耐震化率には反映されるも

のではございません。 

 そのために、ＩＦ値で補強工事を行う宿毛小

学校の校舎につきましては、今後も発表される

耐震化率には、反映されないこととなっており

ます。 

 しかしながら、議員の皆様も御承知のように、

宿毛市としましては、ＩＦ値による基準の有効

性については、十分であると判断をいたしてお

りますので、宿毛小学校の校舎も含めまして、

全ての学校施設について、平成２７年度中には

耐震化が図れるように、現在、取り組みを進め

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） ＩＦ値によっての耐

震化で、宿毛市内の小中学校全ての学校が耐震

化できる、２７年度中には完了する予定である

ということですので、これは市民の皆さんにも

知っていただきたいし、ある程度で、ある面で

は安心をしていただきたいというふうに、私も

思うんですが。 

 これ、きのうの山戸議員の質問の中で、きょ

うの高知新聞にも、議会報のところで出てます

が、ちょっと気になったので、これを市長にお

聞きをしたいというふうに思いますが。 

 市長は、宿毛小学校は避難場所としては、利

用は可能であるというふうに、きのうの質問の

答弁で、したというふうに思います。新聞にも

そのように書いて、緊急避難場所という書き方

ですが、新聞は。というふうに書かれておりま

すが、この避難ビルとしては、指定はしないと。

ただ、個人の責任で緊急避難場所として避難す

ることについては、可能ですよというのは、ち

ょっとわかりにくいというか、もっとはっきり

と、基本的には避難場所じゃないですよという

ふうに言うべきじゃないかと思うんですが、こ

の点については、市長、答弁ができればお願い

したいと思います。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えをいたします。 

 宿毛小学校は、耐震化をしても、避難場所と

して指定はしないということになっております

ので、そのような表現になるというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 避難場所ではないの

で、勝手に逃げ込むという考え方ですか。 

 住民が勝手に逃げ込むことについては、許し

ますよと、市として、いう考え方でいいのか。

もし間違っていれば、また訂正を願いたいと思

いますが、そのように僕は聞こえましたので。 

 できれば、避難場所は、しっかりとした避難

場所を市として指定をし、特にまちの中に住む

住民の方には、震災時、また津波が来るとされ

たときには、ここに逃げてくださいという指導

を、市としてはするべきだというふうに思って

ますので、小学校は指定しない建物であります

ので、そこに逃げ込むことについて、余りこの

ことで議論するつもりはないんですが、そうい

うことになるんじゃないかと。 

 私は、指定しない限りは、そこには逃げない

方向で指導すべきじゃないかというふうに思う

んですが、その点について、答弁があればお願

いしたいと思います。 

 もう１点、昨日の質問の中で、すごく気にな

ったのですが、高台の移転に関して、都市防災

推進事業での予算編成をしているというふうに、

市長は説明をした上で、補助対象外に該当する

事業があったら、補助金の返還も想定している

というふうな答弁をいたしました。 

 これは、最初から返還を想定して、事業展開

をするということが、行政が今からやろうとす
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る事業でいいのかなというふうに感じるんです

が、この補助対象外になるかもしれないという

事業が、もしわかっていればお示しを願いたい

のと、最初からそういう補助事業で対象になら

ない、補助金返還が可能な事業を事業の中に組

み込んでやっていくということが、行政として

正しいやり方なのかについて、市長のお考えを

お聞きしたいと思います。 

○議長（今城誠司君） 寺田議員に申し上げま

す。会議規則５５条の議題外にわたっておりま

すので、今後、発言に気をつけてください。 

 １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 通告になかったとい

うことで、答弁ができないということですので、

あえてこれ以上は聞きませんが、その前段の耐

震化について、これは耐震化に関連して、その

避難場所として指定していないところにという

のは、このことについても、市長として答弁が

ないのか。もしあればお願いをしたいと思いま

す。 

 あると思いますので、答弁をお願いをしたい

というふうに思います。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 宿毛小学校の耐震化後の避難場所のことにつ

いてでございますけれども、宿毛市が避難場所

として指定をしているのは、その建物が、例え

ば夜間であっても、それなりにきちっとそこに

避難をできるような、人が配置されているとか、

あるいは外階段で屋上に、市民誰でもあがって

いけるとか、そういう建物について、また指定

をしております。 

 ですから、宿毛小学校に関しては、夜間誰も

いない、そういう状況にございますので、しか

もまた、もう一つは、すぐ裏に忠霊塔という、

高台も整備しておりますので、できるだけ、ま

ず一時避難場所としては、高台に避難をしてほ

しい。 

 しかし、さまざま避難できない、あるいはま

た、災害によってさまざまな事象が発生すると

思いますので、そうした場合には、個人の責任

になるわけですけれども、しかし、非常時です

から、私はその辺のところは、個人個人勝手に

とかいう判断が強くなるのではなくて、非常に

公的な意味に、公的といいますか、社会的な今

の状況の中で、私は納得できる状況が含まれる

というふうに思います。 

 そういう点では、地域の地区長さんとも事前

に確認をとるとか、いろんな形で、非常時の場

合、避難場所ではないけれども、市民の皆さん

がそういう非常時には使うことのできる、ほか

に逃げることのできない人たちには、そこに避

難してもらうということも、私は可能であると

いうふうに答弁をしたつもりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） このことについては、

もう通告外ですので、これ以上は聞きません。 

 この再編計画について、続けてお聞きをいた

しますが。 

 この３月に教育委員会が発表した再編計画の

中に、橋上中学校は３６年度まで、現在の小学

校の生徒が全員、橋上小学校の生徒が橋上中学

校へ入学すればということを前提に、３６年度

まではということで書かれておりますが、昨年

もことしも、校区外通学ということで希望があ

り、橋上中学校に、昨年入学したのは３人、今

年度は１人ということで、教育委員会の想定と

は大きく変化をしているというふうに、私は感

じておりますが、この状況を、教育委員会はど

のように認識し、判断をしているのか、まずこ

れについてお聞きをいたします。 

○議長（今城誠司君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） お答えをいたします。 
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 再編計画策定時の教育委員会の想定を、大き

く変化していると思うが、この状況をどのよう

に判断しているのかという御質問でございます

が、再編計画の見直しに際しましては、検討し

た資料でありますところの、今後の児童生徒数

の予測は、あくまで住民基本台帳上の子供の数

字のみを基準としております。 

 このため、議員が御指摘の校区外通学を初め、

例えば県立中学校であるとか、私立中学校へ入

学する子供たちの数については、想定はできて

おりませんで、現再編計画において、橋上中学

校については、生徒数が現状の予測で推移をす

れば、つまりは、橋上中学校区の子供たちが全

て橋上中学校に進学をすれば、という仮定的な

条件において、平成３６年度をめどに統合する

という表現にしております。 

 過去に、議会におきましても、現状に変化が

あれば、再編計画を適宜見直す必要があるとい

うふうに答弁させていただいておりますように、

今後もそのような想定外の状況が続くようであ

れば、再度、再編計画の見直しについては、検

討する必要があるのではないかというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 見直しも含めてとい

うようなお返事でしたが、やはり地域住民とし

ても、校区外に通学する子が年々出てきている。 

 しかし、教育委員会は、昨年の夏時期に一度、

各学校での状況等を聞き取り調査に来ただけで、

一切、それからの地域との話をするような時間

の設定もされてない。 

 その上に、今年度は１人しか入らなかったと

いうことで、非常に不安に思っているというの

が現状ではないかというふうに思うんですが、

ぜひ教育委員会、また市長も一緒になって、地

域の人と話し合い、今後の学校のあるべき姿、

子供たちをどのような形で教育をしていくのか、

これを話し合う場をもっていただきたいと思う

んですが。 

 これは教育長と市長にお聞きしますが、特に

この少子化というか、生徒数の減少が著しい橋

上地区の住民、保護者とこれからどのような形

で向き合っていこうと思っているのか、それを

お聞きをしたいと思います。 

○議長（今城誠司君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） お答えをいたします。 

 もっと保護者、地域との対話を持つべきであ

ると思うがとの御質問でございますが、昨年度

の取り組みにつきましては、御承知のように、

夏に保護者と意見交換会を実施したことを初め

としまして、その後においても、数回にわたり

まして、各学校のＰＴＡの会長さん、それから

副会長さん等に集まっていただきまして、意見

交換会を実施いたしました。 

 その際には、橋上小学校、中学校においても、

ＰＴＡ会長さんや会長代理さんに参加をしてい

ただきまして、橋上地区における率直な御意見

もお伺いをいただく中で、現在の再編計画を策

定をしてまいりました。 

 しかしながら、先ほどの質問でお答えをさせ

ていただきましたように、今後、橋上中学校へ

の生徒の入学が予想どおりに推移しない状況が

続く状況等に変化があれば、必要に応じて、保

護者の皆様を初め、地域の皆さんとの対話を検

討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 寺田議員の質問にお答

えいたします。 

 もっと地域の皆さんや保護者の皆さんと話し

合いをすべきではないかという御質問でござい

ました。教育長の答弁同様、地域の皆様からそ

のような要望があれば、いつでもそのような会
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を催し、意見を聞いていきたい、このように思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 話し合いをしていく

ということですので、これからは積極的にして

いただきたいというふうに思うんですが、ただ、

現在、小学校のほうには、逆に宿毛方面から校

区外通学ということで、３名の子供たちが通学

をしてきております。 

 中学校においても、交通手段さえあればとい

うことで、そのような気持ちのある保護者、子

供等もあるというふうにも漏れ聞こえているん

ですが、例えば、特区のようなもの、また特認

校の指定をする等のことにおいて、橋上小中学

校へ子供たちが通学することを、教育委員会と

して真剣に考えてみてはどうかというふうに思

うんですが、これは教育長にお聞きをしたいと

思います。 

○議長（今城誠司君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） 御提言ありがとうご

ざいます。 

 宿毛市教育委員会におきましては、昨年の１

２月議会で答弁をさせていただきましたとおり、

指定校変更につきましては、保護者の意見を可

能な限り尊重させていただいております。 

 ただし、指定校変更が行われた場合の通学方

法については、各学校とも、各家庭による送迎

などをお願いをしております。 

 現在のところ、議員のお話のように、宿毛方

面から橋上地区への指定校変更についての保護

者からの要望については、中学校ではございま

せんが、通学手段について、検討しておりませ

んけれども、今後そのようなお話があった場合

には、指定校変更基準に沿って、検討をさせて

いただきたいと思っております。 

 また、通学特区の指定につきましては、昨年

の３月議会の答弁で、私のほうから報告させて

いただきましたとおり、本市におきましては、

複式学級の改善を図りながら、学校の適正な規

模、適正な配置を考慮して、学校再編計画を策

定して、学校を再編することによって、教育効

果を図るように取り組んでいるところでありま

すので、現在のところ、特認校を設定するよう

に考えてはおりません。 

 しかしながら、さまざまな条件で、学校に行

けない子供であるとか、どうしても学校では勉

強したいけれども、校区の中の学校には行けな

い子供については、いろいろな方法があるとは

思いますけれども、その中の一つとして、橋上

小中学校を選択することは可能であるというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 橋上地域というのが、

これまでも私も、何度もこの場でも例に出しな

がらきたことがあるとは思うんですが、非常に

地域性の温かい、子供たちを受け入れる環境も

ありますし、これまでも不登校であった子供た

ちが、笑顔で卒業したという例も出させていた

だいて、ぜひ小さいながらも、一生懸命、子供

たちの学力の向上、またクラブ活動等について

も、一生懸命やろうという姿勢を見せている学

校に、子供たちが笑顔で通える環境づくりを、

教育委員会としても真剣に考えていただきたい

というふうに思います。 

 今回、先ほどの質問の中で、通告外というこ

とで言われましたが、大きく捉えて、私は学校

再編の中での項目であるというふうに感じて質

問をさせていただきましたが、議会の場で、は

っきりと説明のできる行政であってほしいとい

うふうに思って聞きましたが、いろいろな指摘

がありました。 

 私は、この議会、毎回のように質問させてい
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ただいてますが、よりよい執行部と市民とのか

け橋となれるように頑張っていっております。 

 これが、皆さんの批判であれば、そうなんで

すが、これからも一生懸命、議会として、議員

として努めていきたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 これで私の質問を終わります。 

○議長（今城誠司君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午前１１時１３分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時２３分 再開 

○議長（今城誠司君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） １３番、一般質問を

いたします。 

 宿毛小学校の改築について。 

 １番目として、避難行動要支援者、高齢者、

身体障害者等への対応について。 

 地域住民、特に高齢者の方からは、高台まで

は逃げることができないので、宿毛小学校に避

難したいという声が多数あるが、こうした方々

への対応について、市長はどのように考えてい

るか。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 濵田議員の一般質問に

お答えいたします。 

 まず、避難行動要支援者への対応についてと

いう形での御質問をいただきました。 

 まず、高齢者や身体障害者の方など、避難行

動要支援者の避難につきましては、やはり地域

住民同士の助け合い、いわゆる共助の部分が肝

心でございます。 

 そういった方たちの避難方法を、地域で話し

合っていかなければならないと考えています。 

 次に、宿毛小学校を津波避難場所とすること

についてですが、まず、近辺の避難場所を整理

しますと、宿毛小学校裏山の忠霊塔、水道課付

近の高台などがございます。 

 また、津波避難ビルとしては、市役所、ハイ

ツ江ノ島、大井田病院を指定しておりますが、

新たにＪＡ宿毛支所屋上への屋外階段を設置予

定であり、また、文教センターの南側に民間企

業の社屋建設が検討されているということをお

聞きしていますので、今後、津波避難ビルがふ

えていくことが見込まれる状況であります。 

 私としましては、津波からの避難は、まず高

台、どうしても高台まで逃げることができない

と判断した場合は、できるだけ高い建物、津波

避難ビルに避難することが原則と考えておりま

す。 

 また、津波避難ビルの指定の基準といたしま

しては、津波の浸水深以上の高さがあることは

もちろんですが、夜間も使用できることを前提

条件としております。 

 以上のことから、本年３月議会の一般質問で

も答弁いたしましたとおり、すぐ近くに高台が

ある以上、宿毛小学校を津波避難ビルとして指

定することは考えておりませんが、今年度、耐

震化する予定となっておりますので、耐震化後

は、かぎを区長さんに渡しておりますし、緊急

時には避難者が校舎内に避難できるような対策

もとりたいと考えています。 

 いずれにしましても、避難行動要支援者の避

難を考えた場合、学校の階段にしても、高台へ

の避難路にしても、介助が必要なことに変わり

はなく、それならば、より安全な避難場所に避

難できるよう考えるべきだと思います。 

 しかしながら、これも前回の答弁で申しまし

たが、そのときの状況によって、宿毛小学校に

避難することが最善であると判断された場合は、

避難していただくことが可能です。 

 これは、宿毛小学校に限ったことではなく、
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例えば津波が目の前に迫っている状況の中で、

近くに高いところが２階建ての建物しかない場

合には、そのときできる最善の行動として、そ

こへ避難すべきだと考えます。 

 ただ、浸水想定に対して、高さが足りない建

物や、夜間に入ることのできない建物を津波避

難ビルとして、事前に指定することはできない

ということを御理解いただきますよう、お願い

をいたします。 

 なお、先ほども答弁しましたように、現在、

街区におきましては、近隣に忠霊塔や水道課付

近の高台、幾つかの避難ビルもありますし、現

在も萩原の高台や、新たな避難ビルの指定等、

地震、津波への備えとして、さまざまな検討、

準備をしているところでございます。 

 こうした対策を進める中で、街区の高齢者を

初めとした、避難行動要支援者の方々の避難す

る場所がないという事態が決して起こることの

ないよう、官民あげて万全の備えをしてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 再質問をいたします。 

 今、小学校の裏山、忠霊塔の話が出ました。 

 それで、３月議会にも市長に申しましたけれ

ども、２人の方が、障害者用の車でのぼっても

ろうたわけです。それが、全然上まで行きつか

なくて、途中でとまってしまったと。共助がな

ければ、絶対にできないと私は思っております。 

 それで、仮にこれが学校になれば、一応、そ

の階段のところまででも逃げていければ、手を

差し伸べてくれると。スロープで、なかなか後

を振り返って人は助けてくれません。私なんか

も、仮にそうやったら、自分が先に逃げます。 

 それは、はっきり言うて、なかなか共助とい

うて市長は言ってますけれども、共助だけでで

きるものではないです。やっぱり自力でもあが

れるようなことを考えてやらんと、行政として

はだめだと思うんですが、その点、市長はどの

ように思ってますか。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 先ほどお答えしましたように、要支援者、避

難の支援者の方の避難の場合には、これはもう、

当然、自力では難しいわけでして、共助、ある

いは公助、そういう力が、必ず皆さんの力が要

るというふうに認識をしております。 

 そういう点で、先ほども答弁しましたけれど

も、高台の階段と、あるいは学校の階段、そう

いう点では同じような状況もございます。 

 そして、すぐ近くには、市役所にはいつも誰

かが常駐しておりますので、避難場所、避難ビ

ルとして指定しております。ぜひともそういう

場合に、できるだけそういう方が、そういう状

況になったときには、市役所のほうに来ていた

だきたいし、あるいは手前にある江ノ島ハイツ

だとか、そういうところもございます。 

 しかし、それでもなおかつ、一番そこが、小

学校が最善だというときには、私は使っていた

だいて、それこそ結構だと。結構だというか、

使うべきだというふうには判断をしております

ので、決してその辺は事前に区長さんにもかぎ

を渡すなり、このような形で、市役所のほうは

宿毛小学校への避難については、こういう基本

的な考え方を持ってますよということを、地域

の皆さんに知っていただきながら、私は十分理

解していただける、そういうところではないか

と認識をしております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 北村金物店跡に田村

商事さんが避難ビルを提供してくれるという話

がありました。そして、またＪＡ宿毛支店、農

協の跡。跡ではなくて屋根の上ですか、そこに
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も避難場所としてつくってくれると。 

 それはありがたいんですけれども、これ、例

えば車椅子の人とか、そういう方が自分で、一

人で上のほうに逃げれるというような装置は全

然ないんですか、お聞きします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 まず、ＪＡの屋上への避難ビルとして使って

いただくための外階段の設置ですけれども、今

後、計画をしていくわけですけれども、今の段

階では、そのような形で、いろんなつり上げて

いく形であるとか、いう手法も他のところでは、

避難ビルの階段に取りつけもされているような

ところもございます。 

 そういうものが、これは今度、建設される、

補助をいただいて建設する個人のビルについて

も、今後、どのような形で避難階段を、外づけ

階段をつくるのか、その辺のことは、今後もい

ろんな形で判断をして、最終的には決めていか

なきゃいかんと思いますが、現段階では、その

ようなところは、まだ想定はしておりません。 

 以上です。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 要支援者への対応に

ついては、大体わかりました。まだ完璧ではな

いということは、市長も認めますね。市長も、

共助とか公助がなければ逃げられないと、それ

を自助だけでも逃げれるということを、やっぱ

り考えていただきたいと。 

 それについて、お答えをお願いします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 先ほどもお答えしたと思いますけれども、そ

ういう方々であっても、自力で、できるだけ避

難していただけるところまでは避難するという

形にはなるというふうに思います。 

 これはまた、そういう方々に対しては、今後

の宿毛の防災計画の中で、そのような方々に対

して、地域としてどういう形で対応するのかと

いうことについても、論議をして、あるいは地

域とも話し合って、今後の方向を出していかな

きゃいかんというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） それでは、もう一度、

３月にまた質問した問題でございますけれども、

文科省の指針改正について、それをどのように、

学校問題ですね、それをちょっとお答え願いま

す。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 学校整備について、

文科省の指針改定について、まだこれは３月議

会でも指針改正されてないというので長引いた

わけですが、今回、またどのようになっている

か、市長のほうでちょっとお聞きしたいと思い

まして。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 議員も申されましたように、学校施設の整備

の指針については、３月議会でも答弁したとお

り、正式に通知された改定指針ではなく、案の

全容や、それによる財政支援、方法等も、具体

的には示されておりませんので、現時点におけ

る答弁は差し控えさせていただきたいというふ

うに思っております。 

 ただ、報道によると、来月中には指針が具体

的に示されるとの話もお聞きしますので、その

後、勉強を重ねて、議員からお聞きいただく機

会があれば、答弁はさせていただきたい、この

ように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） わかりました。そし

たら、来月中には大体めどがつくということで
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よろしいでしょうか。 

 いや、聞き出したわけではないんですか、文

科省のほうに。 

 一応、結論がまだ出てませんから、指針が示

されてから、もう一度、再質問させていただき

ます。 

 そして、臼杵小学校ＰＴＡの取り組みについ

て、質問。 

 高台よりも現在地への建てかえのほうが工期

が短縮できると、臼杵のほうの人も、宿毛の人

も、皆そのように思っているわけでございます

が、仮にこの高台に宿毛もつくった場合は、１

０年以上の歳月を要すると、そのように私は思

っておりますが、市長、この点について、どれ

くらいの日数がかかるか、もう一度。 

 約、完成までにはどのぐらいの日数が必要な

のか、お答えをお願いします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 先ほどの文科省の指針については、先ほど言

いましたように、その方針の具体的なものが出

るので、来月には出るので、今後、我々として

も勉強を重ねて、そのことに対しての対応を検

討していくということの答弁でございます。 

 それから、現在の高台造成してますところに

改築ということになると、やっぱりまだ、めど、

まだ人様の土地もあるわけですから、いつ建て

れるとかいうことは言えませんけれども、やっ

ぱり、１０年近くかかるのではないかというふ

うな判断をいたしております。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 再質問を行います。 

 私は、１０年以上も高台を待たなければなら

ないのであれば、宿毛のこの老人の方たちの寿

命がいつまでもつかわかりませんけれども、今、

生きている人たちは、大体が、８０歳近くの人

が、大部分にきているわけです。 

 その人たちが、でき得れば、やはり今の場所

に建ててほしいという要望がたくさんあります。 

 だから、議員の皆さんにも、また執行部の皆

さんにも、まちの、お年寄りたちの声を聞いて

くれということを、私は何回か言ったことがあ

りますが、誰か訪ねてきましたかいうたら、誰

も来ませんという話が、五、六人の方に聞きま

した。 

 そしたら、やはり１０年以上もかかるのであ

れば、今のところで建てれば、安価で、４、５

年で建つんではないかと。もう一度突っ込んで

その話をしてくれと。そしたら、議会の方々も

わかってくれるんじゃないだろうかという話も

伺いました。 

 そして、１年３６５日、２４時間で考えれば、

８，７６０時間ですか。それを、小学生が学校

に行っている間は、就学中の時間がやっぱり１

千五、六百時間から、長くて１，７００時間ぐ

らいだというあれが出てます。 

 しかし、その間、２割にも満たない時間です、

学校におるのは。そして、そのほかは、学校以

外で、家で遊んでいるか、公園で遊んでいるか、

勉強しているか、学校以外のところになります。 

 そういうところの時間が、極端にいったら、

５分の１が学校で、あとの５分の４は自宅、ま

たはそのほかというようになります。 

 そういうときに地震がきた場合は、どのよう

に対応するか。私はやはり一般の方も、生徒も、

お年寄りも、一番避難しやすいのが、現在地で

の建てかえではないかと、このように思ってお

りますが、市長、この点について、どのように

思っていますか。お答えをお願いします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 宿毛小学校の建設位置についての御質問でご

ざいましたが、私としては、まずこの宿毛市の、

特に街区エリアにおいて、２次避難場所がない
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という、こういう現状を踏まえて、２次避難場

所となる高台を早急に整備しなければならない、

このように考えており、高台の整備については、

今後、市をあげて取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 その上で、宿毛小学校についても、今まで議

会や保護者、あるいは庁内のプロジェクト会議

において、意見交換や、協議をしてきたことを

踏まえ、子供たちの安全安心の確保のためには、

高台へ移転することが望ましい、このように考

えております。 

 しかしながら、宿毛小学校については、直ち

に耐震化工事を実施することとなっており、街

区の皆さんの意見、先ほども出ました文科省の

学校施設整備指針の改善等、さまざま考慮すべ

きことがありますので、今後におきましては、

いろんな角度から、再度、勉強してまいりたい、

このように考えております。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 市長の答弁とまちの

人たちの考えの違いというものは、歴然として

おります。 

 私は、市長が公約とか、そういうことはもう

言いませんけれども、やはり夜間のときとか、

そういうことも考慮して、避難場所を設定して

いただきたいと、このように思っておりますが、

それはそれで市長の考えですからいいです。 

 そして、児童生徒の健全な成長に必要な地域

住民と、交流や見守りが可能であり、登下校時

の安全が確保しやすいと、現場所であればです

ね。そういうように皆さんが言っておりますが、

市長はどのように思いますか。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 私としても、子供たちの安全、安心の確保の

ためには、高台へ移転することが望ましい、こ

のように考えております。 

 今後もいろんな角度から、先ほど申しました

ように、耐震化ができると。今までは、耐震化

ができないという前提のもとに、我々は協議も

してきた経緯がございます。耐震化をして、と

りあえず子供たちの、倒壊等からの命を守ると

いうことの担保は、それなりにできるという形

になりますので、今後はそのような、今までの

協議してきた方向に対して、さらにそれをいろ

んな角度から勉強させていただきたいというと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） つい先日も、小学校

から回覧で、５０代から７０代の、黒っぽい服

を着て、帽子をかぶった男性の方が、不審者で

すね、それが横行しているから気をつけてくだ

さいという回覧が回ってきてました。 

 そのことについて、教育長は御存じですか。 

 これで、今度は教育長にお聞きしますけれど

も、不審者対策をする場合、山の上がベターと

思いますか、それとも、今の現状の地がベター

と思いますか、それをお答えください。 

○議長（今城誠司君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） お答えをいたします。 

 せんだっての不審者については、宿毛警察署

の補導係、それから青少年育成センターのほう

でも、十分に調査をしましたけれども、その件

については、誤報であったということで、処理

をしております。 

 それから、もう一つの御質問であります、子

供たちの見守りについては、昨日、山戸議員の

御質問にお答えをしましたように、いろいろな

形で、高台であろうと平地であろうと、子供た

ちの生活、それから環境については、地域の

人々が見守っていくべきであると考えておりま

す。 
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 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 見守ってくれること

は確かにありがたいことではございますが、や

はり、山の上で見守るのと、今、自分が起きて、

住んでいるところで見守るのと、全然見守り方

が違うと思うんですが、その点についてはどの

ように判断してますか。 

○議長（今城誠司君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） お答えをいたします。 

 現在、幡多郡内にもたくさんの高台にある学

校がございます。近隣では、大月の中学校であ

るとか、それから四万十市の西土佐中学校であ

るとかというふうに、地域とはかなり離れたと

ころに学校が存在しておりますが、それぞれの

地域では、皆さんの協力によりまして、子供た

ちの見守りは十分に行われておりますし、それ

から、学校近辺の方々のサポートも、十分にな

されているということを聞き及んでおりますの

で、宿毛市の場合にも、そういう地域の方々の

見守りは、十分に可能であると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 教育長は、山の上で

も現場所でも、見守りさえすれば同じと。皆さ

んが見守ってくれていると。けど、目が、例え

ば障害物があって見えないところとか、そうい

うところで事件は起きているんですよね。 

 そういうことも加味して、やはり教育長は全

てのことを網羅しなければならないと、私はそ

のように思っておりますが。 

 人目のないところと、人目のあるところで、

どちらが事故が起こりよいか、それは教育長も

一番よくわかっていると思います。 

 そういうような観点からも、やはり現場所に

してくれという父兄からの言葉も、私はよくわ

かります。やはり弱者の立場で考えてやらなけ

ればならないと、そのように思っておりますが、

教育長はどのように思いますか。 

○議長（今城誠司君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） お答えをいたします。 

 議員おっしゃるとおり、子供たちについては、

そういう社会的弱者の立場にありますので、

我々大人が十分に、事故のないように見守って

いくということは、常々大切にしていかなけれ

ばならないことだと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 学校以外にいるとき、

児童生徒が避難しやすく、高齢者や災害弱者の

一次避難場所として、有効活用ができる等の理

由により、私としては、やはり現在地に宿毛小

学校を建設すべきであると考えますが、まずは

教育長に御質問いたします。 

○議長（今城誠司君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） お答えをいたします。 

 先ほど市長も答弁いたしましたように、私と

いたしましても、子供たちの安心安全の確保の

ためには、高台が望ましいと考えております。 

 しかしながら、今後におきましては、先ほど

の市長の答弁同様、いろいろな角度から、再度、

勉強してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 再質問をいたします。 

 教育長は、高台は安心安全という、安全安心

ですか、そういう言葉を何回となく、私は聞き

及んでおりますが、私は、夜間に津波が来た場

合、教育長、小学生の子に聞いてみたんです。

どこが一番ええかと。今の学校がええか、５０

０メートル先の高台のほうがええか。誰しも、

今のところへつくってくださいと。近くのほう

が、より安心できますという答えをいただいて

おりますが、その点について、教育長はどう思
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いますか。 

○議長（今城誠司君） 教育長。 

○教育長（立田壽行君） お答えをいたします。 

 夜間についての、議員の御質問でございます

が、学校におる時間、それから学校での生活時

間については、学校で責任を持って避難、ある

いはそういう退避等についてはしなければなら

ないと思いますが、夜間等については、これは

東北地方にもございましたように、てんでんこ

という言葉がございますので、それぞれの家庭

で、それぞれが最も安全な方法を選んで避難し

ていただくのがベストであるというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 今、やはり山のほう

がベストという言葉をいただきました。 

 確かに、教育長は何度聞いても、やはり山の

上が安全安心という言葉は、私も何回も聞いて

ますが、けど、一番弱者である小学生ですね、

小学校で低学年のお子さん方は、山までよりは、

やっぱりおんちゃん、近いところに建ててくれ

と。市長さんにそうお願いしてくれと、おばあ

ちゃんの約束は、市長さんはここに建ててくれ

るという約束やったと、そういうような苦情も

来ているわけです。また、そういうような子供

たちの意見も、やっぱり私は聞いてやるべきじ

ゃないかと。 

 じゃけん、一応、２月２６日ですか、文科省

の指針がまだ出てないですけれども、その指針

が出たら、もう一度、市のほうでも、また教育

委員会のほうでも、討議してもらうと、そうい

うように皆さんには伝えているわけですが。 

 これについて、もしそういうあれがあるんな

ら、教育長も、市長もですが、教育委員会、全

ての教育にかかわっている方は、会合なり、そ

ういうようなものをもって、もう一度やるよう

にしてくれんかと、そういう話でございます。 

 これが、教育長、それもできませんという話

ならそれでもよろしいですわ。けど、まちの人

たちの意見も、私は尊重すべきじゃないかと、

そのように思っております。それについて。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 先ほども触れるところはあったわけですけれ

ども、街区の皆さん方のいろんな意見もあると

いうことも承知をいたしております。ですから、

これから時間も、協議する、いろんな勉強会を

する、そういう形もある、意見交換も十分でき

る、そういう時間ができておりますので、今後、

街区の皆さん方からいろんな要望等があれば、

そのような御意見を聞かせていただく、あるい

はまた、こちらからもお話をさせていただく、

そういう会合の場は、ぜひとも、そういう形で

要望があるならば、私はさせていただきたいと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） ありがとうございま

した。 

 一応、そしたら６月議会終了後、７月になる

かあれかわかりませんけれども、宿毛に、一応

その会合はやってくれるということでよろしい

ですね。 

 それから、また、１０月の初旬になると思い

ますが、この間、ライフジャケットをいただき

ました。浅見さんという災害復興支援グループ

「きぼう」の代表ですが、その方が、１０月初

旬に宿毛に来て、東北地方の２００カ所以上の

災害地を回った方です。その方がまた、宿毛で

そのことについて話をしたいと。ぜひ、来てや

ってくださいという話をしました。 

 それについて、市長を初め、教育長、それか

ら教育委員長、皆さんもぜひ出席していただい
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て、そのあれを聞いていただきたい、そのよう

に思っております。 

 それからまた、この方が１０月には、８０着

のライフジャケットを自費でプレゼントしてく

れるらしいです。それも伝えておきます。 

 大体、教育関係はこれで終わります。 

 そして、２番目として、宿毛、髙石橋への照

明器具の整備について。 

 ４月の中ごろでしたか、雨の日の夕方でござ

いましたが、宿毛橋の中より南側のところで、

自転車で傘を差しているおばあちゃんでござい

ましたが、そこで、車で傘をはねられたと。そ

して、すねをつかして、すねに傷をしたという

話を伺いまして、病院へ行きましたかいうたら、

病院も連れて行ってくれらったと。そのまま、

車の人はそのまま行きましたと。 

 確かに４月の６時ごろというと、雨降りなん

か、暗いんですよね。そして、坂ノ下の橋には、

入り口のところ１灯と、それから中の待合のと

ころに１灯と、照明はついてます。しかし、そ

の照明で見えるような明るさじゃないです。で

き得れば、宿毛側の出口のところも１灯、そし

て中にもう１灯というぐらいの照明をつけれな

いものか、市長にお聞きします。 

 そして、二ノ宮と高石との間にある高石橋で

すか、そこも二ノ宮側から高石のほうに抜ける

ときに、急に道が狭くなってます。あれは事故

を起こしてくれといわんばかりの状態でござい

ますので、聞いてみれば、道を拡幅するという

ように伺っておりますけれども、大体、いつご

ろ拡幅するのか、それも聞いておきたいと思い

ます。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 照明施設の整備につい

ての質問にお答えをいたします。 

 宿毛市の市道にかかる橋梁は、全体で３３４

橋、１５メートル以上の橋梁は６６橋でありま

す。 

 その中で、通学路となっている橋梁も多数あ

る中、交通量の多い幹線市道も数橋梁に照明を

設置はしておりますが、ほとんどの橋梁に照明

設備が設置されていないのが現状であります。 

 現在、橋梁の老朽化に伴う橋梁の点検、修繕

化計画を策定しておりまして、地区からの要望

等を勘案する中で、当然ながら検討してまいり

たい、このように考えています。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 大体、予算がない、

予算がないはいつものとおりでございますけれ

ども、やはり災害のための避難道であると。そ

ういう中で、私、わかりませんけれども、何千

円か、１万、２万ぐらいで、充電式のあれが、

太陽光発電がつけれるんではないだろうかとい

う話を聞きましたが、それはあれですか、つけ

てもなかなか、そういうような照明はないもの

ですか。 

 安いがですね、充電式の。橋の欄干に、極端

に言うたら。 

 どうですか、ありますか。二、三万で。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 濵田議員が、安価にできるんじゃないかと。

数万でという具体的な数字も示されたんですけ

れども、公共施設に、しかもソーラーのそうい

う充電工法をとる中で、橋梁に設置するという

のは、なかなかそのような金額では、今はでき

ないのではないかというふうに思っております。 

 ただ、その金額が云々ということではなくて、

宿毛市全体のそういう市道における橋梁と、あ

るいは市道への照明、そういう全体の中で考え

ていかなければならないことですので、そうし

た中で、地区の皆さんとのいろんな要望等、具

体的な、そういう設置する、本当に必要性が高
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いというふうに、我々も認識したら、それは価

格だけではなくて、設置すべきであるというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 二ノ宮から高石へ向

かう高石橋の高石側ですね。そこは急激に道が

狭くなっているわけです。そして、２メートル

以上の落差があります。これは、下手すれば、

大けがをするか、あるいは命を落とす場合もあ

ると。そして、ロープも張られてないわけです。 

 市長は行ったことありますか。お答え願いま

す。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 橋の完成後、工事中には視察させてもらいま

したけれども、完成後は見ておりません。 

 どちらにしても、照明がある、ないにかかわ

らず、道路の安全というのは確保しなければい

けないことですので、それについては、十分、

検討してまいりたい、現場も視察もして、担当

のほうからも行っていただいて、検討したいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） なるべく、そういう

ところなんかには、安全なためにも、照明をひ

とつ、できればお願いします。 

 そして、手押しポンプについて。 

 学校、公園への手押しポンプの設置について。 

 本年３月、梓公園に設置した手押しポンプは、

女生徒や公園ボランティアの婦人会の方々が花

に水をかけたり、有効に活用してくださってお

ります。 

 また、災害のときには、水はいろいろな方面

で役立つのではないかというので、去年６月で

したか、学校、公園に設置すべきではないかと

いう話を持ちかけました。 

 そして、梓公園に１基設置していただきまし

た。それは、大変ありがたく、皆さん使ってい

るそうでございます。 

 それで、でき得れば、学校、そして公園等に

手押しポンプを設置してはいかがかと、そのよ

うに思っておりますが、予算の関係もあるとは

思いますけれども、ひとつよろしくお願いしま

す。 

………………（発言一部取り消し）…………… 

………………… 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） ただいまの質問にお答

えいたします。 

 まず、初めに先の定例会において、濵田議員

からの提案も受け、昨年度、試験的に、小野 

梓記念公園内に手押しポンプ１基を設置いたし

ました。 

 この手押しポンプにつきましては、高齢者や

子供たちにも簡単に利用できることもあり、防

災訓練的な利用や、日常の花木への水やり等、

地域住民の皆様に大変好評であるとの話も伺っ

ております。 

 しかしながら、他の公園や学校への手押しポ

ンプの設置については、津波浸水区域に設置を

しても、震災時には使用できなくなる可能性が

高くなりますので、津波浸水域区域外に今後も

検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） ついでに言わさせて

もらいますけれども、新田なんかのほうも、花

に水をやってくれておる人は、ペットボトルで

持ってきておるんですよ。それで、梓公園には

こういう立派なポンプがついているが、公園な

んか、ボランティアでやっている人なんかのた

めにも、ぜひとも私は必要じゃないかと、その
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ように思っておりますが。 

 でき得れば、そういうところも考慮していた

だきたい。 

 それはもうそれでいいです。 

 それから、一般家庭の助成制度について。 

 ３月のときに、ポンプを、梓公園に見に来て

くれたんです。そのときに、また沖須賀の奥さ

んが来てくれまして、なかなかいいねと。そし

て、これでどのぐらいあれですかといったら、

１カ月以上は１度もくまなくても、真空になっ

ているから空気は抜けません、水はくめますと

いう話をしますと、ぜひとも、うちにもつけた

いというので、沖須賀の方の庭につけました。 

 そういう話をしていると、またある人が、補

助金ぐらいつくったらどうでという話も出まし

て、でき得れば、こういうような災害にも、何

にも活用できるものに、補助金などを宿毛市も

出せばいかがなものかと、そのように考えてお

りますが、市長の答弁をお願いします。 

○議長（今城誠司君） 市長。 

○市長（沖本年男君） お答えいたします。 

 一般家庭へ手押しポンプを設置する際に、助

成制度を創設してはどうかとの質問でございま

す。 

 震災が実際起きた場合に、飲料水の確保とい

う点につきましては、現在、各家庭や自主防災

組織などで備蓄していただくよう、呼びかけて

いるところでございますが、本年度から、市と

しても１０年計画で２次避難場所に飲料水、食

料を備蓄する予定をしております。 

 議員の御提案の手押しポンプにつきましては、

経費や整備後の維持管理を考慮しますと、飲料

水を購入し、賞味期間ごとに、買いかえるほう

が、コスト面、管理面、双方から効率的である

と判断しているところであります。 

 また、先ほども申しましたように、仮に津波

浸水区域へ手押しポンプを設置しても、震災時

には使用できなくなる可能性もありますし、津

波浸水区域外であったとしても、地震の揺れに

よって地盤が変異し、地下水の濁りが発生する

ことや、水位低下により、取水できないといっ

たことも想定されますので、確実性という点か

らも、現時点では、備蓄による飲料水の確保を

優先したいと考えております。 

 御理解いただきますよう、よろしくお願いを

いたします。 

○議長（今城誠司君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 私は、災害のときの

飲料水だけの話をしているわけじゃないんです。 

 例えば、公園なんかで草引きをしてくれたり、

花を植えてくれたりしている人も、もうペット

ボトルじゃ夏は間に合わんと。だから、どうし

てもそういうポンプも必要じゃないかと、私自

身が思ったから言ったわけで、これはあくまで

も飲料水だけに限ったことではありません。 

 まちの中に下水が完備されているところやっ

たら、流したりするのにも、また使えると、飲

料水じゃなくて。そういうようなことを思って

質問したわけでございます。 

 大体のことはわかりました。でき得れば、そ

ういうところにも目をかけていただきたいと、

このように思っております。 

 これで私の一般質問を終わります。 

○議長（今城誠司君） これにて一般質問を終

結いたします。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ０時１６分 散会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（今城誠司君） これより本日の会議を

開きます。 

 この際、議長より報告いたします。 

 濵田陸紀君より、会議規則第６５条の規定に

よる発言取り消しの申し出がありますので、こ

の際、発言を許します。 

 １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） １３番、昨日の私の

一般質問において、手押しポンプの設置につい

ての１回目の質問の中で、表現の不適切なとこ

ろがありましたので、「ひとつよろしくお願い

します。」から、以降の発言について、取り消

しをお願いいたします。 

○議長（今城誠司君） お諮りいたします。 

 ただいまの発言取り消しの申し出を許可する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 御異議なしと認めます。 

 よって、濵田陸紀君からの発言取り消しの申

し出を許可することに決しました。 

 日程第１「議案第１号から議案第１８号ま

で」の１８議案を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。 

 ９番中平富宏君。 

○９番（中平富宏君） おはようございます。

９番、質疑を行います。 

 私が行う質疑は、ページでいいますと３６ペ

ージになります。議案第１５号「宿毛市税条例

等の一部を改正する条例について」の１議案で

あります。 

 開会初日に、市長から提案理由の説明がなさ

れましたが、それでは、どのような内容なのか

わかりませんでした。市民が理解しておかない

と、影響が大きい議案だと思いますので、質疑

をさせていただきます。 

 初めに、今回の主な改正点について、お示し

を願います。 

○議長（今城誠司君） 税務課長。 

○税務課長（岩本昌彦君） 税務課長、９番中

平議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１５号「宿毛市税条例等の一部を改正

する条例について」主な改正点についての御質

疑でございます。 

 それでは、大きく３点ほどに絞って御説明を

させていただきます。 

 初めに、法人市民税率の引き下げについて、

御説明をいたします。 

 このことにつきましては、都市部に法人が集

中していることから生じる地域間税源の偏在性

を是正し、自治体間の財政力格差の縮小を図る

ため、新たな国税として、地方法人税を創設し、

その税収全額を地方交付税原資とする税制改正

が実施されることに伴う税率改正であります。 

 具体的には、新たに課税される予定の地方法

人税の税率２．６％に見合う分の法人市民税率

を、平成２６年１０月１日以降に事業年度が始

まる企業から、順次、現行の１００分の１４．

７を１００分の１２．１に引き下げようとする

ものです。 

 繰り返しになりますけれども、法人市民税は

引き下げになる一方、その引き下げ分に見合う

分が新たな国税である地方法人税で課税されま

すので、現在、国において議論されております

法人税率の引き下げとは異なり、課税対象法人

にとりまして、最終的な税負担に変化はないと

いうことになっております。 

 続きまして、軽自動車税率の引き上げについ

て御説明いたします。 

 このことにつきましては、軽二輪、原付等に

つきましては、平成２７年度より新税率を適用

し、三輪以上の軽自動車につきましては、平成
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２７年４月２日以後に購入した車両に対して、

平成２８年度より新税率を適用しようとするも

のです。 

 この税率引き上げにつきましては、昨年、地

方財政審議会に設置されました自動車税関係税

制のあり方に関する検討会で検討がなされ、与

党税制調査会等での議論を経て、今回の改正と

なりました。 

 議論の過程では、生活の足としての軽自動車

に対する増税に反対する意見もあったようです

けれども、一方、軽自動車の規格変更により、

小型乗用車と軽自動車の性能や環境負荷といっ

た面での差が縮まっており、負担の公平性を図

るべしとの意見も強く、このような結論に至っ

たということでございます。 

 最後に、自然冷媒を利用した冷凍冷蔵機器に

対する固定資産税の特例について、御説明いた

します。 

 このことにつきましては、地球温暖化の防止

に資するため、わがまち特例による課税の特例

として、平成２６年４月１日から平成２９年３

月３１日までの間に取得された、自然冷媒を利

用した一定の業務用冷凍冷蔵機器について、固

定資産税の課税標準の３年度分に限り、価格に

４分の３を乗じて得た額とする特例措置を創設

しようとするものです。 

 なお、わがまち特例とは、地域決定型地方税

特例措置の別称でありまして、平成２４年度税

制改正により、地方税の特例措置について、こ

れまで国が一律に定めていた内容を、市町村が

自主的に判断をし、地方税法の定める範囲内で

特例割合を決定できる仕組みのことであります。 

 以上、本案の主な改正点についての答弁を終

わります。 

○議長（今城誠司君） ９番中平富宏君。 

○９番（中平富宏君） 何点か再質疑をさせて

いただきます。 

 まず、ただいま、課長より、主な改正点につ

いてお示しをいただきましたが、個別の内容に

ついて、少しお聞きをさせてもらいたいと思い

ます。 

 まず、法人市民税率の引き下げを行うことで、

宿毛市の歳入の減額はどの程度になると予想さ

れているのか。 

 また、市の財政に対し、どのような影響が、

今後、想定されるのかをお聞きをいたしたいと

思います。 

○議長（今城誠司君） 税務課長。 

○税務課長（岩本昌彦君） 税務課長、９番中

平議員の再質疑にお答えいたします。 

 今回の法人税率の引き下げに伴う本市財政へ

の影響についての御質疑であります。 

 このことにつきましては、具体的な試算を行

う中で御説明をさせていただきますけれども、

試算に当たりましては、平成２５年度課税分の

６９１社、法人税割課税総額７，４９４万３０

０円をベースにしておりますので、よろしくお

願いします。 

 まず、初めに２７年度課税分につきましては、

２６年１０月１日以降に事業年度が始まる法人

についてのみ減額となりますので、法人税割の

課税額は６，７４５万１，９００円と試算して

おります。そのため、２５年度分の課税額７，

４９４万３００円との差額、７４８万８，４０

０円が減額となる計算となります。 

 さらに、２８年度分からは、全ての法人が引

き下げの対象になりますけれども、その課税額

は６，１６７万４００円と試算しておりまして、

２５年度課税額と比較した場合に１，３２６万

９，９００円の減額となるものであります。 

 ただし、さきに答弁をいたしましたとおり、

この減額見合い分は、新たな国税である地方法

人税によって課税され、地方交付税として還元

されることになっておりますので、本市の財政
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にとりましても、また法人が負担する税額につ

きましても、最終的には中立になるということ

でございます。 

 以上です。 

○議長（今城誠司君） ９番中平富宏君。 

○９番（中平富宏君） 再質疑をいたします。 

 結局のところ、法人市民税率を下げても、法

人のほうも、そしてまた市の財政のほうにも、

余り影響がないというふうに理解をいたしまし

た。 

 次に、軽自動車税率の引き上げ。この引き上

げの金額など、少し具体的な内容についてお示

しを願いたいと思います。 

○議長（今城誠司君） 税務課長。 

○税務課長（岩本昌彦君） 税務課長、９番中

平議員の再質疑にお答えいたします。 

 軽自動車税率の引き上げについて、具体的な

内容を示してもらいたいということの御質疑で

ございます。 

 少し長くなりますけれども、車種ごとに具体

的な税率を御説明させていただきます。 

 初めに、平成２７年度課税分についてでござ

いますけれども、１２５ＣＣから２５０ＣＣま

での二輪軽自動車が、２，４００円から３，６

００円に。それから、原動機付自転車につきま

しては、５０ＣＣ以下のものが、１，０００円

から２，０００円に、５０ＣＣから９０ＣＣ以

下のものが、１，２００円から２，０００円に、

９０ＣＣから１２５ＣＣ以下のものが、１，６

００円から２，４００円に。 

 それから、ミニカー、これは総排気量５０Ｃ

Ｃ以下、または出力０．６キロワット以下の原

動機を有する自動車のことでありまして、具体

的には、バギーでありますとか、ケータリング

用の営業車をイメージしていただければと思い

ますけれども、これにつきましては、２，５０

０円から３，７００円に、また、２５０ＣＣ超

の二輪小型自動車につきましては、４，０００

円から６，０００円に、最後に、小型特殊車両

のうち、乗用トラクター、コンバインなどの農

耕作業用のものが、１，６００円から２，００

０円に、フォークリフトなどその他のものが、

４，７００円から５，９００円に、それぞれ引

き上げようとするものです。 

 次に、平成２８年度課税分からの引き上げと

なるものでありますけれども、まず、四輪以上

の営業用乗用車につきましては、５，５００円

から６，９００円、同じく自家用乗用車につき

ましては、７，２００円から１万８００円に、

また、四輪以上の営業用貨物車につきましては

３，０００円から３，８００円に。自家用貨物

車につきましては、４，０００円から５，００

０円に、それから、三輪軽自動車につきまして

は、３，１００円から３，９００円に引き上げ

を行うものであります。 

 なお、平成２８年度分から新税率が適用にな

るのは、平成２７年４月２日以後に登録された

車両でありまして、平成２７年３月３１日まで

に登録された車両につきましては、旧税率が適

用になります。 

 ただし、２７年４月１日に登録されたものに

つきましては、２７年度課税分から税率が引き

上げになりますので、御購入を検討されている

皆様方におかれましては、御留意をいただきた

いというふうにお願いいたします。 

 また、グリーン化を進める観点から、経年車

に対する重課の導入も規定をしておりまして、

内容につきましては、初めて登録を受けた月か

ら起算して、１４年を経過した月の属する年度

以後の三輪以上の軽自動車について、平成２８

年度以後の年度分の軽自動車税から税率の引き

上げを行うものであります。 

 具体的には、四輪以上の営業乗用車につきま

しては、重課として８，２００円、同じく自家
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用乗用車につきましては１万２，９００円、ま

た四輪以上の営業用貨物車につきましては４，

５００円、同じく自家用貨物車につきましては

６，０００円、そして三輪軽自動車につきまし

ては４，６００円に引き上げを行うものであり

ます。 

 なお、重課の基準は、初めて新車登録をした

月を基準といたしておりますので、例えば、途

中で名義変更をしたとしましても、名義変更を

した月が新たな起算月となるわけではありませ

んので、それまでの期間が継続します。誤解が

ないようにお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（今城誠司君） ９番中平富宏君。 

○９番（中平富宏君） 再質疑をいたします。 

 今、税額について、課長のほうから大変詳し

い説明をいただきました。中で何点か注目すべ

き点があったんですが。 

 例えば、来年のことにはなりますが、４月１

日に登録した車両については、２７年度から課

税が増額になるというようなこと。また、４月

２日以降に関しては、２８年度からの増額課税

になるというようなお話があったというふうに

理解をいたしました。 

 それから、今の説明でありますと、今回の軽

自動車税の引き上げによって、増額されるのは

平成２７年４月１日以降に、初年度登録をされ

た軽自動車等でありまして、３月３１日と４月

１日登録との差、要するに登録が１日おくれる

ことで、それ以後の毎年の税金が主な区分で１．

５倍以上となります。 

 例えば、乗用タイプの自動車を１０年間乗る

と仮定をいたしますと、登録の１日の違いで、

結果的に３万６，０００円の差になるような計

算になると思います。 

 このように、増税の内容を知らずに、４月に

入ってから登録をしてしまうと、これは市民の

不利益につながるのではないかというふうに考

えますが、この軽自動車税率の引き上げの内容

について、市民にどのような形でお知らせをす

るのか、その方法についてお聞きをいたしたい

と思います。 

○議長（今城誠司君） 税務課長。 

○税務課長（岩本昌彦君） 税務課長、９番、

中平議員の再質疑にお答えをいたします。 

 改正内容の市民への周知方法についての御質

疑でございます。 

 議員御指摘のように、確かな知識をもって、

購入に当たるかどうかで大きな差が出てまいり

ますので、このことの周知につきましては、広

報紙、あるいはホームページ、ＳＷＡＮテレビ

といった媒体を活用することはもちろんですけ

れども、いろんな機会を捉えて、周知の徹底を

図りたいと思っております。 

 具体的には、２８年度以降の見直しがなされ

る部分については、２７年度については、間に

合わないかもしれませんけれども、２８年度以

降の見直しされる分については、２７年度分の

納税通知書に周知文を同封するとか、いろいろ

な工夫をして、周知の徹底に努めてまいりたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（今城誠司君） ９番中平富宏君。 

○９番（中平富宏君） いろいろな周知方法が

あると思います。できるだけ早い段階でお知ら

せをしてあげないと、登録ベースで課税額が変

わるということでありますので、それまでに周

知をしていただきたいというふうに思います。 

 知らない人は損をする、税の場において、そ

のようなことがおきては大変だなというふうに

思います。 

 税務課の皆さんを初めとするその対応につい

て期待をいたしまして、私の質疑を終了したい

と思います。 
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 ありがとうございました。 

○議長（今城誠司君） ５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君） ５番、質疑を行います。 

 私が質疑を行いますのは、議案第８号別冊、

平成２６年度宿毛市一般会計補正予算（第１

号）についてであります。 

 ページ１９ページ、第８款土木費、第４項都

市計画費、４目都市再生整備事業費、１３節委

託料、中央線道路整備事業調査業務委託料３０

１万円と、同じく宿毛地区避難地道路測量実施

設計業務委託料１，００１万円、同じく、宿毛

西地区避難地整備測量実施設計業務委託料２，

５０１万円、以上三つの委託料についてでござ

います。 

 それぞれの委託される業務内容について、お

伺いをいたしたいと思います。 

 次に、ページ２１ページ、第１０款教育費、

第３項中学校費、１目学校管理費、１５節工事

請負費、宿毛中学校耐震補強等工事費５，００

０万円についてでございます。 

 今回、この予算で耐震補強工事される内容に

ついて、お伺いいたしたいと思います。 

 次に、ページ２２ページ、第１０款教育費、

第４項社会教育費、１目社会教育総務費、１１

節需用費、放課後子ども教室等ヘルメット購入

費９６万円についてでございます。 

 その内容についてお伺いいたしたいと思いま

す。 

 最後に、ページ２２ページ、第１０款教育費、

第５項保健体育費、３目社会体育振興費、１９

節負担金補助及び交付金。宿毛マラソン実行委

員会補助金２００万円についてであります。 

 これについては、新規事業調査表にも詳しく

示されておりますが、もう少し詳しい内容につ

いてお伺いをいたしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（今城誠司君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（川島義之君） 都市建設課長、

５番、岡﨑議員の質疑に対してお答えします。 

 議案第８号別冊、平成２６年度宿毛市一般会

計補正予算（第１号）。１９ページ、第８款土

木費、第４項都市計画費、４目都市再生整備事

業費、１３節委託料、３件の委託内容について

説明します。 

 まず、中央線道路整備事業調査業務委託料３

０１万円ですが、中央線道路整備工事施工に伴

う隣接家屋や建築物等の状態変化、つまり工事

完了後の近隣の建物等に振動や地盤沈下などに

よる影響や損害はなかったかの検証を行うもの

です。 

 続きまして、宿毛地区避難地道路測量実施設

計業務委託料１，００１万円につきましては、

今議会の一般質問でございました萩原地区の高

台整備事業における造成地へのアクセス道路、

萩原側と与市明側の２カ所の詳細な設計図作成

を業務委託するものです。 

 最後に、宿毛西地区避難地整備測量実施設計

業務委託料２，５０１万円につきましても、小

深浦地区に予定しております高台整備事業に関

する造成計画設計図の作成と、アクセス道路の

実施設計を業務委託する内容となっております。 

 以上です。 

○議長（今城誠司君） 教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（沢田清隆君） 教

育次長兼学校教育課長、５番、岡﨑議員の質疑

にお答えいたします。 

 議案第８号別冊、平成２６年度宿毛市一般会

計補正予算（第１号）、２１ページの第１０款

教育費、第３項中学校費、１目学校管理費、１

５節工事請負費の宿毛中学校耐震補強等工事費

５，０００万円の補正についてでございますが、

宿毛中学校の耐震補強工事にかかる経費といた

しましては、当初予算で７，０００万円を計上
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いたしておりました。 

 当初予算計上時点では、工事に関する設計業

務が完了していなかったために、概算で７，０

００万円を計上いたしておりました。 

 遅くなりましたが、この４月末に設計が完了

したことによりまして、今回の補正でその差額

を補正計上させていただくものでございます。

その工事の主な内訳といたしましては、耐震補

強工事費が９，４００万円、耐震補強以外の改

修工事費といたしまして２，６００万円となっ

ております。 

 耐震補強の内容といたしましては、ＳＲＦ工

法、地中梁、ブレース等の補強工事によるもの

と、それに伴いますサッシの取りかえ工事等に

なっております。 

 また、耐震補強以外の改修工事費２，６００

万円の内訳といたしましては、屋上の防水シー

ト工事であるとか、高架水槽の取りかえとなっ

ております。 

 以上の合計が１億２，０００万円となってお

りますので、当初予算で計上しておりました７，

０００万円との不足額５，０００万円を、今回、

補正予算で計上しようとするものでございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（今城誠司君） 生涯学習課長兼宿毛文

教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（桑原 

一君） 生涯学習課長、岡﨑議員の質疑にお答

えをいたします。 

 議案第８号別冊、平成２６年度宿毛市一般会

計補正予算（第１号）、２２ページの１点目と

しまして、第１０款教育費、第４項社会教育費、

１目社会教育総務費、１１節需用費の放課後子

ども教室等ヘルメット購入費としまして、９６

万円の事業内容ということでございますが、こ

れにつきましては、現在、各小中学校におきま

しては、いわゆる普通教室、通常のクラスで授

業を受けている教室におきましては、学校教育

課のほうで防災ヘルメットのほうが整備はされ

ております。 

 ただ、生涯学習課の担当といたしまして、通

常の教育活動以外に、放課後等において子供た

ちの安全の確保のために、放課後子ども教室を

開かせていただいております。それは、一般の

普通教室の使用はさせていただいておりません

ので、今、あいてます空き教室であったり、体

育館であったりを使用させていただいて、放課

後子ども教室を実施をさせていただいておりま

す。 

 そのため、普通教室には防災ヘルメットが整

備をされておりますが、空き教室等には整備を

されておりませんので、今回、放課後に残って

いただく子供さんの安全のために、防災ヘルメ

ットを整備をさせていただくよう、考えている

ものです。 

 なお、この財源といたしまして、９ページを

ごらんいただければと思います。 

 ９ページの第１６款寄附金、第１項寄附金、

４目教育費寄附金、１節社会教育寄附金といた

しまして、２０万７，０００円を計上させてい

ただいております。 

 これは、四万十カントリークラブさんがチャ

リティーゴルフをやっていただきまして、今回、

宿毛市の子供たちのための安全対策に使ってい

ただければということで、御寄附をいただくよ

うになっておりますので、この２０万７，００

０円を活用させていただいて、残りは一般財源

として、今回、計上をさせていただいているも

のです。 

 以上です。 

 続いて、同じく２２ページの第１０款教育費、

第５項保健体育費、３目社会体育振興費、１９

節負担金補助及び交付金の宿毛マラソン実行委

員会補助金の２００万円についてでございます。 
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 先般、市長の一般質問の答弁の中でもござい

ましたように、宿毛マラソン実行委員会の中で

の決定事項として、予算についても、決定をさ

れております。その予算が１，２９０万、歳入

歳出とも１，２９０万予算ということでの決定

をなされております。 

 そのうち、宿毛市の補助金といたしましては、

５００万円が見込まれております。ただ、この

事業につきましては、２６年度準備をいたしま

して、実際には２７年度に事業を行うと。 

 行政の年度で言いますと、２カ年事業となる

ことがございますので、宿毛市の補助金５００

万のうち、２６年度に使わせていただく分とし

て２００万円を計上させていただいております。 

 残りの３００万については、２７年度の予算

に計上させていただくように考えております。 

 ただ、２７年度につきましては、２回目のマ

ラソンの準備等の兼ね合いもありまして、２６

年度の２００万の残りの３００万プラス２回目

の準備金も含めた形での当初予算の計上になろ

うかと思っております。 

 以上です。 

○議長（今城誠司君） ５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君） ５番、再質疑を行いま

す。 

 ページ２２ページ、放課後子ども教室等ヘル

メット購入費についてでございますが、今、詳

しい説明がありましたけれども、今回の予算で

何個のヘルメットを購入される予定であるのか。

また、放課後子ども教室を実施されている学校

について、設置されるということでございます

が、どこの学校に設置をするのか、お伺いいた

したいと思います。 

○議長（今城誠司君） 生涯学習課長兼宿毛文

教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（桑原 

一君） 生涯学習課長、岡﨑議員の再質疑にお

答えをいたします。 

 先ほどの放課後子ども教室等ヘルメット整備

事業費についてでございますが、整備する学校

はと、それから整備する個数についての御質問

ですが、現在、放課後子ども教室等につきまし

ては、小学校において、９校中７校、中学校に

おいては５校とも実施をされております。 

 今回の予算につきましては、小学校のみの９

校のうちの７校、実施されている学校に配置を

する予定としております。 

 現在、放課後子ども教室、小学校においても、

それぞれ独自にヘルメット等を購入されている

ところもありますので、全部が全部、７校とも

必要であるのかどうかというのは、現在、調査

はしておりますが、３８０名ほどの登録者がご

ざいまして、そのうち、現在の概算の見込みで

あれば、３００程度あれば、それぞれの小学校

に配置できるのではないかということが出てお

りますので、３００個の防災ヘルメットを購入

させていただくように考えております。 

 以上です。 

○議長（今城誠司君） ５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君） 大変詳しい説明等、あ

りがとうございました。 

 以上で私の質疑を終わらせていただきます。 

○議長（今城誠司君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午前１０時３５分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時４５分 再開 

○議長（今城誠司君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） おはようございます。

それでは、本議会に提案されました議案につい

ての質疑を行います。 

 私の、今回質疑をいたしますのは、議案第８
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号別冊、平成２６年度宿毛市一般会計補正予算

（第１号）についてであります。 

 まず、１２ページ、第２款総務費、第１項総

務管理費、３目秘書費全体にわたっては、６０

周年記念事業にかかる全ての予算かなという思

いがいたしますが、それぞれの算出された根拠

について、どういうものなのか、お示しをいた

だきたいと思います。 

 次は、１７ページ、第７款商工費、第１項商

工費、５目観光費、１９節負担金補助及び交付

金についてでありますが、宿毛青年会議所創立

５０周年記念事業補助金として、４０万円が計

上されております。 

 事業の目的ですか、内容については、新規事

業調査表等でわかりましたが、この補助の必要

性について、どのように考えているのかお伺い

いたします。 

 あわせて、宿毛市としてこうした事業に対し

て、一定の補助基準があって、その基準に基づ

き補助をしようとしているのか、お伺いいたし

ます。 

 また、全体の総事業費は幾らぐらいで、宿毛

市の負担率はどのようになっているのか、お示

しをいただきたいと思います。 

 なお、事業の実施日等についても、お示しを

いただきたいというふうに思います。 

 同じく１７ページ、第７款商工費、第１項商

工費、６目桜の里推進事業費、１５節工事請負

費についてであります。大島桜公園、桜広場整

備工事費として１５８万２，０００円が計上さ

れております。この予算をもって、具体的な整

備内容について、お示しをいただきたいと思い

ます。 

 同じく１７ページ、第８款土木費、第１項土

木管理費、１目土木総務費、１５節工事請負費

についてであります。 

 新田地区公園防犯カメラ設置工事費として、

１５７万７，０００円が計上されておりますが、

この防犯カメラの設置の必要性、そしてまたど

のようなシステムなのか、その内容についてお

示しをいただきたいと思います。 

 ２２ページ、第１０款教育費、第５項保健体

育費、３目社会体育振興費、１９節負担金補助

及び交付金についてでございます。宿毛マラソ

ン実行委員会へ補助金２００万円を計上してお

りますけれども、先ほど、岡﨑議員のほうから

質疑がありました、この予算については、全体

が１，２９０万円のうちの５００万円について

は、宿毛市からの補助で行うという部分が、２

年度にわたるということで理解をいたしました

が、１，２９０万円、収入が要るわけですけれ

ども、そのうちの５００万は宿毛市ですけれど

も、あと占めるのは、協賛金とか選手の参加費

を主な予算とする収入予算であろうかと思いま

すが、それぞれフルマラソン、ペアフルマラソ

ン、ハーフマラソンについて、参加費と参加人

数をどれぐらいな計算で算出をしているのか、

お示しをいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（今城誠司君） 企画課長。 

○企画課長（出口君男君） 企画課長、７番議

員の質疑にお答えを申し上げます。 

 議案第８号別冊、平成２６年度宿毛市一般会

計補正予算（第１号）、１２ページでございま

す。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、３目秘書

費の５４万円でございますけれども、この事業

は、市制６０周年記念事業として行おうとする

ものでございますけれども、各節ごとに御説明

を、その根拠ということでございますので、御

説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、１節の報酬６万円でございますけれど

も、この６万円につきましては、市民並びに各

種団体より６０周年記念事業として、宿毛市の
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市政の発展のために、各分野において御活躍を

されております方々を推薦をしていただいて、

表彰すると。その表彰のための選考委員の皆さ

んの報酬でございます。 

 選考委員は１０名を予定いたしておりまして、

１０名の３，０００円掛ける２回程度を想定を

いたしております。 

 それから、８節報償費、４３万２，０００円

でございますけれども、この根拠につきまして

は、先ほど申し上げましたように、各分野にわ

たって御活躍されていただいている方々の表彰

ということでございまして、私ども、一応、根

拠といたしましては、地方自治でありますとか

産業、経済、文化、教育、そういった各分野、

６分野ごとに、約４名程度を想定いたしており

まして、２４名。１名につき１万８，０００円

相当の記念品を贈呈をしたいということで、総

額４３万２，０００円計上させていただいてお

ります。 

 １１節の需用費４万８，０００円でございま

すけれども、これは消耗品というふうに書いて

おりますけれども、表彰状の額縁代、これを１

人当たり２，０００円の、先ほど申し上げまし

たように、２４名で４万８，０００円というこ

とで計上させていただいております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（今城誠司君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山戸達朗君） 商工観光課長、

７番、松浦議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第８号別冊、平成２６年度宿毛市一般会

計補正予算（第１号）、１７ページの第７款商

工費、第１項商工費、５目観光費、１９節負担

金補助及び交付金の宿毛青年会議所創立５０周

年記念事業補助金４０万円の増額補正について、

御説明いたします。 

 御質問のありました事業目的等についてです

が、公益社団法人宿毛青年会議所は、理念であ

る、明るい豊かな社会の実現を目指し、奉仕、

修練、友情の３信条のもと、宿毛市において次

世代につながる青少年育成や、地域の活性化を

大きな柱として、長年にわたり、宿毛市の若者

を代表する組織として、積極的に活動を展開し

てまいりました。 

 これまでも、創立から５年単位でさまざまな

記念事業を実施してきており、本年は昭和４１

年創立以来５０年目という大きな節目を迎える

に当たり、昨今、希薄になりつつある幅広い世

代の交流や、地域の伝統芸能の再認識をする機

会を設けるなど、本市の地域活性化を目的とす

る記念イベントとして、七夕フェスティバルと

銘打ち、事業実施を予定しております。 

 ついては、同法人の長年にわたる地域活性化

活動等を評価するとともに、本５０周年記念事

業の目的である地域の活性化、宿毛市を元気に

させるという趣旨に賛同し、補助金を交付しよ

うとするものであります。 

 次に、この事業についての補助基準や、総事

業費及び宿毛市の負担率についてですが、青年

会議所より提出されました事業内容等について

協議をした結果、事業費総額は２７０万円を予

定しておりまして、そのうち市補助金は４０万

円とし、補助率は全体の約１５％となっており

ます。 

 また、事業内容としては、保育園児や各小学

校の児童の願いや夢を書いた短冊の展示を初め、

餅投げ、かき氷の早食い大会、浴衣コンテスト、

また伝統文化継承事業として土佐宿毛いごっそ

太鼓の演奏や花火などを予定しております。 

 開催日は７月６日、日曜日で、場所は宿毛市

高砂のクリーンセンタ横にあります宿毛湾港新

田地区公園、通称、新田公園グラウンドとなっ

ており、宿毛青年会議所としては、多くのお客

様が来場してくれるよう、若者の力を結集して、

全力で取り組むと力強く話をされております。 
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 次に、同じく１７ページの第７款商工費、第

１項商工費、６目さくらの里推進事業費、１５

節工事請負費の大島桜公園広場整備工事費１５

８万２，０００円の増額補正について、御説明

いたします。 

 大島桜公園は、これまでに約９，０００本の

桜を植樹し、さくらの里推進事業により、実施

した事業の中でも最も重要な区域であり、市民

の憩いの公園となるよう、これまでも下刈りや

てんぐす病の防除、間伐等を行い、管理してま

いりました。 

 今年度、宿毛ロータリークラブが発足５０周

年を迎えるに当たりまして、さくらの里推進事

業に賛同し、園内の一部地域を通年使える市民

の憩いの広場となるよう、整備を行いたいとの

申し出がありまして、宿毛市もロータリークラ

ブと協力して、公園内の一部地域について整備

を行おうとするものであります。 

 事業実施場所としては、大島桜公園内の字遠

見の頂上、標高としては約８６．５メートル付

近でありますが、宿毛市が実施する整備の概要

といたしましては、広場面積約３００平米と、

園路約５０メートル、幅員は約１メートルです

が、そこにアスファルトやコンクリートなどの

建築廃材を破砕してつくられた再生砕石を、約

１０センチメートルの厚さで敷きならしを行い

まして、敷き固めを行うとともに、施設広場の

周囲の面積約２，０００平米について、以前、

段々畑として利用されていた地形を利用して、

これも約１０センチメートルの土を削り取った

後に敷き固めを行い、横断広場として整備をし

ようとするものであります。 

 今後は、宿毛ロータリークラブにおきまして、

ツツジ等の苗木の植栽や、ベンチの設置、周辺

の草刈りなどの管理を実施してくれる予定とな

っております。 

 現在、ロータリークラブとしての事業費を確

定するべく協議をしておりますが、近日中にそ

の額については明らかになるものと思っており

ます。 

 それを受けまして、詳細については、双方で

協議をして実施をしてまいりたいと思っていま

す。 

 いずれにいたしましても、大島桜公園全体の

管理、整備につきましては、以前と同様に、引

き続き、宿毛市としてしっかり責任を持って取

り組まなければなりませんので、さくらの里推

進協議会の意向はもちろんのこと、関係機関と

の連携も十分に図りながら、計画的な事業内容

となるよう、協議検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） 土木課長。 

○土木課長（岡﨑利久君） 土木課長、松浦議

員の質疑にお答えいたします。 

 議案第８号別冊、平成２６年度宿毛市一般会

計補正予算（第１号）、ページ１７ページ、第

８款土木費、第１項土木管理費、１目土木総務

費、１５節工事請負費、新田地区公園防犯カメ

ラ設置工事の概要についてでございます。 

 宿毛湾港新田地区公園は、高知県におきまし

て、宿毛湾港環境整備事業として整備されまし

て、平成１８年から管理協定を締結して、宿毛

市が管理してまいりました。 

 この公園にはトイレがありますが、人家から

離れていること、道路に面しておらず、不特定

多数の人の目に触れない場所であることから、

いたずらが多発しておりまして、宿毛警察署へ

の被害届も、毎年数件、届け出をしている状況

にございます。 

 これまで、ダミーの防犯カメラや、青少年育

成センターや宿毛警察署等による定期的な巡回

をしていただいておりましたが、いたずらは減

少せず、つい先日も男子トイレの用具入れや身

障者用トイレの扉が破壊され、ことしになって
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既に３回の被害届を提出している状況でござい

ます。 

 このようないたずらを抑止するため、高知県

警察本部が窓口となっている高知県街頭防犯カ

メラ等設置支援事業費補助金を活用して、防犯

カメラを設置しようとするものでございます。 

 今回、計画しております防犯カメラは、現在、

公園内に設置されている街灯に取りつける記録

装置内蔵型の屋外ドームカメラで、２基を設置

予定としております。 

 構造といたしましては、１秒間に１５コマを

撮影し、一般のカメラなどに利用されておりま

すＳＤカードにより、約１週間程度、記録可能

なものでございまして、遊具等を設置しており

ます広場や、駐車場を中心とした広範囲を対象

とし、抑止効果を高めるために設置する街灯や、

トイレ等に監視カメラ作動中という看板を設置

する予定となっております。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） 生涯学習課長兼宿毛文

教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（桑原 

一君） 松浦議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第８号別冊、平成２６年度宿毛市一般会

計補正予算（第１号）、２２ページ、第１０款

教育費、第５項保健体育費、３目社会体育振興

費、１９節負担金補助及び交付金の宿毛マラソ

ン実行委員会補助金２００万円にかかわる予算

につきまして、まず、宿毛マラソンの実行委員

会の中の予算として、市の補助金以外の収入と

して、幾らを見込んでいるのかという部分と、

参加予定の状況をどう考えているかという２点

でございますが、まず宿毛マラソンの実行委員

会の収入の部の内訳につきましては、市から５

００万を補助金としていただきたいと。 

 次に、参加費といたしまして、トータル５６

０万を予定しております。 

 それから、企業からの協賛金であったり、広

告料といたしまして、１６５万円を見込んでお

ります。 

 その他の経費といたしまして、記録集を有料

で販売したり、後夜祭の参加料であったりとか、

出店料であったりということで、６５万円を見

込んでおりまして、トータルが１，２９０万と

なっております。 

 それの参加をどのように考えているかという

ことでございますが、市長の一般質問での答弁

でもございましたように、今回はペアのフルマ

ラソンを推奨していきたいということを考えて

おりまして、ペアでの参加につきまして、１チ

ーム８，０００円の４００組を想定しておりま

す。人数でいいますと、ペアですので８００名

で、８，０００円掛ける４００組の３２０万円。 

 続いて、一人でフルマラソンを走られる参加

者につきましては、７，０００円を予定してお

りまして、２００名を想定しております。収入

といたしましては１４０万。 

 最後に、ハーフのみの参加といたしまして、

参加料として５，０００円の２００名を予定し

ておりますので、ハーフとしては１００万円。

参加料としては、５６０万円を想定いたしてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） １点、マラソンの関係

でお伺いをいたします。 

 過去４回、実施をされたわけですけれども、

その際、フルマラソンには９３０人か、そこら

あたり参加をされておったというふうに思いま

すが、今回はペアのフルマラソンにシフトをす

るというようなことで、フルマラソン２００人

という、一応の計画でありますけれども、今ま

でフルマラソンで９５０人おったわけですけれ

ども、ペアに切りかえができるかどうか、ちょ
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っと疑問に思うところがあるわけでございます。 

 そしてまた、フルマラソン２００人ですけれ

ども、これ以上に来た場合に、申し込みがあっ

た場合に、どのような対応をしていくのか、お

示しをいただきたいと思います。 

○議長（今城誠司君） 生涯学習課長兼宿毛文

教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（桑原 

一君） 生涯学習課長、松浦議員の再質疑にお

答えいたします。 

 参加状況につきましては、要綱等できっちり

と宿毛マラソンについての魅力につきまして、

こういったものでマラソンを実施していきたい

ですよと。今回につきましては、ペアを推奨し

て、ペアで協力して、１周ずつになりますけれ

ども、フルマラソンとして大会を進めていきた

いということがございますので、これを基本に

してやっていきたいと思っております。 

 ただ、その内訳につきましては、今後、実行

委員会の中での検討内容になってくるかと思い

ますが、トータルで１，２００名程度であれば、

このコースは十分、コースとして利用可能では

ないかということがございますので、１，２０

０名の中の内訳として、今、予算上に計上して

ますペアが４００組の、一人のフルが２００名、

ハーフが２００名ということを、若干、その中

での調整ということは、今後、実行委員会の中

での検討課題にはなるかと思っております。 

 以上です。 

○議長（今城誠司君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） あくまでも計画は計画

でありますし、参加の申し込み状況によって、

計画の変更もあろうかと思いますけれども、せ

っかく再開をしようとするわけですので、参加

される皆さんに喜ばれるマラソン大会にしてい

ただきたく、要望をしておきたいと思います。 

 これで質疑は終わりますけれども、１点気に

なる部分がございます。 

 さくらの里推進事業に関することでございま

すけれども、この事業を始めて、たしか林 遉

市長の時代からこの事業を始めたんではないか。

年度については、十分、しっかり把握はしてお

りませんけれども、その時分からこの事業に取

り組んでおるわけですけれども、全体、このさ

くらの里を、大島の公園をどうしようかと、ど

うするんだというような計画もなく、そして小

出しにこういうふうな形で事業展開をするとい

うのはいかがかなという思いがいたします。 

 あわせて、咸陽島公園を、大島の一部にあり

ます咸陽島公園も含めて、宿毛市としてどのよ

うなことに、どういう方向で整備をしていくか、

しなければならないか、したいかという部分の、

ぜひ総合計画といいますか、全体の計画を立て

る中で、ことしはこういう事業を行います、こ

としはこういう事業を行いますというようなこ

とに基づく事業展開をしていただきたいと思い

ます。 

 ぜひ、総合計画を計画をしていただくよう求

めまして、質疑を終わります。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） ８番議員の浅木です。

質疑を通告してありましたが、４名の方でかな

りの質疑、私と重複する部分もありまして、わ

かりましたが、なお不明な分、残った分につい

て、質疑をさせていただきます。 

 まず、私が質疑いたしますのは、議案第８号

別冊、平成２６年度宿毛市一般会計補正予算

（第１号）についてであります。 

 １２ページ、歳出、第２款総務費、第１項総

務管理費、３目秘書費、１節と８節、１１節の

市制６０周年記念事業にかかわる５４万円につ

いてであります。 

 先ほど、松浦議員が質疑いたしましたので、

かなりの部分わかりましたが、若干、追加して
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質問いたします。 

 先ほどお示しいただいたように、この選考に

ついては、各分野ということになっております

が、その基準いうものを、もし現在こしらえて

いるとするならば、その基準を明確にしていた

だきたい。 

 各団体で推薦ということでございますが、団

体が推薦するに当たっても、何かの基準がない

と推薦しにくいと思いますので、それはどうな

るのか。 

 それと、これまで６０周年という長い期間を

祝してということでございますが、この表彰の

対象となるのは、６０年間全体か、それとも５

０周年もやったかもわかりませんが、そういう

近年の分だけなのか、そういうことについてお

尋ねします。 

 もう１点、毎年、市が実施している宿毛市功

労者表彰等、善行表彰も含めまして、こういっ

たもので表彰を受けた人も、この中に含まれる

のかどうか。 

 それと、先ほど、私も質問するつもりでした

が、各個人、団体に対する記念品代、１万８，

０００円というふうにお聞きいたしましたが、

これは個人の場合も団体の場合も同じ金額なの

かどうなのか、このことについてお聞きいたし

ます。 

 それと、選考委員会の構成人数は、聞きまし

たが、選任方法、各団体からということでござ

いますが、どれだけ団体があるかわかりません

が、各団体どういうふうに割り振るのか、そう

いうことについてお尋ねします。 

 続きまして、１６ページ、第６款農林水産業

費、第２項林業費、２目林業振興費、１９節負

担金補助及び交付金についてであります。 

 この事業の補助金３事業に対して３７５万１，

０００円が増額にされるということになってお

りますが、この増額する理由についてお尋ねい

たします。 

 続きまして、１７ページ、第７款商工費、第

１項商工費、５目観光費、１９節負担金補助及

び交付金につきましては、通告をしてありまし

たが、先ほど、松浦議員への説明で、私が質疑

しようと思う部分はほぼ全て終わりましたので、

このことについてはあえて質問いたしません。 

 同じところの、１５節工事費の大島桜公園桜

広場整備工事費１５８万２，０００円について

も、松浦議員が質問いたしましたので、この中

身の部分はわかりました。 

 あと、今後の維持管理について、協議会並び

にロータリクラブ等に頼んでみたいなというお

話がありましたが、私は今後の管理について、

非常に心配をしているわけです。 

 宿毛市のいろんな施設について、せっかくい

い施設はつくるが、事後の管理が不十分という

こともありますし、先ほど、新田公園のところ

で御説明いただきましたが、心ない人によって

壊される。咸陽島公園の施設につきましても、

設置当時に壊されたということがあって、今後

の管理を具体的にどうしていくのか、このこと

についてお尋ねいたします。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） 企画課長。 

○企画課長（出口君男君） 企画課長、８番議

員の質疑にお答えを申し上げます。 

 議案第８号別冊、平成２６年度宿毛市一般会

計補正予算（第１号）、１２ページでございま

す。第２款総務費、第１項総務管理費、３目秘

書費、５４万円を今回、補正をさせていただい

ておりますけれども、その５４万について、５

点ほど御質問をいただいたと思います。 

 今回、市制６０周年を記念して、長年にわた

って市政の発展に功績のあった方を表彰しよう

とする事業でございますけれども、まず１点目

が、表彰団体、あるいは個人等の対象者の基準
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があるのかということを御質問いただきました。 

 今回の表彰に当たりましては、宿毛市市制施

行６０周年記念表彰要領というものを定めてお

りまして、その第２条で、被表彰者の選考基準

というものを設けております。 

 若干長くなりますけれども、第２条に７項目

にわたりまして規定をいたしておりまして、ま

ず、１点目が市長、副市長、助役、収入役、教

育長、市議会議員、またはその他のもので、多

年、地方自治の育成、発展に尽力をした者。 

 ２点目といたしまして、本市の教育、文化の

振興と発展に多大な貢献をした者。 

 ３点目といたしまして、商工業、農林水産業、

建設業、観光業、その他各産業に多年、精励し、

他の模範とするに足る者、または多年にわたり、

各産業関係団体の要職にあって、その業務に精

励し、本市の産業の発展に尽力した者。 

 ４点目といたしまして、社会福祉及び保健衛

生、その他厚生関係の発展、育成、指導等につ

いて、多大な尽力をした者、または関係団体の

要職にあって、その業務に精励し、事業の発展

に尽力をした者。 

 ５点目といたしまして、生活環境の整備改善、

自然保全等について、多大な尽力をした者、ま

たは関係団体の強化発展等に多大な貢献をした

者。 

 ６点目といたしまして、多年、消防防災のた

めに尽力し、特にその功績が顕著な者。または、

火災、水害、その他の災害の防除に尽力をした

者。 

 そして、最後に７点目といたしまして、前各

号に掲げるもののほか、特に公共の福祉の増進

に尽力した者と、こういう７分野にわたって、

各分野において、市政発展のために御尽力をい

ただいた方々について、市民並びに各種団体よ

り御推薦をいただくということでございます。 

 それから、２点目、表彰の対象者が６０年間

の範囲にわたるのか、あるいは近年の功績にわ

たるものかということでございますけれども、

そのことについては、特に定めておりません。

したがいまして、過去において、市制５０周年、

あるいは４０周年等で表彰を受けた方々も、今

回、除外する規定にはいたしておりません。 

 それから、３点目の市政功労者等につきまし

ては、これも要領で定めておりまして、本市の

市政の発展のために貢献のあった方々で、市制

功労者並びに市政善行者、さらには国の褒賞も

しくは叙勲、あるいは高知県の表彰条例に基づ

く表彰を受けた者、そういったものは、この表

彰からは除外するという規定になっております。 

 それから、４点目でございますけれども、記

念品料として、先ほど申し上げましたけれども、

１件当たり１万８，０００円でございますけれ

ども、これは個人、団体、一緒かという御質問

でございましたけれども、個人も団体も同額の

記念品を贈呈したいというふうに考えておりま

す。 

 それから、最後に、選考委員会の委員の構成

について、団体ごとの割り振りがあるのかとい

うことでございますけれども、これについても、

要領で、市長が各分野から適当な方を選任をす

るという規定でございますので、各分野ごとの

割り振りというものは定めておりません。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（黒田 厚君） 産業振興課長、

８番、浅木議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第８号別冊、平成２６年度宿毛市一般会

計補正予算（第１号）、１６ページ、第６款農

林水産業費、第２項林業費、２目林業振興費、

１９節負担金補助及び交付金の３７５万１，０

００円の増額補正について、御説明させていた

だきます。 

 まず、宿毛市緊急間伐総合支援事業費補助金
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１６０万円でございます。この事業におきまし

ては、一定の動きがございますけれども、国の

造林補助事業の採択基準に該当しない森林の間

伐に対する県単独事業となっておりまして、当

初予算におきまして、ヘクタール当たり８万円、

１０ヘクタールで事業を見込んでおりましたが、

本年度は３０ヘクタールで事業が実施予定とな

りましたので、その２０ヘクタール分の増額補

正をお願いするものでございます。 

 次に、宿毛市森林整備地域活動支援交付金１

１５万１，０００円の増額補正につきましては、

こちらが森林経営計画を作成する際の各種調査、

また取り組む経費、また作業道等の簡易な改良

に対して支援を行うものとなっております。 

 今回の補正予算につきましては、宿毛市森林

組合、高知県森林整備公社が、山田、還住薮地

区で新たに森林経営計画の策定に着手すること

となり、また作業道の簡易な改良につきまして

は、山田、神有地区で実施を行うこととしてお

りますが、実施面積につきましては、当初予定

より減少したものの、交付金制度の変更により、

補助単価が増額となったこと等の理由により、

今回、増額補正をお願いするものでございます。 

 次に、宿毛市木材加工流通施設整備事業費補

助金１００万円でございます。本予算につきま

しては、当初予算におきまして、宮地造林有限

会社の高性能林業機械のプロセッサーの導入費

用１，９９３万円に対し、補助率２分の１で、

補助金額９９６万５，０００円を予算計上させ

ておりましたが、導入を予定しておりました機

械のほうが、モデルチェンジのほうがありまし

て、２００万円増額となったことから、事業費

のほうも２，１９３万円となったということか

ら、増額分に対する補助金１００万円のほうの

補正をお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山戸達朗君） 商工観光課長、

８番、浅木議員の質疑にお答えをしたいと思い

ます。 

 第７款商工費、第１項商工費、６目さくらの

里推進事業費、１５節工事請負費の大島桜公園

広場整備工事費の１５８万２，０００円の増額

補正にかかわっての、今後のこの桜公園の維持

管理をどうしていくのかという御質問ですけれ

ども、先ほど、松浦議員の質問の中でお答えを

しましたが、市のほうで、この１５８万２，０

００円で、現地のほうを敷きならし等を行いま

して、その工事が進み次第、宿毛ロータリーク

ラブのほうが、まだはっきりした数字について

は明らかになっていませんけれども、ベンチを

設置して、植栽を行いまして、その周辺等草刈

りをしていくと。 

 草刈り等については、年間約４回程度を頑張

って行いたいというようなお話をいただいてお

ります。 

 大事なことは、そのほかの大島桜公園全体の

管理ですけれども、昨年までは高知県緊急雇用

創出の特例基金事業も導入しまして、草刈り等

を実施していきましたが、今年度については、

その事業もなくなった関係もありまして、当初

予算約２００万円の委託料を組んで、全体の草

刈り作業等、維持管理を図ろうとしているもの

でありまして、その２００万の予算の範囲の中

で、整備等を行っていきたいと。 

 市民の憩いの場所として、何とか整備をして

いきたいと思っております。どうか御理解をい

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） さきにほかの方も質問

しておりましたので、漏れた分についてはよく

わかりましたが。 

 まず、６０周年記念事業、この問題につきま
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しては、確認してみると、６０年間のこれにつ

いては、規定はないと。６０年間分というふう

に受け取れましたので、非常に範囲が広うなる

と思いますが、この選考については大変だろう

と思いますが、今後、関係者と協議してもらい

たいと。 

 中には、現存者だけか、それとも故人となっ

た人も功労者の中におるかもわからんのですが、

そこらあたり、これ現存者だけというふうに解

釈していいのか、そこだけお聞きします。 

○議長（今城誠司君） 企画課長。 

○企画課長（出口君男君） 企画課長、８番議

員の再質疑にお答え申し上げます。 

 この６０周年記念事業の市民表彰でございま

すけれども、対象者が、いわゆる存命の方か、

もしくは死亡されている方も、既に対象になる

のかということでございますけれども、私ども

のほうは、既に亡くなられている方については

想定はいたしておりません。 

 それともう１点、６０年の幅と申し上げまし

たのは、いわゆる５０周年、あるいは４０周年

で記念表彰を受けた方々が、その後、さらにま

た市政の発展にさまざまな御尽力をいただいて

いる方もたくさんいらっしゃるのではないかな

と思っています。そういった方を、一度受けた

方も排除しないという考え方でございますので、

そういう意味で御理解いただきたいと思います。 

○議長（今城誠司君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 疑問に思とった部分の、

さきの表彰で、何回も表彰を受けるのかなとい

う疑問を受けとった部分も含めて、御説明いた

だきましたので、わかりました。 

 最後に、先ほど、御答弁いただきましたが、

この、さくらの里事業も含めて、宿毛市でせっ

かく、こういういい皆さんの憩いの場等つくら

れるわけですが、繰り返しになりますけれども、

心ないものに傷められると。今度、新田でカメ

ラ初めて設置しましたら、あっちもこっちも、

こういうカメラを設置して監視するということ

も、なかなか政治的な面、それから個人のプラ

イバシー、そういったものもいろいろ出てきま

すので、問題あると思いますが、やはり、もし

宿毛市民の中でこういうことをしているとした

ら、モラルの問題だとも思うわけです。 

 こういう公共的なものを大事にするような、

この、さくらの里推進事業以外にも、そういっ

た各方面に向かって、各分野でこういう破損等

がないように、十分な管理ができるように、今

後、対策をしていただくよう要望いたしまして、

私の質疑は終わります。 

 どうもありがとうございます。 

○議長（今城誠司君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山戸達朗君） 先ほど、私の

ほうから、平成２５年度までは高知県の緊急雇

用事業を利用して整備してきたと申しましたが、

勘違いでありまして、平成２４年度までという

ことでしたので、訂正をさせていただきたいと

思います。 

 済みませんでした。 

○議長（今城誠司君） 以上で、通告による質

疑は終了いたしました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案のうち

「議案第１号から議案第７号まで」の７議案に

ついては、会議規則第３７条第３項の規定によ

り、委員会付託を省略いたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 御異議なしと認めます。 

 よって「議案第１号から議案第７号まで」の
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７議案については、委員会の付託を省略するこ

とに決しました。 

 ただいま議題となっております「議案第８号

から議案第１８号まで」の１１議案は、お手元

に配付してあります議案付託表のとおり、それ

ぞれの所管の委員会へ付託いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案等審査のため、６月１９日及び６月２０

日並びに６月２３日、６月２４日は休会いたし

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 御異議なしと認めます。 

 よって、６月１９日及び６月２０日並びに６

月２３日、６月２４日は休会することに決しま

した。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 ６月１９日から６月２４日までの６日間は休

会し、６月２５日午前１０時より再開いたしま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前１１時３６分 散会 
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議 案 付 託 表 

                             平成２６年第２回定例会  

付託委員会 議 案 番 号       件               名 

予 算 決 算 

常任委員会 

（ ３件） 

議案第 ８号 

議案第 ９号 

 

議案第１０号 

平成２６年度宿毛市一般会計補正予算について 

平成２６年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正予算に

ついて 

平成２６年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算について 

総 務 文 教 

常任委員会 

（ ７件） 

議案第１１号 

議案第１２号 

 

議案第１３号 

 

議案第１４号 

 

議案第１５号 

議案第１６号 

議案第１７号 

宿毛市宅地分譲条例の制定について 

宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

宿毛市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

について 

宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

宿毛市税条例等の一部を改正する条例について 

宿毛市都市公園条例の一部を改正する条例について 

財産の取得について 

産 業 厚 生 

常任委員会 

（ １件） 

議案第１８号 権利の放棄について 
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平成２６年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１ 議事日程 

    第１６日（平成２６年６月２５日 水曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 議案第１号から議案第１８号まで 

      （議案第１号から議案第７号まで、討論、表決） 

      （議案第８号から議案第１８号まで、委員長報告、質疑、討論、表決） 

   第２ 陳情第２１号 

   第３ 委員会調査について 

   第４ 意見書案第１号 手話言語法制定を求める意見書について 

   第５ 農業委員の推薦について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 議案第１号から議案第１８号まで 

   日程第２ 陳情第２１号 

   日程第３ 委員会調査について 

   日程第４ 意見書案第１号 手話言語法制定を求める意見書について 

   日程第５ 農業委員の推薦について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１４名） 

   １番 髙 倉 真 弓 君     ２番 山 上 庄 一 君 

   ３番 山 戸   寛 君     ４番 今 城 誠 司 君 

   ５番 岡 﨑 利 久 君     ６番 野々下 昌 文 君 

   ７番 松 浦 英 夫 君     ８番 浅 木   敏 君 

   ９番 中 平 富 宏 君    １０番 浦 尻 和 伸 君 

  １１番 寺 田 公 一 君    １２番 宮 本 有 二 君 

  １３番 濵 田 陸 紀 君    １４番 西 郷 典 生 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        朝比奈 淳 司 君 

   次長兼庶務係長兼調査係長  松 本 政 代 君 

   議 事 係 長        柏 木 景 太 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  沖 本 年 男 君 

   副 市 長  安 澤 伸 一 君 

   企 画 課 長  出 口 君 男 君 

   総 務 課 長        山 下 哲 郎 君 

   危機管理課長  楠 目 健 一 君 

   市 民 課 長  立 田 ゆ か 君 

   税 務 課 長  岩 本 昌 彦 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
滝 本   節 君 

   保健介護課長  児 島 厚 臣 君 

   環 境 課 長  佐 藤 恵 介 君 

   人権推進課長  杉 本 裕二郎 君 

   産業振興課長  黒 田   厚 君 

   商工観光課長  山 戸 達 朗 君 

   土 木 課 長  岡 崎 匡 介 君 

   都市建設課長  川 島 義 之 君 

   福祉事務所長  河 原 敏 郎 君 

   水 道 課 長  金 増 信 幸 君 

   教 育 長        立 田 壽 行 君 

   教 育 次 長 兼       

   学校教育課長 
沢 田 清 隆 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

桑 原   一 君 

   学 校 給 食 

   センター所長 
山 崎 善 文 君 

   千 寿 園 長        山 岡 敏 樹 君 

   農 業 委 員 会 

   事 務 局 長 
岩 田 明 仁 君 

   選挙管理委員 

   会 事 務 局 長 
河 原 志加子 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（今城誠司君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「議案第１号から議案第１８号ま

で」の１８議案を一括議題といたします。 

 これより「議案第１号から議案第５号まで」

の５議案について討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「議案第１号から議案第５号まで」の５議案

は、これを承認することに御異議ございません

か。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 御異議なしと認めます。 

 よって、「議案第１号から議案第５号まで」

の５議案は、これを承認することに決しました。 

 これより「議案第６号」について討論に入り

ます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「議案第６号」は、これに同意することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 御異議なしと認めます。 

 よって、「議案第６号」は、これに同意する

ことに決しました。 

 これより「議案第７号」について討論に入り

ます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「議案第７号」は、これに同意することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 御異議なしと認めます。 

 よって、「議案第７号」は、これに同意する

ことに決しました。 

 これより「議案第８号から議案第１８号ま

で」の１１議案について、委員長の報告を求め

ます。 

 予算決算常任委員長。 

○予算決算常任委員長（松浦英夫君） 予算決

算常任委員長。 

 本委員会に付託された議案第８号から議案第

１０号までの３議案について、審査の概要と結

果を御報告いたします。 

 議案の審査に当たっては、効率的な審議を行

うため、本委員会を二つの分科会に分けて、６

月１９日と６月２０日の２日間にわたり、審議

を行いました。 

 その後、６月２４日に意見調整のための全体

委員会を開催し、各分科会の主査の審議結果の

報告と質疑を経て意見調整を行った結果、本委

員会に付託された議案３件につきまして、原案

を適当と認め、可決すべきものと決しました。 

 以下、分科会における主な審査概要について、

御報告いたします。 

 まず、第１分科会主査より、次のような審査

概要の御報告がありました。 

 議案第８号別冊、平成２６年度宿毛市一般会

計補正予算、第２款総務費、第１項総務管理費、

１５目防災対策費、１１節需用費、ハザードマ

ップ印刷製本費２５０万円についてであります。 

 委員からは、作成部数はどれくらいか、また

どのような形で配布するのかとの質問に、執行
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部からは、１万２，０００部であり、地区長を

通じて、各世帯へ配布し、公共施設にも置き、

さらにホームページ等への掲載による周知を実

施する予定であるとの回答がありました。 

 委員からは、宿毛市に住民登録がない方への

広報や、周知方法についても最善の注意を払っ

ていただきたいとの意見が出されました。 

 同じく第２款総務費、第１項総務管理費、１

６目開発総合センター・離島センター運営費、

１５節工事請負費、沖の島開発総合センター屋

上雨漏り修繕費５５０万円についてであります。 

 委員からは、どのような工事を行うのかとの

質問に、執行部からは、沖の島開発総合センタ

ーが完成してから２０年以上が経過し、最近に

なって防水シートの劣化による雨漏りをするよ

うになったが、この修繕により、今後２０年程

度は耐え得るのではないか。技術的なことにつ

いては都市建設課に委託し、事業実施すること

になるが、担当課としては長期間、施設を維持

することができるように、メンテナンスの予算

も計画的に計上するよう、努力をしていくつも

りであるとの回答がありました。 

 同じく、第１０款教育費、第５項保健体育費、

３目社会体育振興費、１９節負担金補助及び交

付金、宿毛マラソン実行委員会補助金２００万

円についてであります。 

 委員からは、宿毛マラソンはペアでハーフマ

ラソンを走るということを特色にしているが、

全国的には珍しいものなのか、との質問に、執

行部から、宿毛マラソンとは異なる形での、ペ

ア参加型の大会が多少はある。今回、マラソン

が復活しても、今までと同じ内容では、人は集

まらない。ランナーの方々の意見等を参考にし

て、いろんな形で違うことを盛り込んで、注目

を集めたいという思いから、また全体的な運営

方法の見直しや、フルマラソンでいかに運営を

簡略化し、魅力的な大会にするかということで、

このような形となったとの回答がありました。 

 委員からは、今回の宿毛マラソンは、以前の

マラソンに比べ、補助金等も少なくなっている

が、マンパワーの部分である市職員がどれくら

いかかわってくるのか。また、前回のマラソン

では、市職員の人件費として、１，０００万円

程度がかかっているので、このあたりについて

も考えていただきたいとの意見が出されました。 

 次に、第２分科会主査より、次のような審査

概要の報告がありました。 

 議案第８号別冊、平成２６年度宿毛市一般会

計補正予算、第５款労働費、第１項労働諸費、

１目労働諸費、１３節委託料、緊急雇用創出臨

時特例基金事業委託料１，０４７万４，０００

円の中に含まれるマリンレジャー担い手育成事

業分３９１万１，０００円については、高知県

が広く募集をしており、要望があった事業者に

対し、市を通じてダイビング等の担い手を育成

するために、人件費や研修費用等を助成する事

業であります。 

 執行部からは、この事業は補助金のような色

合いが強く、申し出のあった事業者の事業内容

が高知県の要綱に合致していれば、基本的に予

算を計上していくという方針である。そのため、

宿毛市として、希望する事業を委託して展開す

るという形には、実態としてはなっていない。

ただ、せっかく出された要望でもあり、事業者

や県の担当者とも連携をし、軌道に乗せて、具

体的な事業として、できるだけ進めていきたい

との説明がありました。 

 これに対し、委員からは、予算計上について、

事業の実効性を含めて、慎重に検討すべきであ

るとの指摘がありました。 

 以上で、本委員会に付託されました３議案に

ついて、審査結果の報告を終わります。 

○議長（今城誠司君） 総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（寺田公一君） 総務文
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教常任委員長。 

 本委員会に付託されました議案第１１号から

１７号までの７議案について、審査結果の御報

告をいたします。 

 議案第１１号は、宿毛市宅地分譲条例の制定

についてであります。 

 本案は、宿毛市土地開発公社の解散に向けて

の取り組みの一環として、平成２５年度に本市

が宿毛市土地開発公社から購入しました宿毛東

団地の宅地の分譲について、条件等を定めよう

とするものであります。 

 議案第１２号は、宿毛市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例につい

てであります。 

 本案は、地方公務員の育児休業等に関する法

律に準じ、育児短時間勤務制度を創設しようと

するものであります。 

 職員が小学校就学の開始時期に達するまでの

子を養育するために、週３８時間４５分より短

い勤務時間において、希望する日及び時間帯に

勤務することができるようにしようとするもの

であります。 

 改正目的は、少子化対策が求められる中、職

員が職務を完全に離れることなく、長時間にわ

たる育児と仕事の両立が可能となるよう、育児

のための短時間勤務制度を導入するものであり

ます。 

 議案第１３号は、宿毛市育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例についてであります。 

 本案は、地方公務員の育児休業等に関する法

律の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の

育児のための短時間勤務制度を導入するため、

必要な事項を定めるものであります。 

 内容については、育児短時間勤務をすること

ができない職員、育児短時間勤務の終了後１年

以内に、再度の育児短時間勤務ができる特別な

事情や、変則勤務職員にかかる育児短時間の形

態、育児短時間勤務の承認等の請求手続、及び

承認の取り消し事由を規定し、その整備をする

ものであります。 

 議案第１４号は、宿毛市一般職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例についてであり

ます。 

 本案は、職員の異動に伴い、沖の島地区に勤

務する直前まで住居手当の支給を受けていたも

のが、引き続き、同一の住宅を借り受ける場合

は、特殊勤務手当に準ずる手当の支給を受ける

期間、支給を受けていた住居手当に相当する額

を手当の支給を受ける期間に限り、支給を受け

ていた手当に加えて当該職員に支給できるよう

に、必要な事項を定めるものであります。 

 議案第１５号は、宿毛市税条例の一部を改正

する条例についてであります。 

 まず、法人市民税率の引き下げについては、

都市部に法人が集中していることから生じる地

域間税源の偏在性を是正し、自治体間の財政力

格差の縮小を図るため、新たな国税として地方

法人税を創設し、その税収全額を地方交付税を

原資とする税制改正が実施されることに伴う税

率改正であります。 

 具体的には、新たに課税される予定の地方法

人税の税率２．６％に見合う分の法人市民税率

を、平成２６年１１月１日以降に事業年度が始

まる企業から順次、現行の１００分の１４．７

を１００分の１２．１に引き下げようとするも

のであります。 

 次に、軽自動車税率の引き上げについては、

軽二輪、原付等については、平成２７年度より

新税率を適用し、三輪以上の軽自動車について

は、平成２７年４月２日以降に初年度登録をし

た車両に対して、平成２８年度より新税率を適

用しようとするものであります。 

 この税率引き上げについては、自動車税関連

税制のあり方に関する検討会で検討がなされ、
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与党税制調査会等での議論を経て、今回の改正

となったものであります。 

 最後に、自然冷媒を利用した冷凍冷蔵機器に

対する固定資産税の特例については、地球温暖

化の防止に資するため、わがまち特例による課

税の特例として、平成２６年４月１日から平成

２９年３月３１日までの間に取得された自然冷

媒を利用した一定の業務用冷凍冷蔵機器につい

て、固定資産税の課税標準を３年度分に限り、

価格の４分の３を乗じて得た額とする特例措置

を創設しようとするものであります。 

 議案第１６号は、宿毛市都市公園条例の一部

を改正する条例についてであります。 

 本案は、宿毛市総合運動公園補助グラウンド

を新たに設置し、使用料を定めること、及び利

用者から要望の多かった市民体育館武道場使用

料について、３分の１面を使用する場合の利用

料金を定めようとするものであります。 

 議案第１７号は、財産の取得についてであり

ます。 

 本案は、宿毛土地開発公社との間で宿毛市西

町二丁目７６番２６ほか６筆の９，８０３．０

１平方メートルを、２億６，４７３万６，２６

０円で取得することについて、地方自治法第９

６条第１項第８号の規定により、議会の議決を

求めるものであります。 

 議案第１５号を除く６議案につきましては、

担当課から詳しい説明を受ける中で、慎重に審

査をした結果、いずれも原案を適当であると認

め、全会一致をもって可決すべきものと決しま

した。 

 議案第１５号については、賛成多数をもって

可決すべきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案７件

についての報告を終わります。 

○議長（今城誠司君） 産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（野々下昌文君） 産業

厚生常任委員長。 

 本委員会に付託されました議案１件について

の審査結果を御報告いたします。 

 議案第１８号は、権利の放棄についてであり

ます。 

 本案は、宿毛観光汽船株式会社に関し、宿毛

市が損失補償した１億円に対する債務者、元同

社代表取締役に対する求償権につきまして、債

務者に返済可能な資産もなく、今後においても

債権を回収することができる見込みがなく、か

つ本年６月２９日をもって時効を迎えることに

なるため、その権利を放棄することについて、

地方自治法第９６条第１項第１０号の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。 

 本議案につきましては、担当課から詳しい説

明を受ける中で、慎重に審査した結果、全会一

致をもって可決すべきものと決しました。 

 以上、本委員会に付託されました議案につい

ての報告を終わります。 

○議長（今城誠司君） 以上で、委員長の報告

は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより「議案第８号から議案第１４号まで

及び議案第１６号並びに議案第１７号」の９議

案について、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第８号から議案第１４号まで

及び議案第１６号並びに議案第１７号」の９議

案を一括採決いたします。 
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 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（今城誠司君） 全員起立であります。 

 よって「議案第８号から議案第１４号まで及

び議案第１６号並びに議案第１７号」の９議案

は、原案のとおり可決されました。 

 これより、「議案第１５号」について、討論

に入ります。 

 討論の通告がありますので、発言を許します。 

 ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） おはようございます。

８番議員の浅木です。ただいまから討論を行い

ます。 

 私が討論を行うのは、議案第１５号、宿毛市

税条例等の一部を改正する条例案についてであ

ります。 

 この議案について、先ほど、総務文教常任委

員長から、原案を可決したとの報告がありまし

たが、私は、この委員長報告に反対する立場か

ら討論いたします。 

 この議案は、委員長報告にもありましたが、

この条例改正案、一つには法人市民税の引き下

げ、第２には軽自動車等の税率引き上げ、第３

には、自然冷媒を利用した冷凍冷蔵機器に対す

る固定資産税に特例を設け、減税するものであ

ります。 

 このうち、第１番目の法人住民税法人割税率

は、１２．１％に引き下げられますが、引き下

げた分は地方法人税として徴収され、地方交付

税特別会計に繰り入れられるため、企業の実質

的負担はこれまでと変わりはありません。 

 また、３番目の固定資産税は、わずか３年度

分ではありますが、減額されますので、評価し

ます。 

 しかし、２番目の軽四輪車等の税率を大幅に

引き上げようとすることに重大な問題がありま

す。 

 この引き上げ内容の特徴は、１番目に、軽四

貨物自動車で１，０００円増税、軽四自家用車

等の税金は、現在の年額７，２００円から３，

６００円も引き上げられて１万８００円にする

など、大増税であります。 

 さらに２番目に、新車登録から４年目を迎え

る年度から、軽四中古車は１万８００円の上に、

重課税として２，１００円も追加し、１万２，

９００円に引き上げられるものであります。 

 中古車しか持てない家庭に、なお負担を強化

する内容となっております。 

 ３番目に、排気量５０ＣＣ以下の原動機付バ

イクは、年間１，０００円を２倍に引き上げ、

２，０００円にされます。新聞、その他バイク

で配達する業界に大打撃であるとともに、バイ

ク通学をしている高校生等から、これまでの２

倍の税金を徴収することになり、教育負担のさ

らなる増加にもなるわけであります。 

 ４番目に、現在でも課税それ自体に批判の多

い農耕作業用のトラクター等の税金まで、年額

最低４００円、最高で１，２００円も引き上げ

る不当なものであります。 

 今回の条例改正案の原因になっているのは、

今年の３月２０日に、日本共産党、社民党、民

主党、維新、みどりの党など、５野党が反対す

る中、自民党や公明党など与党が強行成立させ

た地方税法の一部を改正する法律によるもので

あります。 

 現在、日本国内における軽自動車の普及状況

は、新車販売台数で４割近いシェアを占めてお

り、特に地方部において普及しています。 

 その背景には、長期にわたる所得低迷の中で、

価格や、税を含めた維持費が安い軽自動車の需

要は高くなっていることにあります。 

 とりわけ、公共交通の衰退が続く地方部では、
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１世帯で複数台所有するなど、住民の重要な移

動手段となっています。 

 今回の軽自動車税増税は、雇用や経済の面で

も困難を抱える地方部の住民ほど、負担増の影

響が大きくなります。 

 今、宿毛市民の中には、狭い道でも乗りやす

い、小回りがきくなど、使い勝手のよさから軽

四輪自動車に乗っている方もおりますが、普通

車に乗りたいが、価格や税金など維持費が高い

から、軽四輪で我慢している方もおられます。 

 このように、今回の軽四輪などへの増税は、

宿毛市など、地方で暮らす住民への税負担を強

化するとともに、地方の住民の暮らしの必需品

に対する増税であります。 

 さらに、新車登録から１４年目を迎える年度

から、中古軽四輪車には追加課税をすることに

なっており、軽四乗用車では、２，１００円も

の重課税が課され、年額１万２，９００円にさ

れます。これも新車が欲しい、でも家計の都合

で中古車しか持てないと嘆く低所得者への負担

を強化するものであります。 

 政府が、このたびの軽四輪車への増税を強行

した背景には、自動車業界の要望に応えて自動

車販売時にかかる自動車取得税を引き下げるた

めの財源補充であります。 

 今回の引き下げは、自動車取得税率のみとな

っていますが、与党の税制大綱には、消費税を

１０％にする２０１６年には、自動車取得税を

全廃する予定が盛り込まれております。 

 その減収分は、増額する消費税で賄うのか、

再び自動車税を引き上げるのかは定かではあり

ません。 

 日本共産党は、こうした自動車業界の要望に

応えて、自動車取得税を減税、廃止するそのつ

けを、軽自動車税で賄うことは、国民に対して

消費税増税に加えて、二重の負担を押しつける

ものであり、国会でも地方議会でも厳しく反対

しているものであります。 

 宿毛市においても、日々の暮らしに苦しむ市

民の多くが、軽四輪車並びにバイクや農耕作業

機械に対する増税に遺憾の声を上げています。 

 地方自治体は、国政の下請機関ではありませ

ん。国の悪政から地方住民の暮らしを守る防波

堤の役割を果たすことが大きな役割であります。 

 国の悪政を丸ごと宿毛市民に押しつけるこの

条例議案に、私は断固反対するものであります。 

 多くの皆さんの御賛同を求め、私の討論を終

わります。 

○議長（今城誠司君） 以上で、通告による討

論は終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第１５号」を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（今城誠司君） 起立多数であります。 

 よって「議案第１５号」は、原案のとおり可

決されました。 

 これより、「議案第１８号」について討論に

入ります。 

 討論はありませんか。 

○議長（今城誠司君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第１８号」を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（今城誠司君） 起立多数であります。 

 よって「議案第１８号」は、原案のとおり可
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決されました。 

 日程第２「陳情第２１号」を議題といたしま

す。 

 これより「陳情第２１号」について、委員長

の報告を求めます。 

 産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（野々下昌文君） 産業

厚生常任委員長。 

 本委員会に付託されました陳情第２１号の審

査結果の御報告をいたします。 

 本陳情は、西町防災避難訓練参加者一同代表

の西町区長、西森春寿氏より、６０４名分の署

名をもって提出されたものであります。 

 内容としては、咸陽保育園と西町地区の大半

が海抜の低い土地にあることから、予想される

南海地震の津波の危険にさらされ、保護者にと

って不安が脳裏から離れることはない。 

 そこで、西町地区として、高台にある現在の

西町五丁目の運動公園に咸陽保育園と区民避難

所の建設を求めるものであります。 

 担当課より、津波浸水地域にある保育園の防

災対策に関するプロジェクト会議の方向性等の

説明を受けた上で、委員からは、基本的に高台

に移転すべきという考え方は理解できるという

声がある一方、西町五丁目運動公園に上がる坂

道は非常に狭く、傾斜もきつい。現在の咸陽保

育園でも、送り迎えの車の混雑が問題になって

おり、この場所に保育園を建設することは厳し

いのではないか。との意見や、宿毛市のプロジ

ェクト会議でも、最優先課題として咸陽保育園

の高台移転を検討している。現時点で移転場所

を特定すべきではないのではないか。との意見

がありました。 

 以上の意見や陳情の趣旨、担当課の説明等を

踏まえ、慎重に審査した結果、保育園の移転場

所等の特定を求めることはできないが、津波被

害から子供たちや区民の命と安全を守るために、

高台移転を求めていく趣旨については十分に理

解できるという結論に達し、全会一致で趣旨採

択と決しました。 

 以上、本委員会に付託されました陳情１件に

ついての報告を終わります。 

○議長（今城誠司君） 以上で、委員長の報告

を終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより、「陳情第２１号」について、討論

に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 陳情第２１号については、お手元に配付いた

しました「審査報告書」のとおりであります。 

 本件は、「審査報告書」のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

 日程第３、「委員会調査について」を議題と

いたします。 

 各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件については、会議

規則第１１１条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調
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査に付することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

 日程第４、意見書案第１号「手話言語法制定

を求める意見書」の提出についてを議題といた

します。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 ６番、野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） ６番、野々下でござ

います。意見書案第１号について、提案理由の

説明をいたします。 

 本案は、政府に対して手話言語法の制定を求

める意見書であります。 

 手話は、独自の文法体系等を持った言語であ

り、聴覚障害者にとって大切な情報獲得と、コ

ミュニケーションの手法であります。 

 この手話を、文字や音声と対等な言語である

ことを示し、日常生活、職場、教育の場での使

用が保障され、社会に自由に参加できることを

目指す手話言語法を広く国民に知らせることや、

自由に手話が使える社会環境の整備を国に対し

て求めるものであります。 

 よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお

願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わ

ります。 

○議長（今城誠司君） これにて提案理由の説

明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定によ

り、委員会付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会の付託を省略すること

に決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「意見書案第１号」は、原案のとおり可決す

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 御異議なしと認めます。 

 よって、「意見書案第１号」は、原案のとお

り可決されました。 

 お諮りいたします。ただいま意見書案が議決

されましたが、その条項、字句、数字、その他

の整理を要するものにつきましては、その整理

を議長に委任されたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 御異議なしと認めます。 

 よって、条項、字句、数字、その他の整理は

議長に委任することに決しました。 

 日程第５、農業委員の推薦についてを議題と

いたします。 

 お諮りいたします。 

 宿毛市山奈町山田５８５５番地３、今津久雄

君、宿毛市平田町戸内２０５０番地１、西山 

譲君、宿毛市橋上町奥奈路１９５番地、濵田頼

之君、以上３人を推薦いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議会推薦の農業委員に、今津久雄君、
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西山 譲君、濵田頼之君の、以上３人を推薦す

ることに決しました。 

 以上で、今期定例会の日程は全て議了いたし

ました。 

 閉会に当たり、市長から挨拶がありますので、

発言を許します。 

 市長。 

○市長（沖本年男君） 閉会に当たり、一言御

挨拶申し上げます。 

 去る６月１０日に開会しました今期定例会は、

本日までの１６日間、議員の皆様方におかれま

しては、連日、熱心に御審議をいただき、提案

申し上げました１８議案につきまして、それぞ

れ原案のとおり御決定をいただき、まことにあ

りがとうございました。 

 また、今議会を通じお寄せいただきました

数々の貴重な御意見や御提言につきましては、

今後、さらに検討をいたしながら、市政の執行

に反映させてまいりたいと考えております。 

 議員の皆様におかれましては、より一層の御

指導、御協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 これから暑い季節を迎えますので、どうか健

康に留意されまして、より一層の御活躍をされ

ますことを御祈念を申し上げまして、閉会の挨

拶といたします。 

 ありがとうございました。 

○議長（今城誠司君） 以上で、市長の挨拶は

終わりました。 

 これにて、平成２６年第２回宿毛市議会定例

会を閉会いたします。 

午前１０時４１分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

              宿  毛 市 議 会 議 長                  今 城 誠 司 

 

 

              宿 毛 市 議 会 副 議 長                  岡 﨑 利 久 

 

 

                          議 員   野々下 昌 文 

 

 

                          議 員   松 浦 英 夫 
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                               平成２６年６月２４日  

 宿毛市議会議長 今 城 誠 司 殿 

 

                        予算決算常任委員長 松 浦 英 夫 

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第 ８号 平成２６年度宿毛市一般会計補正予算について 原案可決 適 当 

議案第 ９号 
平成２６年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補

正予算について 
原案可決 適 当 

議案第１０号 
平成２６年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算

について 
原案可決 適 当 
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                               平成２６年６月１９日  

 宿毛市議会議長 今 城 誠 司 殿 

 

                        総務文教常任委員長 寺 田 公 一  

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第１１号 宿毛市宅地分譲条例の制定について 原案可決 適 当 

議案第１２号 
宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第１３号 
宿毛市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例について 
原案可決 適 当 

議案第１４号 
宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について 
原案可決 適 当 

議案第１５号 宿毛市税条例の一部を改正する条例について 原案可決 適 当 

議案第１６号 宿毛市都市公園条例の一部を改正する条例について 原案可決 適 当 

議案第１７号 財産の取得について 原案可決 適 当 
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                               平成２６年６月２０日  

 宿毛市議会議長 今 城 誠 司 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 野々下 昌 文  

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第１８号 権利の放棄について 原案可決 適 当 
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                               平成２６年６月２０日  

 宿毛市議会議長 今 城 誠 司 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 野々下 昌文  

 

陳情審査報告書 

 

  本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１４３条第

１項の規定により報告します。 

記 

 

受理番号 件            名 審査結果 意  見 

第２１号 咸陽保育園と区民避難所の高台移転について 趣旨採択 趣旨妥当 
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                               平成２６年６月１９日  

 宿毛市議会議長 今 城 誠 司 殿 

 

                        総務文教常任委員長 寺 田 公 一 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

  

記 

１ 事 件 （１） 総合計画の策定状況について 

      （２） 行政機構の状況について 

      （３） 財政の運営状況について 

      （４） 公有財産の管理状況について 

      （５） 市税等の徴収体制について 

      （６） 地域防災計画について 

      （７） 教育問題について 

２ 理 由 議案審査の参考とするため 
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                               平成２６年６月１９日  

 宿毛市議会議長 今 城 誠 司 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 野々下 昌 文  

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 農林水産業の振興対策状況について 

      （２） 商工業の活性化対策状況について 

      （３） 観光産業の振興対策状況について 

      （４） 市道の管理状況について 

      （５） 環境、保健衛生の整備状況について 

      （６） 下水道事業の運営管理状況について 

      （７） 保育施設の管理状況について 

      （８） 介護保険制度について 

２  理  由  議案審査の参考とするため 
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                               平成２６年６月２４日  

 宿毛市議会議長 今 城 誠 司 殿 

 

                          議会運営委員長 中 平 富 宏  

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 議会の運営に関する事項 

      （２） 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

      （３） 議長の諮問に関する事項 

      （４） 議会報に関する事項 

２ 理 由 議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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意見書案第１号 

   手話言語法制定を求める意見書の提出について 

 地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

  平成２６年６月２５日提出 

                      提出者 宿毛市議会議員 野々下 昌 文 

                      賛成者 宿毛市議会議員 山 戸   寛 

                       〃     〃    岡 﨑 利 久 

                       〃     〃    松 浦 英 夫 

                       〃     〃    浦 尻 和 伸 

                       〃     〃    濵 田 陸 紀 

                       〃     〃    西 郷 典 生  

 宿毛市議会議長 今 城 誠 司 殿 

説明 口頭 

 

   手話言語法制定を求める意見書 

 

 手話は、日本語を音声ではなく手指や表情に変えて表現していると思われがちであるが、本

来は独自の語彙や文法体系を持っている言語である。音声が聞こえない、音声で話すことがで

きないなど聴覚障害者にとって、日常生活を営む上で、手話は大切な情報獲得とコミュニケー

ションの手法である。 

 これまで、平成１８年１２月に国連総会において、障害者権利条約が採択され、平成２０年

に発効された。同条約第２条には、「言語とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語

をいう」と定義され、手話が言語として国際的に認知された。 

 平成２３年８月に改正された障害者基本法第３条には「全ての障害者は、可能な限り、言語

（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定め

られ、手話は言語に含まれることが明記されたところである。 

 さらに、同法の第２２条には国、地方自治体に対して情報保障施策を義務づけていることか

ら、手話が文字や音声と対等な言語であることを示し、日常生活、職場、教育の場で手話を使

った情報の提供やコミュニケーションが保障され、社会に自由に参加できることを目指す、手

話言語法を広く国民に知らせていくことや、自由に手話が使える社会環境の整備を国として実

現する必要がある。 

 よって、政府においては、上記の内容を盛り込んだ、手話言語法を早期に制定するよう強く

要望する。 

  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２６年６月２５日 
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                    高知県宿毛市議会議長 今 城 誠 司 

 衆 議 院 議 長 殿 

 参 議 院 議 長 殿 

 内 閣 総 理 大 臣 殿 

 厚 生 労 働 大 臣 殿 
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一  般  質  問  通  告  表 

                           平成２６年第２回定例会    

質問 

順位 
質 問 議 員      質 問 の 要 旨                      

１ 
 ３番 

 山戸 寛君 

１ 学校建設場所の評価について（教育長） 

 

２ 小深浦への学校移転に対する対象地域の意識について 

                        （教育長） 

 

３ 高台用地確保に要する費用とその財源について（市長） 

 

４ 耐震化後の宿毛小学校について（市長） 

２ 
 ７番 

 松浦英夫君 

１ 防災対策について（市長） 

（１）保育園の防災対策について 

（２）私立保育園の防災対策について 

（３）保育園の防災対策について 

（４）変電所の移転問題について 

 

２ 市道の整備について（市長） 

（１）貝塚と四季の丘間の整備について 

（２）廻角橋の改修について 

 

３ まちの活性化対策について（市長） 

（１）スポーツによるまちづくりについて 

（２）温泉施設の建設について 

（３）スポーツ振興室の機能強化について 

 

４ 沖の島学校給食センター問題について（教育長） 

３ 
６番 

野々下昌文君 

１ 本市の環境対策について（市長） 

（１）小型廃家電のリサイクルについて 

  ア 市長の認識について 

  イ 本市の現状について 

  ウ 今後の取り組みについて 

（２）ＬＥＤ照明の導入について 

  ア 公共施設への導入の現状について 

  イ 今後の取り組みについて 

  ウ リース方式による導入について 

（３）バイオマス発電事業について 

  ア ホワイトペレット事業、発電事業の操業時期について 

  イ ホワイトペレットの生産状況と県内消費に占める割合 

   について 

  ウ 自伐林家等からの木材の受け入れ態勢について 

２ 鳥獣被害対策について（市長） 

（１）イノシシ、シカ、サルそれぞれの被害状況について 

（２）サルによる被害対策について 
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４ 
 ８番 

 浅木 敏君 

１ 市長の政治姿勢について（市長） 

（１）宿毛湾港の潜水艦基地化について 

（２）集団的自衛権行使容認への対応について 

 

２ 身体障害者等への施策について（市長） 

（１）意思疎通支援事業について 

（２）パーキングパーミットについて 

 

３ 四国８の字道路について（市長） 

（１）現在の進行状況と今後の見通しについて 

（２）中村宿毛道路の和田小森へ建設するインターチェンジ周辺

工事について 

５ 
１１番 

 寺田公一君 

１ 市長の政治姿勢について（市長） 

（１）宿毛マラソンの現状とこれからの予定について 

（２）職員採用と配置について 

 

２ 教育行政について（市長、教育長） 

（１）再編計画と耐震化について 

６ 
１３番 

 濵田陸紀君 

１ 宿毛小学校の改築について（市長、教育長） 

（１）避難行動要支援者（高齢者、身障者等）への対応について 

（２）学校整備についての文科省の指針改定について 

（３）臼杵小学校ＰＴＡの取り組みについて 

 

２ 宿毛橋、高石橋への照明施設の整備について（市長） 

 

３ 手押しポンプの設置について（市長） 

（１）学校、公園への手押しポンプの設置について 

（２）一般家庭への助成制度の創設について 
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平成２６年第２回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

   議  案 

 

議案番号 件 名                議決月日 結  果 

第 １号 専決処分した事件の承認について ６月２５日 承  認 

第 ２号 専決処分した事件の承認について ６月２５日 承  認 

第 ３号 専決処分した事件の承認について ６月２５日 承  認 

第 ４号 専決処分した事件の承認について ６月２５日 承  認 

第 ５号 専決処分した事件の承認について ６月２５日 承  認 

第 ６号 
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める

ことについて 
６月２５日 同  意 

第 ７号 
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める

ことについて 
６月２５日 同  意 

第 ８号 平成２６年度宿毛市一般会計補正予算について ６月２５日 原案可決 

第 ９号 
平成２６年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会

計補正予算について 
６月２５日 原案可決 

第１０号 
平成２６年度宿毛市介護保険事業特別会計補正

予算について 
６月２５日 原案可決 

第１１号 宿毛市宅地分譲条例の制定について ６月２５日 原案可決 

第１２号 
宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例について 
６月２５日 原案可決 

第１３号 
宿毛市職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例について 
６月２５日 原案可決 

第１４号 
宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について 
６月２５日 原案可決 

第１５号 宿毛市税条例等の一部を改正する条例について ６月２５日 原案可決 

第１６号 
宿毛市都市公園条例の一部を改正する条例につ

いて 
６月２５日 原案可決 

第１７号 財産の取得について ６月２５日 原案可決 

第１８号 権利の放棄について ６月２５日 原案可決 
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   陳  情 

 

受理番号 件 名                議決月日 結  果 

第２１号 咸陽保育園と区民避難所の高台移転について ６月２５日 趣旨採択 

 

 


